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第１章　調査研究の目的及び方法

１．調査研究の目的
（病児保育について）

現在約1,800か所で実施しているところであるが、病児保育事業のニーズは大きく、その普

及を図ることが重要であるため、病児保育事業について、実態調査を行う。

（夜間保育等について）

就労形態の多様化に伴い、夜間保育のニーズが相当数あるが、実態として夜間保育所等のニ

ーズの受け皿が増えないといった声がある。子ども・子育て支援新制度においては、「保育の

必要性」の事由の就労にはフルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労

に対応することとしていることから、夜間保育およびベビーホテルにおける利用状況やニーズ

の実態調査の分析を行い、今後の方策について研究を行う。

２．調査研究の内容
調査票調査については、病児対応型はP.21〜参照。病後児対応型はP.39〜参照。体調不良児

対応型はP.57〜参照。夜間保育についてはP.63〜参照。ベビーホテルについてはP.74〜参照。

ヒアリングについて。病院関係についてはP.121〜参照。福祉施設に関してはP.148〜参照。

３．調査研究委員
大方美香（大阪総合保育大学　教授）

木野　稔（中野こども病院　院長）

橋詰啓子（武庫川女子大学　助手）

小島賢子（兵庫大学　准教授）

楠本洋子（神戸市立井吹西児童館放課後児童支援員）

４．調査期間及び調査時点（P.5 表参照。詳しくは下記。）

・調査票調査については本文P.21、P.39、P.57、P.63、P.74参照。

・ヒアリング調査については本文P.121、P.126、P.133、P.139、P.144、P.148、P.153、P.158、

P.162、P.167参照。

５．調査票調査の手続き
ア　調査対象の選定
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調査対象は、全国の病児保育施設、夜間保育施設、ベビーホテル施設。

イ　調査方法

前項アの調査対象に対して、郵送法で調査票を送付し、記入をお願いした。

ウ　調査票の回収数及び回収率（集計対象数）P.5参照。

詳細は本文P.21、P.39、P.57、P.63、P.74参照。

６．整理、分析基準
調査票の集計に当たっては、次の基準によって整理、分析した。

ア．経営主体

調査票ごとに違う。P.22、P.41、P.59、P.64、P.75、巻末調査票参照P.185、P.192、P.194、P.199。

イ．地域区分別（病児保育の４類型で分別した。４類型＝病児対応型、病後児対応型、体調不

良児対応型、訪問型）

地域特性を考察するために、全国を７つの区分に分類している。

①北海道・東北地区、②関東地区、③北信越地区、④東海地区、⑤近畿地区、⑥中国・四国

地区、⑦九州地区

ウ．所在地区分別（病児保育及び夜間保育所について分別した）

都市階級による特性を考察するために、全国を６区分に分類している。

①都区部・指定都市（都区部並びに指定都市：東京23区、札幌、仙台、さいたま、千葉、横

浜、川崎、新潟、相模原、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、広島、岡山、北

九州、福岡、熊本）

②中核市（函館、旭川、青森、盛岡、秋田、郡山、いわき、宇都宮、前橋、高崎、八王子、川越、

越谷市、船橋、柏、横須賀、富山、金沢、長野、岐阜、豊橋、岡崎、豊田、大津、豊中、高槻、
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７地域区分　都道府県名

区分 都道府県名

北海道・東北地区 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
関東地区 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨
北信越地区 新潟・富山・石川・福井・長野
東海地区 岐阜・静岡・愛知・三重
近畿地区 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山

中国・四国地区 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
九州地区 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄



東大阪、枚方、姫路、尼崎、西宮、奈良、和歌山、倉敷、福山、下関、高松、松山、高知、

久留米、長崎、大分、宮崎、鹿児島、那覇）

③中都市（人口15万人以上で、指定都市、中核市を除く市）

④小都市Ａ（人口５万人以上15万人未満の市）

⑤小都市Ｂ（人口５万人未満の市）

⑥町・村

７．整理分析担当
調査票の集計、整理、分析、まとめには、調査研究スタッフ全員があたった。

　※本報告書の全文は日本保育協会のホームページに掲載している
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平成27年度調査票取りまとめ表

調査票名

病児保育事業実施施設調査票
夜間保育所

調査票

ベビーホテ

ル調査票

病児対応型
病後児

対応型
訪問型

体調不良児

対応型

発送日 11月6日 11月6日 11月6日 11月6日 11月6日 11月6日

締切日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日

送付数 693 569 5 563 87 828

合計送付数 1,267

回収数 265 236 2 358 48 142

回収率 38.2% 41.5% 40.0% 63.6% 55.2% 17.1%
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第２章　総論　病児保育、夜間保育、ベビーホテルの今日的課題

木野　稔　　大方　美香

はじめに
平成27年度より始まった子ども・子育て支援新制度では、全ての子ども・子育て家庭を社会

全体で支援する①社会保障制度の見直し　②少子化対策の推進に伴い、ワーク・ライフ・バラ

ンス（働き方の見直し）と様々な働き方に対応できる子育て支援の充実　③子どもの貧困問題

の克服、小学校以降の教育の基礎を培う、全ての幼児に質の高い幼児教育を提供することが示

唆されている。

さらにその理念は、「すべての子ども・子育て家庭への支援」「すべての子どもの最善の利益」

である。すなわち、例外のない保育保障（質の高い幼児教育・保育）、切れ目のない支援、親

育ちの支援、子ども・子育てにやさしいまちづくり、地域社会の活性化にある。

新制度に設けられた「地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について」は、①〜⑬の事業

が網羅されている。（①利用者支援　②地域子育て支援拠点事業　③一時預かり　④乳児家庭

全戸訪問事業　⑤養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業　⑥

ファミリー・サポート・センター事業　⑦子育て短期支援事業　⑧延長保育事業　⑨病時・病

後時保育事業　⑩妊婦健診　⑪放課後児童クラブ　⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業　⑬

多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業）

一方、子育て中の親にとって最も関心の高いニーズは、待機児童の解消とともに病児・病後

児保育（以下病児保育）・夜間保育等の整備である。就労支援策としてようやく認知されだし

た病児保育・夜間保育等であるが、本質的には子どもが病気の時に家庭や保育、教育施設でど

のように子どもの基本的生活を保障するかが問われている。病児保育は、育児において最も困

難な時にその環境を整え、子ども達の健やかな成長を保障する事業である。感染症を中心とす

る急性疾患から慢性的にハンディキャップを持つ子ども達まで、それぞれの特性に合わせた保

育を提供できるよう工夫し、日常の保育に繋ぐ役割がある。保護者に対しても、育児の不安や

生活面での問題を早期に発見し、地域の支援体制をコーディネートできる。病児保育が病気の

子どもを支援するステーションとなることで、真のセーフティネットになると展望できる。そ

のためには、病児保育の歴史と事業の意義が社会に正しく認識され、利用に際しての実際的な

問題点を解決する行政施策が必要である。
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Ⅰ．病児保育
１．背景

少子化の進行に相反して保育所利用児童数は増え続け、平成21年度には213万を超え、うち

３歳未満児は21％を数える。待機児童数は一向に減らず、国の少子化対策の主眼は保育所の整

備である。少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査（2009年）によると、望ましい保育

サービスの拡充として、待機児童の解消（64.9％）が最も多く、次に病児病後児保育の充実が

54.7％であり、両者へのニーズの高さが伺える。言うまでもなく、子どもは日常疾患にかかり

ながら成長する。小児科診療所では、受診者の約70％は５歳未満であり、１歳児の１人当たり

の年間平均受診日数は約15日、年間平均疾病数は6.3という数字がある。一方、集団で長時間

過ごす保育所においては、３歳未満児の低年齢保育は増え続けており、感染症対策の整備は焦

眉の急である。都内の100名規模の保育園の１年間の病気欠席日数および疾患状況を調査した

結果では、４月がもっとも病気欠席日数が多く、とくに初めて集団を経験する０歳・１歳児が

大半を占める。０歳児１人あたり平均17.2日の欠席日数であり、その多くは発熱が主であった。

一方、保育中に発症する体調不良児の実態を調査した結果、４月から７月の４か月間で36園の

総園児数3,432人中2,848人（83％）が体調不良を示した。すなわち、子どもは日常疾患にかか

りながら成長するわけで、保育と病気は別々に考えて対処するものではないのである。小児科

の診察室では、「保育所で熱を出したので呼び返されました」、「明日熱が下がれば、保育所に

行けますか？」、発熱と保育所をキーワードとした会話が日常的に交わされている。どちらか

いうと診断名よりも保育所で預かってもらえるかどうかに、親の関心度が高いときもある。男

女共同参画社会を目指し、ワーク・ライフ・バランスを充実するという掛け声の陰で、このよ

うな情景が繰り返されている。病気の子どもは、健康なときにも増して、保護者が子どもの世

話をすることは大原則である。しかし、今の日本の社会では親子にとって最善の対応が選択で

きるサービスを提供しなければならないのも事実である。

２．病児保育の歩み（P.12図1参照）

病児保育の歴史は古く、昭和41年に東京都世田谷区の民間保育所「ナオミ保育園」の保護者

が園内方式の病児保育室を誕生させた。そして、昭和44年には大阪府枚方市で保坂智子先生が

医療機関併設型のセンター方式での運営をはじめ、枚方市から単独補助を受けた全国ではじめ

ての事業となった。その後、大阪府寝屋川市、青森市にも、それぞれ市の委託を受ける形で病

児保育室が開設された。その頃は第２次ベビーブームを迎えようとしていた時期であり、病児

保育は少子化対策という考え方とは全く無縁であり、より良い子育てを求める若く社会力を持

つ親たちの熱き思いと、それに答える保育士、看護師、小児科医等の献身的行為と汗の結晶と

しての理想的保育形態であったといえる。その後、平成元年に合計特殊出生率が1.57となり、
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少子高齢化が現実のものと認識されだした平成３年には、厚生省児童家庭局長の諮問機関であ

る「これからの母子医療に関する検討会」で病児保育の必要性を含めた答申が出された。そし

て、同年「小児有病児ケアに関する研究班（代表者：帆足英一）」が組織され、病児保育が国

の施策として制度化される第一歩となった。研究班では既設施設への調査研究から着手され、

その受け皿として全国14施設による全国病児保育協議会が設立された。平成７年度から、国の

少子化対策事業（エンゼルプラン）が始まり、その一連として乳幼児健康支援一時預かり事業

の名称で病児保育事業が開始された。しかし、全国的にはなかなか進展せず、平成12年度から

の新エンゼルプランでは、実施要綱を改定し、利用料を2,000円に設定するとともに受託施設

への補助金の改善、また対象施設として、医療機関併設型（診療所、病院等の医療機関）、乳

児院型（児童養護施設を含む）、単独型（病児のみを専門に預かる）に加えて、保育所型、派

遣型（病児の自宅または担当者の自宅で病児保育を行う）が認められるようになった。平成17

年度からの「子ども・子育て応援プラン」では、全国1,500市町村での実施を目指すと事業規

模の拡大方針が出された。しかし、子どもの病気の季節変動や隔離疾患の混在とともに、日々

の利用では早朝から予約やキャンセルが頻繁に変動することなど、各施設では運営にかかる人

員確保とコスト面での不採算性から脱却できず、また医師（協力医を含む）への手当ては一切

考慮されないなど、医療機関の医師は責任とともにボランティアを強いられ、保育所型では医

師との連携が極めて困難であるのが実情である。平成20年度から、厚労省における主管が母子

保健課から保育課に移るとともに、名称は「病児・病後児保育事業」と変更され、平成21年か

らの補助金は利用数に応じた実績払いに変更された。利用数の多い大規模施設にとっては赤字

幅の減少に寄与したが、基本部分が１年間150万円（のちに250万円に増額）とあまりにも少額

であることから、小規模施設では人件費も賄うことができずに閉鎖され、地方では新規開設に

躊躇することが危惧される。そのためか、国庫補助病児保育事業数は平成22年度末でも全国で

539市町村、943施設でしかない（体調不良児型を含めると1,356）。保育園では毎日のように体

調不良を呈す乳幼児が出現するが、全国の保育園で看護師が常駐しているのは約20％でしかな

い。そのため、厚労省では平成19年から「自園型」、平成20年から「体調不良児型」として一

般の保育園でも子どもの病気に対応できるよう、看護師の配置と保健室の設置を進めることに

した。現在の事業では、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型（訪問型）

と四種に類別されるが、これらの用語は行政的な使い分けでしかなく、医学的に病児と病後児

等を明確に分ける基準がないのは言うまでもない。つまり、医療機関併設を病児対応型とし、

保育所併設では医師の直接的関与が少ないので病後児対応型として、より病状の軽い乳幼児を

対象とし、さらに保育園に看護師や保健室を配置することを目的とした体調不良児対応型事業

に分かれていると考えてよい、非施設型にいたってはNPO法人が主体となると思われるがそ

の実態は明らかではない。このように、本事業のこれまでの道程は順風満帆と言えるものでは
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なかった。多職種の専門家が関わっているにも拘わらず委託事業としては補助金が少なく困難

な経営を強いられているのもさることながら、病気の子どもを保育することへの社会的および

学問的な理解と合意を得るにも多大な労力を要しているのが現実である。平成22年1月に政府

は「子ども・子育てビジョン」を発表し、社会全体で子育てを支えることを理念の一つとし、

５年間を目途として病児・病後児保育利用者数を年間のべ200万人へと現在の７倍に増やす数

値目標を掲げている。ニーズを満たすには妥当な数値と思われるが、この数値目標のみが先行

するのでなく、医療と連携した中での保育看護という子どものための視点が欠けることのない

ようにしなければならない。社会で子育てを行うには子どもの専門家の関与が必要不可欠であ

る。平成22年度以降の病児保育事業実施数の推移を表1に示す。また、平成26年度末の全国の

事業実施施設数を図2に示すが、都道府県により総数および病児対応型と病後児対応型、さら

に体調不良児型の割合に差があることは、本事業の意義への理解度の差によるとも考えられる。

平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援法」を中心とする子ども・子育て関連3法に基

づき、子ども・子育て支援新制度が平成27年４月に実施されている。その、「病児保育事業実

施要綱」では、対象児童が就学児にも広がり、「事業を担当する職員は利用の少ない日等にお

いて、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること」という文言が

追加されるなど、活動の範囲を拡張している。また、病児保育事業は認定こども園、小規模保

育事業とともに、第二種社会福祉事業とされ、児童福祉法においても定義がなされた。
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図1　病児保育事業の歴史と施設数の推移



３．全国病児保育協議会の活動

平成３年に全国14の施設で結成されたが、平成27年12月末で医療機関併設型を中心として全

国566施設が会員となり、病児保育事業の健全な発展向上を期するため、全国的な連携を行う

とともに、事業に関する協議・調査研究・広報ならびに事業従事者の研鑽等をはかることを目

的として活動している。平成22年度の会員施設での利用実績を調査したところ、年間利用600

人以下の施設が最も多かったが、2,000人以上の大規模施設も少なからずあった（6.7％）。キ

ャンセル数と満室お断り数を利用者数に加えたニーズでは、一施設当たり年間約200人は実際

の利用のべ数より多くあると考えられ、約半数（46.8％）の施設が1,000を超える数字となっ

た（図3）。また、運営実態調査（平成20年）においては、①医療機関併設で定員４〜５名の中

規模施設が多かった。②調査した92％が医師との連携があり、85％が隔離室を有していた。ま

た60％以上で給食を提供していた。つまり、十分な受け入れ態勢を整えている施設においても

定員からみた年稼働率は約50％であった。③利用料はほとんどが2,000円であった。キャンセ

ル料については90％以上が徴収せず、一方病児保育事業を対象とした保険には80％以上が加入

していた。④ほとんどの施設は利用対象地域として周辺市町村の児童も受け入れるなど、地域
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図2　平成27年度病児保育事業実施状況　1,825か所（国庫補助ベース）

表1　病児保育事業　実施か所数の推移
Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度

病児対応型 436 501 556 617 698

病後児対応型 480 492 504 521 573

体調不良児対応型 403 444 487 512 563

非施設型（訪問型） ─ 0 1 3 5



のセンター的役割を行っていた。利用時間は午前８時から午後６時と長く、土曜日に開設して

いる所も多かった。⑤年間収支（医師手当、施設整備費は含まず）は64％が赤字であり、赤字

の主たる原因は人件費であった。運営および経営面での困難さに加え、病児保育では安全・安

心の確保が必須条件である。これらの点を踏まえた補助金制度の改善等が望まれる。協議会で

は、毎年研究大会を開催し研修を行うともに、病児保育マニュアルや機関紙「病児保育研究」、

「病児保育感染症ガイドライン」等を発行し、病児保育室の質向上に努めている。さらに、協

議会は、平成24年度に一般社団法人化するとともに、「病児保育専門士」を認定する事業を開

始した。「病児保育専門士」は、病児・病後児保育室に勤務する保育士・看護師を対象とし、

病児保育の専門性を高め、さらに家庭での看護方法などの研鑽を積み、家庭での「家庭看護」

へつなぐことにより、病児保育を通して究極の子育て支援を行うことのできる保育士・看護師

のこととするとされており、今後の活躍が期待される。

４．病児保育の実際

平成21年度から国の実施要項が改正され、定員の概念がなくなり、補助金制度は利用実績に

応じた金額となった。ただし、実施要綱は運営主体である市町村により異なることが多い。当

院の病児保育は大阪市から事業を委託されて運営しており、その概略を示す。当病児保育室で

は、平成21年３月から定員を４名から６名に増し、看護師１名、保育士２名の２対１配置を行

っている。生後３か月から小学校低学年までを対象児として、月から土曜日の午前８時から午

後５時までを利用時間としている。利用の手順は、まず事前登録が必要である。登録時には生

育歴と予防接種歴、既往症や体質等特に注意が必要な点を記し登録用紙を提出してもらい、母
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図3　平成22年度全国病児保育協議会実績調査

ニーズ＝延べ（利用）人数＋キャンセル数＋満室お断り数



子手帳とともに確認する。利用時にはまず電話で予約を受け、入室前に診察を行う。その際にも、

保護者から子どもの様子を記した病状連絡票を毎回提出してもらう。利用料金は市内2,000円

（市外4,000円）＋給食おやつ他雑費で1,000円徴収している。非課税世帯は利用料が免除され

る。登録料、キャンセル料は無料としている。平成20年度以降の利用実績を図4Ａに示す。病

児保育においても、一般小児科診療にみられる季節変動はあるが、定員を増員することで利用

者数は一段と増加し、季節変動幅も縮小していることは興味深い。地域におけるニーズの高さ

を物語っている。また、図4Ｂのように、新規登録者における年度内利用者数の割合は40％足

らずであり、登録を行っておくという行為のみで生活に安心感を提供していることになり、子

育てしながら働く保護者へのセーフティネットの役割を実感する。病気の種類は急性ウイルス

感染症が主で、水痘やRSウイルス、インフルエンザなど隔離を要する疾患も多く、感染管理

に十分な注意が必要である。図5には、年齢別の利用者数と１回あたりの利用日数を示す。１

歳台をピークとして幅広く異年齢保育を行っているが、１回あたりの利用日数は１日のみがほ

とんどであり、保育設定には熟練を要する。これは、病気の子どもを病児保育に預けっぱなし

で仕事をしているという世間の批判が全く的はずれであることを明白に示す数字である。一方、

予約はしたが当日になってキャンセルを行うということも多く、実にキャンセル率は30％に近

い。保護者は各々、仕事の段取りと預け先等を毎朝調整しているのであり、また子どもの病状

も日々変化するので、キャンセル料はとらずに受け入れざるをえない。これら病児保育の本質

的要因が運営を困難にしているわけで、行政への補助金増額を要請する根拠である。
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図4　中野こども病院病児別保育室利用実績
　Ａ　平成20〜22年別利用数
　Ｂ　平成21年度新規登録者と年度内利用者数

Ａ Ｂ
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図5　病児保育室　年齢別利用者数と１回あたりの利用日数

年齢別利用者数

1回あたりの利用日数



Ⅱ．夜間保育
夜間保育制度は、1981年（昭和56年）に開始され30年以上の歴史をもつ。しかしながら、多

様な就労支援が必要であるにもかかわらず、全国の認可保育所総数23,700箇所以上あるにも関

わらずに、現在に至って全国87箇所しか認可夜間保育園がないという実態である。その歴史は、

「夜間保育は、子どもの成長発達に悪影響を及ぼすであろう」という言葉への払拭との戦いで

あり、夜間保育園を利用する子どもの育ちや幸せのために日夜奔走し、創意工夫した保育内容

を続けてきた夜間保育園連盟の歴史でもある。

時代は変われども、今日、保護者の就労はより一層多様化の傾向にあり、さらに非正規雇用

の増加や虐待、ネグレクトの増加、など子どもの貧困が増加している。子どもにとって夜間保

育が望ましいのではない。しかしながら、大人社会の変化はいつの時代も子どもに多様な影響

を及ぼす。大切なことは、病気であっても、夜間であっても、保護者の就労がどのような内容

であろうと、子どもの最善の利益とは何かを考え模索していくことにある。皆が就寝している

時間に就労している保護者がいた場合、子どもにとって何が大切かを考えると、「一人ではな

い時間・空間」、「ぬくもりのある心地よい生活活動・遊び活動」など少しでもよりよい環境へ

の模索が求められる。昼間の保育も夜間の保育も、子どもの実態や保護者の背景に思いを寄せ、

子どもを軸にした、子どもを中心に据えた保育が必要である。認可夜間保育園は、夜間のみ開

いている保育園ではなく、夜間まで開いている保育園であるという認識を持たなければならな

い。当然ながら昼間の保育も受けているのである。近年、夜19時まで延長保育を受けている子

どもは多くなり、かつてならば夜間保育といわれる時間帯が一般化されている現状である。今

回の調査では、夜間であっても「何時まで」という規則にしたがって、保護者はきちんと時間

に迎えにくるという実態がわかった。

Ⅲ．ベビーホテル
ベビーホテルは、1975年ごろが全盛期であり、その背景は、女性の就労支援に保育園開園が

追いついていない時代のなかで広がっていった。ほとんどの利用目的が、「仕事のため」であ

ることは今も同じである。法的根拠がないところでは、時に子どもにとって望ましくないこと

が起こりうる。しかしながら、全国のベビーホテルは平成24年３月現在1,830箇所であり、児

童数は32,688名。待機児童数24,825名よりも多く存在するという実態がある。認可夜間保育園

はなぜ増加しないのか。保育士の確保問題と処遇、深夜に帰宅する交通手段、賃金の差は各保

育園の自助努力に任されている。夜間加算はあるが、昼間と同じ賃金体系であり同じ人の配置

であることから難しいといえる。また「子どもにとってよくない」「夜間ぐらい保護者がみる

べき」といった思いも増加しない理由の一つである。しかし、実態はベビーホテルを必要とす

る利用者が存在している。ベビーホテルは、認可夜間保育園では時間帯が合わない就労支援の
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場となっており、また認可夜間保育園の数が少ないことから地域によっては利用している現状

がある。今回の調査において「ベビーホテルと言われたくない」「すでに小規模保育、家庭的

保育に移行した」という場合が多いことがわかった。一般的にはベビーホテルは無認可である

が、制度改革や規制緩和によって、小規模保育や家庭的保育に移行することができたならば補

助金なしで運営している実情からは脱皮できてきたともいえる。無認可であることは運営が難

しく、結果として子どもの環境に影響を及ぼす場合が考えられる。一方では、全ての子どもが

保護者の就労等に関わらず安心・安全な保育を受けるために無認可であっても補助金を出すべ

きであるという意見もある。認可を得るために努力し、ベビーホテルから移行した認可夜間保

育園もある。ベビーホテルの実態をふまえつつ、認可夜間保育では補えない就労支援の場とし

て存在していることも事実である。認可夜間保育園における子どもの置き去りはまれであるが、

ベビーホテルにはありえる事象ともいえる。出張等で助かる保護者は当然存在する。しかしな

がら、迎え時間に終わりなく24時間となった時、人は抑止が係らなくなることもあると考えて

おかなければならない。規制なき支援は昼間の保育園では補えない家庭支援、社会的養護への

支援が求められる。

参考文献：「夜間保育とこどもたち」全国夜間保育園連盟　監修、櫻井慶一　編集　

　　　　　北大路書房　2014.2.20初
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第３章　調査結果の概要分析
１　病児保育事業実施施設〔病児対応型〕

橋　詰　啓　子

１．調査の回収結果
⑴　調査時期と調査対象

全国の病児保育事業実施施設（病児・病後児対応型）を対象として平成27年11月６日（金）

に調査票を郵送で配布し、平成27年11月20日（金）を締切日（消印有効）として回収した。

なお、調査時点は平成27年11月６日（金）現在とした。

⑵　配布数と回収数と回収率

病児保育対応と病後児対応と訪問型を合せて1,267ヵ所へ配布し、回収数は503、回収率は

39.7％であった。回答された施設のうち病児対応型の施設の回収数は265件で回収率38.2％、

病後児対応型の回収数は236件で回収率41.5％、訪問型は５件に配布して２件の回収であった

（表1）。なお、病児対応型の回収数は265件であるが、設問によっては回答されていない場合（無

回答）と不適切な回答（無効）がある。各回答の集計では、無効数は含めていないので合計が

265件にならない場合がある。

⑶　回答者

調査票は、施設長または病児・病後児保育の担当者に記入を依頼した結果、全体の回答者は

施設長219人（43.5％）、病児保育担当者は230人（45.7％）であった。病児対応型のみでは、

施設長106人（40.0％）、病児保育担当者134人（50.6％）であった（表2）。
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表1　病児保育調査（対応型別）
配布数 回収数 回収率

病児対応型 693 265 38.2

病後児対応型 569 236 41.5

訪問型 5 2 40.0

全体 1,267 503 39.7

表2　回答者（病児対応型のみ）
回収数 ％

施設長 106 40.0

病児保育事業担当者 134 50.6

その他 19 7.2

無回答 6 2.3

計 265 100.0



２．施設等の基本情報
⑴　所在地

地域区分別では、関東地区が64件で最も多く、所在地区別では都区部・指定都市が79件、小

都市Ａの72件で多い（表3、4）。

⑵　補助事業認可年

病児保育が補助事業として開始されたのは平成12年からである。それ以前に病児保育を開始

していた施設はわずかにあるが、認可開始年として多いのは平成24〜27年が93件で最も多い

（表5、図1）。

⑶　経営主体と設置形態
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表3　地域区分別
施設数

北海道・東北地区 19

関東地区 64

東海地区 27

北信越地区 32

近畿地区 32

中国・四国地区 42

九州地区 49

計 265

表5　補助事業開始年
施設数

平成11年以前 15

平成12〜15年 28

平成16〜19年 46

平成20〜23年 57

平成24〜27年 93

無回答 11

無効 15

計 265

表6　経営主体
施設数 ％

市町村などの公営 50 18.9

社会福祉法人などの民営 51 19.2

病院 85 32.1

その他 79 29.8

計 265 100.0

表4　所在地区分別
施設数

都区部・指定都市 79

中核市 40

中都市 32

小都市Ａ 72

小都市Ｂ 21

町・村 21

計 265

表7　設置形態
施設数 ％

保育所併設 40 15.1

診療所併設 125 47.2

病院併設 72 27.2

単独施設 20 7.5

その他 4 1.5

無回答 4 1.5

計 265 100.0

図1　病児保育開始年



施設の経営主体は、市町村などの公営が50件（18.9％）で、社会福祉法人などの民営が51件

（19.2％）、病院が85件（32.1％）となっている（表6）。設置形態として、保育所併設が40件

（15.1％）、診療所併設が125件（47.2％）、病院併設が72件（27.2％）であった（表7）。

⑷　開所日と開所時間

開所日については、週５日が132件で最も多く、次に週６日123件である（表8）。開所時間

は、開始時間が朝８時台からで終了時間は夕方18時までの保育時間となっている施設が多かっ

た（表9-1、表9-2）。開所時間の延長を行っているのは、平日54件（20.4％）、土日29件（10.9

％）であった（表9-3）。

⑸　１日に預かる定員数と最大利用数

１日に預かる病児保育児童の定員は、1〜5人の124件と6〜10人の123件である（表10-1）。最

大利用数は6〜10人の124件である（表10-2）。
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表8　開所日
施設数

週４日 4

週５日 132

週６日 123

週７日 0

無回答 4

表9-3　開所時間の延長
平日 土日

施設数 ％ 施設数 ％

あり 54 20.4 29 10.9

なし 209 78.9 23.5 88.7

表9-1　開所時間（開始時間）
開始時間 施設数

７時以前 0

７時台 18

８時台 240

９時台 7

表10-2　１日の最大利用数
施設数

１〜５人 88

６〜10人 124

11〜15人 31

16〜20人 9

21〜25人 3

26〜30人 1

31人以上 1

無回答 8

表10-1　１日に預かる定員数
施設数

１〜５人 124

６〜10人 123

11〜15人 11

16〜20人 3

21〜25人 1

26〜30人 0

無回答 3

表9-2　閉所時間（終了時間）
終了時間 施設数

16時台 5

17時台 100

18時台 149

19時台 10



⑹　職員の職種と雇用形態

職員の職種と雇用形態では、病院併設と診療所併設が多いため医師と看護師の常勤が多い。

看護師と保育士はどちらも1人の常勤を置いているところが多い。非常勤の勤務日数はいずれ

も週５日が最も多い（表11-1a.1b、表11-2a.2b、表11-3a.3b）。
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表11-1a　医師の人数と雇用形態

人数
常勤

（施設数）
非常勤

（施設数）

0人 13 9

1人 122 25

2人 15 7

3人 6 2

4人 2 0

5人 1 2

6人以上 1 1

無回答 105 218

表11-2a　看護師の人数と雇用形態

人数
常勤

（施設数）
非常勤

（施設数）

0人 21 8

1人 140 41

2人 30 25

3人 6 13

4人 6 4

5人 2 3

6人以上 3 2

無回答 57 166

表11-3a　保育士の人数と雇用形態

人数
常勤

（施設数）
非常勤

（施設数）

0人 16 8

1人 177 89

2人 21 29

3人 3 3

4人 1 0

5人 0 0

6人以上 0 1

無回答 47 131

表11-1b
非常勤医師の勤務日数

勤務日数 施設数

週1日 6

週2日 6

週3日 5

週4日 4

週5日 30

週6日 20

週7日 1

無回答 191

表11-2b
非常勤看護師の勤務日数

勤務日数 施設数

週1日 6

週2日 6

週3日 5

週4日 4

週5日 30

週6日 20

週7日 1

無回答 191

表11-1b
非常勤医師の勤務日数

勤務日数 施設数

週1日 5

週2日 9

週3日 27

週4日 19

週5日 82

週6日 20

週7日 1

無回答 93



⑺　1人の職員に対する児童数

１人の看護師に対して１〜３人の児童数が最も多く、１人の保育士に対して児童数２〜３人

としている施設が多い（表12-1a、表12-2a）。現在のスタッフの人員として「適当である」と

回答しているのは看護師が221件（83.4％）、保育士は211件（79.6％）である（表12-1b、表

12-2b）。

⑻　スタッフの人件費

１ヵ月あたりの平均人件費について、看護師等は25万円以上が最も多く、保育士は25万以上

と19万〜22万未満が多い（表13）。
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表12-1a　1人の看護師に対
する児童数

児童数 施設数

0人 0

1〜3人 113

4〜6人 61

7〜9人 15

10〜12人 37

13〜15人 1

16人以上 0

無回答 37

表12-2a　1人の保育士に対
する児童数

児童数 施設数

0人 0

1人 11

2人 100

3人 132

4人 8

5人 0

6人 0

無回答 14

表12-1b　看護師の人員について
施設数 ％

適当である 221 83.4

適当でない 16 6

無回答 28 10.6

計 265 100.0

表12-2b　保育士の人員について
施設数 ％

適当である 211 79.6

適当でない 41 15.5

無回答 13 4.9

計 265 100.0

表13　1ヶ月あたりの人件費（看護師等、保育士、その他の職員）　※数字は施設数

人件費
看護師 保育士 その他の職員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

100,000円未満 6 44 4 65 15 37

100,000〜129,999円 2 11 2 29 4 8

130,000〜159,999円 3 12 17 10 4 4

160,000〜189,999円 9 11 29 10 5 1

190,000〜219,999円 20 9 47 3 7 2

220,000〜249,999円 24 6 18 7 7 0

250,000円以上 88 10 50 19 4 0

無回答 113 162 98 122 219 213



⑼　処遇について

担当者（スタッフ）の処遇については「今のままでよい」が150件（56.6％）で、「改善する

必要がある」が88件（33.2％）となっている（表14）。

⑽　研修の参加

病児保育の担当者は乳幼児の病気に関する研修に参加しているかという問いでは、「参加し

ている」は207（78.1％）件、「参加していない」は55件（20.8％）であった（表15）。

⑾　連携機関

連携している機関として最も多いのは、病院108件、診療所95件、次に保育所82件である。

児童相談所や学校との連携は少ない（表16、図2）。
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表14　担当者の処遇
施設数 ％

今のままでよい 150 56.6

改善する必要がある 88 33.2

無回答 27 10.2

計 265 100.0

表15　病児保育に関する研修
施設数 ％

参加している 207 78.1

参加していない 55 20.8

無回答 3 1.1

計 265 100.0

図2　連携している機関表16
連携している機関（複数回答）

関連機関 件数

病院 108

診療所 95

保育所 82

幼稚園 22

認定こども園 20

小学校 13

児童相談所 8

その他 48

無回答 35



⑿　保育所との情報共有

保育所との情報共有を「している」のは74件（27.9％）で、「していない」のは188件（70.9

％）となっている（表17）。

⒀　緊急時の医師の協力

緊急時の医師の協力は、「ある」と答えた施設は47件、「ない」と答えた施設は０件であった

（表18-1）。協力が「ある」と答えた医師の種類は嘱託医が15件で最も多く、連携医療機関22件、

かかりつけ医１件であった（表18-2）。

⒁　運営資金

運営資金については「足りている」が70件（26.4％）、「足りていない」が144件（54.3％）

であった（表19）。

27

表17　保育所との情報共有
施設数 ％

共有している 74 27.9

共有していない 188 70.9

無回答 3 1.1

計 265 100.0

表18-1　医師による緊急時対応
施設数 ％

ある 47 17.7

ない 0 0.0

無回答 218 82.3

計 265 100.0

表18-2　緊急時対応「あり」の医師の種類
施設数 ％

嘱託医 15 5.7

連携医療機関 22 8.3

かかりつけ医 1 0.4

無回答 227 85.7

計 265 100.0

表19　運営資金
施設数 ％

足りている 70 26.4

足りていない 144 54.3

無回答 51 19.2

計 265 100.0



⒂　利用料金について

世帯別の利用料金は表20-1のとおりである。その他の料金として設定しているのは、登録料

なしが114件、延長料金なしが57件、当日キャンセル料なしが109件で、登録料と当日キャンセ

ル料は無料の施設が多いが、延長料金は500〜1000円程度で設定されている（表20-2a、20-2b、

20-2c）。

⒃　利用できる条件

利用できる条件として、子どもの最低年齢は５ヶ月以下の乳児が125件で最も多く、次に６

ヶ月の乳児は113件であった。最高年齢は、５歳児が250件で最も多い（表21-1、表21-2）。

利用条件として日常の保育の状態について「在籍児を問わない」が204件で最も多く、住所

地は「所在地を問わない」が153件で多く、障害児の利用については「障害の程度によっては

利用できない場合がある」が175件で最も多かった（表21-3、表21-4、表21-5）。
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表20-1　1日の利用料金（世帯の種類別）　※数字は施設数

課税世帯
課税世帯
ひとり親

世帯

所得税非
課税世帯

所得税非
課税世帯
ひとり親

世帯

市民税非
課税世帯

生活保護
世帯

市外在住

500円未満 3 6 39 45 114 163 4

500〜999円 2 1 7 7 7 6 1

1,000〜1,499円 10 19 80 67 33 11 5

1,500〜1,999円 18 16 12 10 3 1 1

2,000〜2,499円 174 124 43 41 37 26 84

2,500〜2,999円 13 10 4 4 4 4 9

3,000円以上 14 11 8 8 6 5 66

無回答 24 73 68 79 58 45 85

表20-2a　登録料
施設数

0円 114

1000円 14

2000円 5

3000円 1

5000円 1

無回答 130

計 265

表20-2c
当日キャンセル料

施設数

0円 109

500円 7

1000円 5

1500円 1

2000円 4

2500円 1

無回答 138

計 265

表20-2b
1時間当たりの延長料金

施設数

0円 57

100〜299円 11

300〜499円 10

500〜699円 23

700〜999円 3

1000〜2500円 14

3000円 2

5000円 1

無回答 144

計 265



⒄　実施場所

①場所

病後児保育の実施場所は、「施設に付設された専用スペース」が101件（38.1％）、「保育事業

のための専用施設」が161件（60.8％）であった（表22-1）。
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表21-1　利用できる条件
子どもの最低年齢

最低年齢 施設数

5ヶ月以下 125

6ヶ月 113

7ヶ月 1

8ヶ月 0

9ヶ月 1

10ヶ月 3

11ヶ月 0

12ヶ月 12

13ヶ月以上 0

無回答 10

表21-2　利用できる条件
子どもの最高年齢

最高年齢 施設数

1歳児未満 1

1歳児 0

2歳児 0

3歳児 0

4歳児 7

5歳児 250

6歳児以上 7

無回答 0

表21-3　利用条件　日常保育の状態
施設数 ％

在籍児のみ 24 9.1

問わず 204 77.0

その他 14 5.3

無回答 23 8.7

計 265 100.0

表21-5　利用条件　障害児の利用
施設数 ％

利用できる 78 29.4

障害の程度によって利用できない場合がある 175 66.0

利用できない 3 1.1

無回答 9 3.4

計 265 100.0

表22-1　実施場所
施設数 ％

貴施設の付設された専用スペース 101 38.1

保育事業のための専用施設 161 60.8

無回答 3 1.1

計 265 100.0

表21-4　利用条件　住所地
施設数 ％

所在自治体のみ 75 28.3

問わず 153 57.7

その他 30 11.3

無回答 7 2.6

計 265 100.0
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②間仕切り

間仕切りについての問いでは、保育室と隔離室の違い、静養室と観察室と安静室としての定

義を明らかにしていなかったため、回答者によって解釈が異なる場合があると思われる。また、

その定義が明確でないため無回答数も多かった（表22-2）。

専用スペースの間仕切りは、「床から天井まで繋がった壁」が131件（49.4％）で最も多い

（表22-2）

⒅　部屋数と合計面積

病後児保育の部屋数は、１部屋が最も多く保育室84件、隔離室97件であった（表23-1）。病

児保育部屋の合計面積は、保育室は41㎡以上が92件、隔離室は10㎡未満が59件で最も多い（表

23-2）。

表22-2　病児保育室の間仕切り
施設数 ％

床から天井まで繋がった壁 131 49.4

床から天井まで繋がった固定式パーテーション 14 5.3

床から天井まで繋がった移動式パーテーション 8 3.0

床から天井まで繋がったカーテン 2 0.8

床、天井の両方又は一方が空いている壁 1 0.4

床、天井の両方又は一方が空いている固定式パーテーション 1 0.4

床、天井の両方又は一方が空いている移動式パーテーション 1 0.4

床、天井の両方又は一方が空いているカーテン 1 0.4

その他 9 3.4

無回答 91 34.3

表23-1　病児保育の部屋数　※数字は施設数
保育室 隔離室 その他

0部屋 0 7 0

1部屋 84 97 52

2部屋 53 79 13

3部屋 69 34 7

4部屋 27 11 1

5部屋 14 4 0

6部屋以上 10 3 0

無回答 8 30 184

表23-2　部屋の合計面積
保育室 隔離室 その他

10㎡未満 4 59 26

10〜15㎡ 17 41 26

16〜20㎡ 22 29 13

21〜25㎡ 27 25 8

26〜30㎡ 38 14 3

31〜35㎡ 15 7 1

36〜40㎡ 20 8 4

41㎡以上 92 15 3

無回答 30 67 181
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⒆　各部屋の間仕切り

保育室と各部屋の間仕切りは、静養室、観察室、安静室とも「床から天井まで繋がった壁」

で仕切られている状態が多い（表24）。施設によっては静養室、観察室を２部屋以上設置して

いるが、それぞれ間仕切りが異なる場合もあった。

⒇　病気の種類による部屋分け

病気の種類や症状に応じて、「部屋を分けて使用している」が181件で最も多く、次に「でき

る限り部屋を分けて使用している」が62件であった（表25）。

表24　各部屋の間仕切り　※数字は施設数（複数回答）
静養室 観察室 安静室

床から天井まで繋がった壁 149 132 136

床から天井まで繋がった固定式パーテーション 21 18 18

床から天井まで繋がった移動式パーテーション 23 20 20

床から天井まで繋がったカーテン 2 3 2

床、天井の両方又は一方が空いている壁 4 2 2

床、天井の両方又は一方が空いている固定式パーテーション 2 2 4

床、天井の両方又は一方が空いている移動式パーテーション 2 2 1

床、天井の両方又は一方が空いているカーテン 0 1 0

その他 7 7 5

無回答 56 79 75

表25　部屋の区分け
施設数 ％

部屋を分けて使用している 181 68.3

できる限り部屋を分けて使用している 62 23.4

部屋を分けて使用していない 10 3.8

その他 6 2.3

無回答 6 2.3

計 265 100.0



３．施設の受け入れ実態について
⑴　昨年度（2014年度）の新規登録数

昨年度の年齢ごとの新規登録数は、平均で見ると１歳児が最も多く、次に０歳児２歳児であ

る（表26-1、図3）。

⑵　昨年度（2014年度）の利用実績
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表26-1　昨年度の年齢ごとの新規登録数
最大値 平均値 中央値

0歳児 879 44.2 23.0

1歳児 737 70.0 44.0

2歳児 382 38.6 28.0

3歳児 225 31.8 22.0

4歳児 194 23.8 18.0

5歳児 141 19.1 14.0

就学児童 165 23.7 19.0

合計登録数 12,296 250.3 184.5

図3　昨年度の新規登録数

表26-2　昨年度の年齢ごとの新規登録数　※数字は施設数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 就学児童

0人 3 0 1 0 2 2 11

1〜5人 19 4 6 17 31 43 29

6〜10人 21 10 25 30 30 31 33

11〜15 34 10 25 29 26 32 18

16〜20人 19 10 21 16 20 17 16

21〜25人 8 18 15 14 19 13 16

26〜30人 8 13 14 15 14 10 14

31人以上 66 115 72 58 37 31 35

無回答 87 85 86 86 86 86 93

表27-3　昨年度の利用実績　⑶キャンセル待ちで利用しなかった数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平均値 13.4 13.6 14.3 20.6 11.3 10.8 9.7 8.8 15.0 18.5 10.0 9.3

中央値 7.0 6.0 6.5 8.0 6.0 5.0 6.0 5.0 8.0 13.0 5.0 5.0

表27-2　昨年度の利用実績　⑵キャンセル数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平均値 27.8 26.1 28.5 33.9 23.1 27.1 24.9 22.3 30.8 27.3 23.9 24.2

中央値 19.0 21.0 21.0 23.0 18.5 19.0 19.0 18.0 22.5 21.0 18.0 19.0

表27-1　昨年度の利用実績　⑴利用者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平均値 66.1 62.6 65.0 72.6 53.9 63.5 58.6 51.3 65.5 76.6 61.0 61.6

中央値 49.0 45.0 46.0 54.0 42.0 47.0 46.0 42.0 52.0 58.0 45.0 45.0



昨年度の月別の利用実績では、利用数は７月と１月が多く、キャンセル数は７月と12月がわ

ずかに多く、キャンセル待ちで利用しなかった数が高いのは７月と１月である（図4）。

年間合計では、利用者数が平均758.1（中央値571.0）、キャンセル数の平均は320.0（中央値

239.0）、キャンセル待ちで利用しなかった数の平均は155.3（中央値80.5）であった（表27-1〜3）。

⑶　１人の児童が１回の病気で利用する日数

１人の児童が１回の病気で利用する平均利用日数は2.08で、２日とした施設が145件（54.7

％）で最も多い（表28）。

⑷　病気の種類と症状
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図4　昨年度の利用実績（平均値）

表28　1回の病気での平均利用日数
施設数 ％

1日 38 14.3

2日 145 54.7

3日 45 17

4日 4 1.5

5日 0 0

6日 1 0.4

7日 0 0

8日以上 0 0

無回答 32.0 12.1

表29　昨年度実績で子どもの病気として多いもの
症状 施設数 ％

1番 上気道炎 225 84.9

2番 急性気管支炎 88 33.2

3番 感染性胃腸炎 77 29.1



病児の病気の種類で一番多いものとして「上気道炎」225件（84.9％）を選んでおり、２番

目として「急性気管支炎」88件（33.2％）、３番目として「感染性胃腸炎」77件（29.1％）と

なっている（表29）。

⑸　預からない病気

病児保育として預からない病気では、「麻疹」141件で最も多く、次に「流行性結膜炎」50件

であった（表30、図5）。

⑹　感染症対策

感染症対策としては、「標準予防策を徹底する」214件で最も多く、次に「担当者に予防接種

を勧めている」192件、「各部屋の利用法を工夫している」182件で多い（表31、図6）。
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表30　預からない病気
病名 件数

麻疹 141

流行性結膜炎 50

インフルエンザ 24

水痘 19

ノロウイルス・ロタウイルス 22

アデノウイルス 8

マイコプラズマ肺炎 8

手足口病 2

突発性発疹 2

表31　感染症対策の実施（複数回答）
病名 件数

標準予防策を徹底する 214

担当者に予防接種を勧めている 192

各部屋の利用法を工夫している 182

空気清浄機を設置している 176

施設独自のマニュアルがある 139

定期的に研修をしている 108

据置型の簡易空気清浄機の設置 75

その他 36

図5　預からない病気



⑺　調理室

調理室については、「施設等の調理室と兼用」しているのが115件（43.4％）で最も多かった

（表32）。

４．利用世帯（保護者）の実態と配慮
⑴　病児・病後児保育を利用する理由

保護者が病児保育を利用する理由についての質問項目を４件法（４＝「かなり多いと思う」、

３＝「やや多い思う」、２＝「少ないと思う」、１＝「かなり少ないと思う」）での回答の結果

は図7のとおりである。

保護者が病児保育を利用する理由で最も多いのは、「急に休むことが難しい職種（職場）で

ある」で、次に「子どもの病気ということで休みにくい職場である」となっている。
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図6　感染症対策

図7　病児保育を利用する理由

表32　調理室
施設数 ％

病児保育事業専用の調理室を設けている 105 39.6

貴施設等の調理室と兼用 115 43.4

無回答 45 17.0

計 265 100.0



⑵　保護者にとっての病児保育

保護者にとっての病児保育についての質問項目を４件法（４＝「かなり多いと思う」、３＝

「やや多いと思う」、２＝「少ないと思う」、１＝「かなり少ないと思う」）での回答の結果は図

8のとおりである。

病児保育を利用している保護者にとって、「安心して子どもを預けられると思っている」が

最も多く、次に「病児や病後児に配慮した保育をしてもらっている」である。

⑶　子どもへの配慮や援助

子どもへの配慮と援助についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「やや

そう思う」、２＝「あまりそう思わない」、１＝「全くそう思わない」）での回答の結果は図9の

とおりである。

子どもへの援助や配慮としては、「病気が急変したときの対応を行っている」が最もできて

いるとしており、次に「病気の症状に合わせたケアを行っている」と「衛生面について細心の

注意を払っている」という結果であった。

⑷　保護者への支援

保護者への支援についての質問項目を４件法（４＝「かなりできている」、３＝「まあでき

ている」、２＝「あまりできていない」、１＝「全くできていない」）での回答の結果は図10の

とおりである。

保護者への支援については、「病気が急変したときの対応について説明を行っている」が最

もよくできていて、「子育て全般の相談を受けている」が最も低い。
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図8　保護者にとっての病児保育



５．病児保育の効果
病児保育の実施効果についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそ

う思う」、２＝「あまりそう思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図11のとお

りである。

病児保育事業の実施による効果として、「保護者の子育てと仕事の両立のための支援となっ

ている」が最も高く、次に「保護者や会社のための就労支援となっている」である。「子育て

や病気の相談場所になっている」は低い結果であった。

６．病児保育に関する課題
病児保育に関する課題ついての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそ

う思う」、２＝「あまりそう思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図12のとお

りである。
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図9　子どもへの配慮や援助

図10　保護者への支援



病児保育の課題としては、「補助金を増やしてほしい」が最も求められており、次に「病児

保育の専門性を高める必要がある」となっている。「受け入れの制約が大きく、利用者が少ない」

や「医療機関や医師との連携が不十分である」は課題ではないという結果であった。

38

図11　病児保育の効果

図12　病児保育に関する課題



２　病児保育事業実施施設〔病後児対応型〕

橋　詰　啓　子

１．調査の回収結果
⑴　調査時期と調査対象

全国の病児保育事業実施施設（病児対応型・病後児対応型・訪問型）を対象として平成27年

11月６日（金）に調査票を郵送で配布し、平成27年11月20日（金）を締切日（消印有効）とし

て回収した。なお、調査時点は平成27年11月６日（金）現在とした。

⑵　配布数と回収数と回収率

全体の配布数は1,267件、回収数は503件で回収率は39.7％であった。このうち病後児対応型

の配布数は569、回収数は236で、41.5％である。訪問型の配布数は５、回収数は２件の回収で

あった（表1）。なお、病後児対応型の回収数は236件であるが、設問によっては回答されてい

ない場合（無回答）と不適切な回答（無効）がある。各回答の集計では、無効数は含めていな

いので合計が236件にならない場合がある。

⑶　回答者

調査票は、施設長または体調不良児保育の担当者に記入を依頼した結果、回答者は施設長

113人（47.9％）、病後児保育担当者は94人（39.8％）、その他は25人（10.6％）であった（表2）。
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表2　回答者
回収数 ％

施設長 113 47.9

病後児保育事業担当者 94 39.8

その他 25 10.6

無回答 4 1.7

計 236 100.0

表1　病児保育調査（対応型別）
配布数 回収数 回収率

病児対応型 693 265 38.2

病後児対応型 569 236 41.5

訪問型 5 2 40.0

全体 1,267 503 39.7



２．施設等の基本情報
⑴　所在地

地域区分別では、関東地区が83件で最も多く、所在地区別では小都市Ａの77件が最も多い（表

3、表4）。

⑵　補助事業認可年

平成８年から補助事業前に病後児保育を開始している施設はあるが、補助事業開始年として

の認可年としては、平成16〜19年が83件で最も多い（表5、図1）。

⑶　経営主体と設置形態

施設の経営主体は、市町村などの公営が55件（23.3％）で、社会福祉法人などの民営が153

件（64.8％）、病院が13件（5.5％）となっている（表6）。設置形態として、保育所併設が173

件（73.3％）、診療所併設が13件（5.5％）、病院併設が10件（4.2％）であった（表7）。
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表3　地域区分別
施設数

北海道・東北地区 28

関東地区 83

東海地区 34

北信越地区 21

近畿地区 37

中国・四国地区 13

九州地区 20

計 236

表4　所在地区分別
施設数

都区部・指定都市 37

中核市 17

中都市 54

小都市Ａ 77

小都市Ｂ 31

町・村 20

計 236

表5　補助事業開始年
施設数

平成８〜11年 8

平成12〜15年 25

平成16〜19年 83

平成20〜23年 42

平成24〜27年 44

無回答 22

計 224

図1　病後児保育開始年



⑷　開所日と開所時間

開所日については、週５日が132件（56.2％）で最も多く、次に週６日90件（38.3%）であ

る（表8）。開所時間は、開始時間が朝８時台からで終了時間は夕方18時までの保育時間となっ

ている施設が多かった（表9-1、9-2）。開所時間の延長はないとしている所が多い（表9-3）。

⑸　１日に預かる定員数と最大利用数
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表6　経営主体
施設数 ％

市町村などの公営 55 23.3

社会福祉法人などの民営 153 64.8

病院 13 5.5

その他 15 6.4

計 236 100.0

表7　設置形態
施設数 ％

保育所併設 173 73.3

診療所併設 13 5.5

病院併設 10 4.2

単独施設 20 8.5

その他 14 5.9

無回答 6 2.5

計 236 100.0

表8　開所日
施設数 ％

週４日 1 0.4

週５日 132 56.2

週６日 90 38.3

週７日 2 0.9

無回答 10 4.2

計 235 100.0

表9-3　開所時間の延長
平日 土日

施設数 ％ 施設数 ％

あり 50 21.2 21 8.9

なし 186 78.8 215 91.1

表9-1　開所時間（開始時間）
開始時間 施設数

７時以前 0

７時台 47

８時台 170

９時台 9

10時台 1

11時台 0

12時以降 0

無回答 0

表9-2　閉所時間（終了時間）
終了時間 施設数

15時以前 3

15時台 0

16時台 12

17時台 86

18時台 113

19時台 10

20時以降 1

無回答 11

表10-2　最大利用数
施設数 ％

１〜５人 177 75.0

６〜10人 28 11.9

11〜15人 5 2.1

16〜20人 0 0.0

無回答 26 11.0

表10-1　定員数
施設数 ％

１〜５人 201 85.2

６〜10人 23 9.7

11〜15人 2 0.8

16〜30人 0 0.0

30人以上 1 0.4

無回答 9 3.8



１日に預かる病後児保育児童の定員は、１〜５人の201件（85.2％）で最も多く、次に６〜

10人が23件（9.7%）で、平均の定員数は4.36人ある（表10-1）。最大利用数は１〜５人の177

件（75.0%）が最も多く、平均の最大利用数は3.89人であった（表10-2）。

⑹　職員の職種と雇用形態

職員の職種と雇用形態では、常勤の医師は病院併設もしくは診療所併設のみとなるため件数

は少ない（表11-1a、11-1b）。看護師と保育士はどちらも１人の常勤を置いているところが多

く（表11-2a、11-3a）、非常勤の勤務日数は週５日が最も多い（表11-2b、11-3b）。
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表11-1a　医師の人数と雇用形態

人数
常勤

（施設数）
非常勤

（施設数）

0人 27 4

1人 15 8

2人 2 1

3人 0 1

4人 0 1

5人 0 0

6人以上 0 0

無回答 192 221

表11-2a　看護師の人数と雇用形態

人数
常勤

（施設数）
非常勤

（施設数）

0人 10 4

1人 136 26

2人 20 14

3人 2 7

4人 0 3

5人 2 0

6人以上 0 1

無回答 66 178

表11-3a　保育士の人数と雇用形態

人数
常勤

（施設数）
非常勤

（施設数）

0人 14 3

1人 147 43

2人 0 5

3人 1 1

4人 0 0

5人 0 0

6人以上 0 1

無回答 74 181

表11-1b
非常勤医師の勤務日数

勤務日数 施設数

週1日 3

週2日 0

週3日 3

週4日 0

週5日 9

週6日 2

週7日 0

無回答 218

表11-2b
非常勤看護師の勤務日数

勤務日数 施設数

週1日 7

週2日 4

週3日 12

週4日 10

週5日 84

週6日 8

週7日 1

無回答 108

表11-3b
非常勤保育士の勤務日数

勤務日数 施設数

週1日 5

週2日 4

週3日 16

週4日 12

週5日 72

週6日 14

週7日 0

無回答 109



⑺　１人の職員に対する児童数

１〜３人の児童数に対して看護師１人を配置している施設が最も多く、児童数１〜３人に対

して保育士１人を配置している施設が多い（表12-1a、12-1b）。現在のスタッフの人員として

看護師は87.3％が「適当である」とし、保育士は75.0％が「適当である」と回答している（表

12-2a、12-2b）。

⑻　スタッフの人件費

１ヵ月あたりの平均人件費について、常勤看護師等は25万円以上が最も多く、常勤保育士は

16万円〜19万円未満が最も多くなっている（表13）。
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表12-1a　1人の看護師に対
する児童数

児童数 施設数

0人 0

1〜3人 156

4〜6人 36

7〜9人 2

10〜12人 17

13〜15人 0

16人以上 0

無回答 25

表12-1b　1人の保育士に対
する児童数

児童数 施設数

0人 24

1〜3人 82

4〜6人 72

7〜9人 14

10〜12人 2

13〜15人 0

16人以上 0

無回答 42

表12-2a　看護師の人員について
施設数 ％

適当である 206 87.3

適当でない 10 4.2

無回答 19 8.5

表12-2b　保育士の人員について
施設数 ％

適当である 177 75.0

適当でない 23 9.7

無回答 35 15.3

表13　担当者の人件費　※数字は施設数

人件費
看護師 保育士 その他の職員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

100,000円未満 2 26 5 29 9 15

100,000〜129,999円 2 9 3 12 2 0

130,000〜159,999円 5 8 19 17 1 1

160,000〜189,999円 16 9 36 6 0 1

190,000〜219,999円 18 6 17 7 1 0

220,000〜249,999円 29 8 11 2 0 0

250,000円以上 59 8 27 6 1 0

無回答 105 162 118 157 222 219



⑼　処遇について

担当者（スタッフ）の処遇については「今のままでよい」が127件（53.8％）で、「改善する

必要がある」が84件（35.6％）となっている（表14）。

⑽　研修の参加

病後児保育の担当者は乳幼児の病気に関する研修に参加しているかという問いでは、「参加

している」は132件、「参加していない」は92件であった（表15）。

⑾　連携機関

 

連携している機関として最も多いのは、保育所114件と病院114件である。児童相談所や学校

など他の機関とは連携がほとんどない（表16、図2）。
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表14　病後児保育担当者の処遇
施設数 ％

今のままでよい 127 53.8

改善する必要がある 84 35.6

無回答 25 10.6

計 236 100.0

表15　病児保育の研修
施設数 ％

参加している 132 55.9

参加していない 92 39.0

無回答 12 5.1

計 236 100.0

表16
連携している機関（複数回答）

関連機関 度数 ％

保育所 114 48.3

病院 114 48.3

診療所 48 20.3

幼稚園 18 7.6

認定こども園 18 7.6

小学校 16 6.8

児童相談所 7 3

その他 27 11.4

無回答 33 14.0

図2　連携している機関



⑿　保育所との情報共有

保育所との情報共有を「している」のは153件（64.8％）で、「していない」のは66件（28.0

％）となっている（表17）。保育所との情報共有を「している」が多いのは、調査の対象が保

育所併設173件73.3％が多いという理由である。

⒀　緊急時の医師の協力

緊急時の医師の協力は、「ある」と答えた施設は157件、「ない」と答えた施設は23件であっ

た（表18-1）。協力が「ある」と答えた医師の種類は嘱託医が97件で最も多く、連携医療機関

22件、かかりつけ医14件であった（表18-2）。

⒁　運営資金

運営資金については「足りている」が72件（30.5％）、「足りていない」が105件（44.5％）

であった（表19）。
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表17　保育所との情報共有
施設数 ％

している 153 64.8

していない 66 28.0

無回答 17 7.2

計 236 100.0

表18-1　緊急時の医師の協力
施設数 ％

ある 157 66.5

ない 23 9.7

無回答 56 23.7

計 236 100.0

表18-2　医師の協力「ある」の場合
施設数 ％

嘱託医 97 41.1

連携医療機関 22 9.3

かかりつけ医 14 5.9

無回答 103 43.6

計 236 100.0

表19　運営資金
施設数 ％

足りている 72 30.5

足りていない 105 44.5

無回答 59 25.0

計 236 100.0



⒂　利用料金

世帯別の利用料金は表20-1のとおりである。その他の料金としては、登録料と当日キャンセ

ル料はほとんどが無料で、延長料金は1,000円未満で設定している施設がわずかにある（表20-2）。

⒃　利用できる条件

46

表20-1　1日の利用料金　※数字は施設数

課税世帯
課税・ひと
り親世帯

所得税非
課税世帯

所得税非課
税・ひとり

親世帯

市民税非
課税世帯

生活保護
世帯

市外在住

500円未満 17 25 49 53 87 132 11

500〜999円 7 6 9 21 11 6 5

1,000〜1,499円 23 40 50 25 25 12 9

1,500〜1,999円 9 7 5 4 3 1 7

2,000〜2,499円 98 51 25 25 22 13 33

2,500〜2,999円 25 9 7 7 5 3 8

3,000円以上 9 5 2 2 2 2 22

無回答 41 89 86 96 78 66 134

表20-2　その他の料金設定　※数字は施設数

登録料 延長料金
当日キャ
ンセル料

0円 91 44 83

1〜499円 0 30 2

500〜999円 2 12 1

1,000〜1,499円 3 3 0

1,500〜1,999円 0 0 0

2,000〜2,499円 1 0 1

2,500〜2,999円 1 0 1

3,000円以上 0 0 0

無回答 138 147 148

表21-1　利用できる条件
子どもの最低年齢

最低年齢 施設数

5ヶ月以下 87

6ヶ月 78

7ヶ月 1

8ヶ月 1

9ヶ月 3

10ヶ月 1

11ヶ月 0

12ヶ月 39

13ヶ月以上 2

無回答 24

表21-2　利用できる条件
子どもの最高年齢

最高年齢 施設数

1歳児未満 0

1歳児 1

2歳児 0

3歳児 0

4歳児 0

5歳児 44

6歳児以上 175

無回答 16



利用できる条件として、子どもの最小年齢は５ヶ月以下の乳児が87件で最も多く、次に６ヶ

月は78件であった。最大年齢は、６歳以上児が175件で最も多い（表21-1、21-2）。

日常の保育として「在籍児を問わない」が166件で最も多く、住所地は「所在自治体のみ」

が110件で多く、障害児の利用については「障害の程度によっては利用できない場合がある」

が140件で最も多かった（表21-3、21-4、21-5）。

⒄　実施場所

病後児保育の実施場所は、「施設に付設された専用スペース」が118件（50.0％）、「保育事業

のための専用施設」が106件（44.9％）でほぼ同数であった（表22-1）。

専用スペースの間仕切りは、「床から天井まで繋がった壁」が120件（50.8％）で最も多い

（表22-2）。
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表21-3　利用条件　日常保育の状態
施設数 ％

在籍児のみ 28 11.9

問わず 166 70.3

その他 21 8.9

無回答 21 8.9

計 236 100.0

表21-5　利用条件　障害児の利用
施設数 ％

利用できる 59 25.0

障害の程度によって利用できない場合がある 140 59.3

利用できない 12 5.1

無回答 25 10.6

計 236 100.0

表21-4　利用条件　住所地
施設数 ％

所在自治体のみ 110 46.6

問わず 72 30.5

その他 31 13.1

無回答 23 9.7

計 236 100.0

表22-1　実施場所
施設数 ％

貴施設の付設された専用スペース 118 50.0

保育事業のための専用施設 106 44.9

無回答 12 5.1

計 236 100.0



⒅　部屋数と合計面積

病後児保育の部屋数は１部屋が102件で最も多く、次に２部屋が65件であった（表23-1）。部

屋の合計面積は、保育室は41㎡以上が42件で最も多く、隔離機能の部屋では10㎡未満が53件で

最も多い（表23-2）。

⒆　各部屋の間仕切り

保育室と各部屋の間仕切りは、静養室、観察室、安静室とも「床から天井まで繋がった壁」
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表22-2　専用スペースの間仕切り　※数字は施設数（複数回答）
施設数 ％

床から天井まで繋がった壁 120 50.8

床から天井まで繋がった固定式パーテーション 6 2.5

床から天井まで繋がった移動式パーテーション 9 3.8

床から天井まで繋がったカーテン 4 1.7

床、天井の両方又は一方が空いている壁 6 2.5

床、天井の両方又は一方が空いている固定式パーテーション 3 1.3

床、天井の両方又は一方が空いている移動式パーテーション 3 1.3

床、天井の両方又は一方が空いているカーテン 0 0.0

その他 6 2.5

無回答 76 32.2

表23-1　病児保育の部屋数　※数字は施設数
保育室 隔離室 その他

0部屋 0 10 2

1部屋 102 96 27

2部屋 65 25 6

3部屋 36 13 3

4部屋 7 2 0

5部屋 1 0 0

6部屋以上 1 0 0

無回答 24 90 197

表23-2　部屋の合計面積　※数字は施設数
保育室 隔離室 その他

10㎡未満 14 53 16

10〜15㎡ 24 27 9

16〜20㎡ 32 14 3

21〜25㎡ 24 6 1

26〜30㎡ 27 2 2

31〜35㎡ 15 1 0

36〜40㎡ 15 5 2

41㎡以上 42 8 7

無回答 42 119 196

表24　保育室と各部屋の間仕切り　※数字は施設数（複数回答）
静養室 観察室 安静室

床から天井まで繋がった壁 82 74 86

床から天井まで繋がった固定式パーテーション 16 9 13

床から天井まで繋がった移動式パーテーション 14 12 8

床から天井まで繋がったカーテン 9 3 7

床、天井の両方又は一方が空いている壁 9 6 9

床、天井の両方又は一方が空いている固定式パーテーション 4 3 3

床、天井の両方又は一方が空いている移動式パーテーション 2 2 2

床、天井の両方又は一方が空いているカーテン 8 5 5

その他 8 6 5

無回答 90 118 103



で仕切られている状態が多い（表24）。

⒇　病気の種類による部屋分け

病気の種類や症状に応じて、「保育を分けて使用している」が84件で最も多く、次に「でき

る限り部屋を分けて使用している」が71件であった（表25）。

３．施設の受け入れ実態について
⑴　昨年度（2014年度）の新規登録数
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表25　部屋の区分け
施設数 ％

部屋を分けて使用している 84 35.6

できる限り部屋を分けて使用している 71 30.1

部屋を分けて使用していない 39 16.5

その他 18 7.6

無回答 21 8.9

無効 3 1.3

計 236 100.0

表26-1　昨年度の年齢ごとの新規登録数
最大値 平均値 中央値

0歳児 195 21.5 13.5

1歳児 179 24,4 17.0

2歳児 119 15.2 11.0

3歳児 118 14.5 7.0

4歳児 199 13.9 7.0

5歳児 196 11.8 5.0

就学児童 119 10.2 4.0

合計登録数 689 103.8 59.0

図3　新規登録数

表26-2　昨年度の年齢ごとの新規登録数　※数字は施設数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 就学児童

0人 16 5 8 12 18 15 55

1〜5人 44 30 57 55 61 76 63

6〜10人 29 32 32 42 32 31 11

11〜15 24 28 25 16 18 13 15

16〜20人 15 19 16 13 12 9 0

21〜25人 8 12 13 16 15 9 3

26〜30人 11 13 5 4 1 3 3

31人以上 26 37 20 15 11 9 8

無回答 63 60 60 63 68 71 78



昨年度の年齢ごとの新規登録数は、平均で見ると１歳児が最も多く、次に０歳児２歳児であ

る（表26-1、図3）。

⑵　昨年度（2014年度）の利用実績

昨年度の月別の利用実績では、利用数は７月が最も多く、キャンセル数とキャンセル待ち

で利用しなかった数が高いのも７月で、利用数、キャンセル数、キャンセル待ちで利用しな

かった数が低いのは２月である（図4）。年間合計でみると、利用者数は平均212.3（中央値は

136.5）、キャンセル数の年間平均は174.2（中央値は91.5）、キャンセル待ちで利用しなかった

数の年間平均は112.9（中央値は35.5）となっている（表27-1、27-2、27-3）。

⑶　１人の児童が１回の病気で利用する日数

１人の児童が１回の病気で利用する平均利用日数は、２日が109件（46.2％）で最も多い（表

28）。
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表27-3　昨年度の利用実績　⑶キャンセル待ちで利用しなかった数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平均値 9.6 7.6 11.6 15.9 10.7 5.9 7.4 9.1 11.4 9.2 3.8 10.9 112.9

中央値 2.5 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.5 4.0 3.0 1.0 3.5 4.0 35.5

表27-2　昨年度の利用実績　⑵キャンセル数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平均値 15.1 14.1 15.9 20.8 12.5 16.0 14.7 13.1 16.6 12.0 10.1 13.3 174.2

中央値 7.5 8.0 7.0 11.5 8.0 8.0 8.0 6.5 8.0 7.0 5.0 7.0 91.5

表27-1　昨年度の利用実績　⑴利用者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平均値 17.5 17.6 20.0 21.8 17.2 20.0 18.2 15.0 17.7 16.7 14.5 16.1 212.3

中央値 12.0 12.5 13.0 13.0 12.0 13.0 12.0 11.0 12.0 11.0 7.0 8.0 136.5

図4　月別利用実績（平均値）



⑷　病気の種類と症状

病後児の病気の種類で一番目に多いのは「上気道炎」166件（70.3％）の施設が選んでおり、

２番目は「急性気管支炎」49件（20.8％）、３番目は「感染性胃腸炎」48件（20.3％）である（表

29）。

⑸　預からない病気

 

病後児保育として預からない病気では、「麻疹」110件（46.6％）で最も多く、次に「インフ

ルエンザ」83件（35.2％）であった（表30、図5）。
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表28　1回の病気で利用する
　　　平均利用日数

施設数 ％

1日 57 24.2

2日 109 46.2

3日 32 13.6

4日 4 1.7

5日 2 0.8

6日 0 0

7日 1 0.4

8日以上 1 0.4

無回答 28 11.9

表29　昨年度実績で子どもの病気として多いもの
症状 施設数 ％

1番 上気道炎 166 70.3

2番 急性気管支炎 49 20.8

3番 感染性胃腸炎 48 20.3

表30　預からない病気
病名 施設数 ％

麻疹 110 46.6

流行性結膜炎 66 28.0

インフルエンザ 83 35.2

水痘 62 26.3

ノロウイルス・ロタウイルス 51 21.6

アデノウイルス 40 16.9

マイコプラズマ肺炎 30 12.7

手足口病 8 3.4

突発性発疹 5 2.1

無回答 109 46.2

図5　預からない病気



⑹　感染症対策

感染症対策としては、「標準予防策を徹底する」161件で最も多く、次に「空気清浄機の設置

をしている」144件、「施設独自のマニュアルがある」121件で多い（表31、図6）。

 

⑺　調理室

調理室については、「施設等の調理室と兼用」しているのが174件（73.7％）で最も多かった

（表32）。

４．利用世帯（保護者）の実態と配慮について
⑴　病後児保育を利用する理由

保護者が病後児保育を利用する理由についての質問項目を４件法（４＝「かなり多いと思
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表31　感染症対策
病名 施設数 ％

施設独自のマニュアルがある 121 51.3

標準予防策を徹底する 161 68.2

各部屋の利用法を工夫している 92 39.0

空気清浄機を設置している 144 61.0

定期的に研修をしている 74 31.4

担当者に予防接種を勧めている 114 48.3

据置型の簡易空気清浄機の設置 55 23.3

その他 20 8.5

図6　感染症対策

表32　調理室
施設数 ％

病児保育事業専用の調理室を設けている 37 15.7

貴施設等の調理室と兼用 174 73.7

無回答 25 10.6

計 236 100.0



う」、３＝「やや多いと思う」、２＝「少ないと思う」、１＝「かなり少ないと思う」）での回答

の結果は図7のとおりである。

保護者が病後児を利用する理由で最も多いのは、「子どもを頼める祖父母や親せきがいない」

で、次に「急に休むことが難しい職種（職場）である」となっている。

⑵　保護者にとっての病後児保育

保護者にとっての病後児保育についての質問項目を４件法（４＝「かなり多いと思う」、３

＝「やや多いと思う」、２＝「少ないと思う」、１＝「かなり少ないと思う」）での回答の結果

は図8のとおりである。

病後児保育を利用している保護者にとって、「病児や病後児に配慮した保育をしてもらって

いる」が最も多く、次に「安心して子どもを預けられると思っている」である。

53

図7　病後児保育を利用する理由

図8　保護者にとっての病後児保育
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⑶　子どもへの配慮と援助

子どもへの配慮と援助についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「やや

そう思う」、２＝「あまりそう思わない」、１＝「全くそう思わない」）での回答の結果は図9の

とおりである。

子どもへの援助や配慮としては、「衛生面について細心の注意を払っている」が最もできて

いるとしており、次に「病気が急変したときの対応を行っている」である。「保育室、ベッド、

遊具などの設備は足りている」が最も低い結果であった。

⑷　保護者への支援

保護者への支援についての質問項目を４件法（４＝「かなりできている」、３＝「まあでき

ている」、２＝「あまりできていない」、１＝「全くできていない」）での回答の結果は図10の

とおりである。

保護者への支援については、「病気が急変したときの対応について説明を行っている」が最

もよくできていて、「家族や家庭生活に関する情報を把握している」が最も低い。

５．病児・病後児保育の効果
病児・病後児保育の実施効果についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝

「ややそう思う」、２＝「あまりそう思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図11

のとおりである。

病児・病後児保育事業の実施による効果として、「保護者の子育てと仕事の両立のための支

援となっている」が最も高く、次に「保護者や会社のための就労支援となっている」である。

「子育てや病気の相談場所になっている」は低い結果であった。

図9　子どもへの配慮と援助
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６．病児・病後児保育に関する課題
病児・病後児保育に関する課題についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３

＝「ややそう思う」、２＝「あまりそう思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は

図12のとおりである。

病後児保育の課題としては、「補助金を増やしてほしい」が最も高く、次に「関係機関との

ネットワークづくりが必要である」となっている。「スタッフの研修体制が不十分である」や

「保護者によっては料金が高すぎて利用しにくい」は低い結果であった。

　　

図10　保護者への支援

図11　病児・病後児保育の効果
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図12　病児・病後児保育に関する課題



３　病児保育事業実施施設〔体調不良児対応型〕

橋　詰　啓　子

１．調査の回収結果
⑴　調査時期と調査対象

全国の病児保育事業実施施設（体調不良児対応型）である保育所を対象として平成27年11月

６日（金）に調査票を郵送で配布し、平成27年11月20日（金）を締切日（消印有効）として回

収した。なお、調査時点は平成27年11月６日（金）現在とした。

⑵　配布数と回収数と回収率

配布数は563件、回収数は358件で回収率は63.6％であった。

⑶　回答者

調査票は、施設長または体調不良児保育の担当者に記入を依頼した結果、回答者は施設長

198人（55.3％）、体調不良児保育担当者は114人（31.8％）、その他は45人（12.6％）であった

（表1）。

２．施設等の基本情報
⑴　所在地

全国358件の施設のうち、所在地別で最も多いのは関東地区116件、次に北信越地区81件、近

畿地区68件となっている（表2）。９割以上が民営の施設であった（表2、図3）。

全国358件の施設のうち、地域別で最も多いのは小都市Ａが123件、次に中都市が108件であ
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配布数 回収数 回収率

563 358 63.6％

表1　回答者
回収数 ％

施設長 198 55.3

体調不良児担当者 114 31.8

その他 45 12.6

無回答 1 0.3

計 358 100.0

図1　回答者



った（表3）。

⑵　補助事業開始年

補助事業開始年として「認可保育所」としての認可年は、平成12年以降が159件で最も多く、

特に民営の約半数が平成12年以降の認可で、公営では昭和45〜54年が最も多い（表4）。「体調

不良児保育」としては、平成19〜21年の158件が最も多く、次が平成22〜24年に84件という結

果であり、平成19年から27年の９年間で約８割が補助事業として開始している（表5、図2）。
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表2　地域区分と経営主体

合計
施設数

公営 民営

北海道・東北地区 60 6 54

関東地区 116 8 108

東海地区 8 0 8

北信越地区 81 4 77

近畿地区 68 5 63

中国・四国地区 18 0 18

九州地区 7 0 7

全国 358 23 335

表3　所在地区分と経営主体

合計
施設数

公営 民営

都区部・指定都市 6 0 6

中核市 55 1 54

中都市 108 9 99

小都市Ａ 123 8 115

小都市Ｂ 25 0 25

町・村 41 5 36

全国 358 23 335

表4　保育所認可年　※数字は施設数
全国 公営 民営

昭和24年以前 9 0 9

昭和25〜34年 24 1 23

昭和35〜44年 28 3 25

昭和45〜54年 98 14 84

昭和55〜64年 29 0 29

平成１〜11年 7 1 6

平成12年以降 159 4 155

無回答 4 0 4

表5　体調不良児　補助事業開始年
　　　　　　　　※数字は施設数

全国 公営 民営

平成14年以前 7 0 7

平成15〜18年 16 0 16

平成19〜21年 158 16 142

平成22〜24年 84 1 83

平成25〜27年 64 1 63

図2　補助事業開始年 図3　経営主体



⑶　経営主体

施設の経営主体は、市町村などの公営が23件（6.4％）で、社会福祉法人などの民営が335件

（93.6％）となっている（表6、図3）。

⑷　入所児童の定員

保育所としての入所児童の定員は、81〜120人が135件で最も多く、次に121〜160人が92件で

ある（表7）。

⑸　体調不良児保育の環境
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表6　経営主体
施設数 ％

市町村などの公営 23 6.4

社会福祉法人などの民営 335 93.6

計 358 100.0

表7　入所児童の定員〈平成27年度4月時点〉
全国 公営 民営

40人以下 8 0 8

41〜80人 50 4 46

81〜120人 135 8 127

121〜160人 92 5 87

161〜200人 35 2 33

201〜240人 22 2 20

241人以上 15 2 13

無回答 1 0 1

表8　体調不良児の保育環境（複数回答）
施設数 ％

体調不良児専用の部屋 220 61.5

職員室での専用コーナー 115 32.1

保育室 25 7

保育室以外の空室で休ませる 20 5.6

その他 31 8.7

無回答 1 0.3

図4　体調不良児保育室の環境



体調不良児を保育する環境は、複数回答で体調不良児専用の部屋が220件（61.5％）で最も

多く、次に多いのは職員室での専用コーナー115件（32.1％）となっている（表8、図4）。

⑹　体調不良児の子どもの症状

体調不良児の子どもの症状として一番目に多いのは発熱で、97.5％の施設が選んでおり、２

番目は嘔吐52.5％、３番目は下痢36.0％となっている（表9）。

⑺　直近１週間の体調不良児の人数

直近１週間（10月26日〜31日）の体調不良児の人数は、１〜３人が120件で最も多く、次に

４〜６人89件であった（表10）。

⑻　保育時間について

体調不良児を原則として通常のお迎えにくる保育時間まで預かっているかという問いでは、
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表9　体調不良児の子どもの症状
症状 件数 ％

1番 発熱 349 97.5

2番 嘔吐 188 52.5

3番 下痢 129 36.0

表10　直近1週間の体調不良児数
全国 公営 民営

0人 34 4 30

1〜3人 120 4 116

4〜6人 89 7 82

7〜9人 44 2 42

10〜12人 30 0 30

13〜15人 13 1 12

16〜18人 6 1 5

19人以上 16 3 13

無回答 6 1 5

計 358 23 335

表11　通常保育時間までの預かり
全国 公営 民営

はい 81 4 77

いいえ 275 18 257

無回答 1 0 1



「はい」が81件（23％）、「いいえ」が275件（77％）であった（表11）。

⑼　緊急時の医師の協力

緊急時の医師の協力は、「ある」と答えた施設は230件（64％）、「ない」と答えた施設は117

件（33％）であった（表12）。

⑽　病気に関する研修の参加

体調不良児保育の担当者は乳幼児の病気に関する研修に参加しているかという問いでは、「参

加している」は321件（90％）、「参加していない」は34件（9％）であった（表13）。

３．体調不良児保育について
体調不良児保育について８項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそう思う」、

２＝「あまりそう思わない」、１＝「全くそう思わない」）での回答の結果を平均値で示すと表

14のとおりである。最も高い値が「衛生面について細心の注意を払っている」の項目で、最も

低い値だったのが「補助金は足りている」であった（図5）。
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表12　緊急時の医師の協力の有無
全国 公営 民営

ある 230 11 219

ない 117 12 105

無回答 11 0 11

表13　研修の参加の有無
全国 公営 民営

参加している 321 22 299

参加していない 34 1 33

無回答 3 0 3

表14　体調不良児保育について、どの程度感じているか
項目（4件法） 平均値

1　体調不良児のための環境は整っている 3.23

2　病気の症状に合わせたケアを行っている 3.50

3　衛生面について細心の注意を払っている 3.63

4　他の子どもに感染しないための対策を行っている 3.59

5　看護師の人数は足りている 3.42

6　保育士の人数は足りている 3.22

7　補助金は足りている 2.71

8　病状が急変したときの対応を行っている 3.56
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図5　体調不良児保育について



４　夜間保育事業実施施設

橋　詰　啓　子

１．調査の回収結果
⑴　調査時期と調査対象

全国の夜間保育事業実施施設を対象として平成27年11月６日（金）に調査票を郵送で配布

し、平成27年11月20日（金）を締切日（消印有効）として回収した。

なお、調査時点は平成27年11月６日（金）現在とした。

⑵　配布数と回収数と回収率

配布数は87件、回収数は48件で回収率は55.2％であった。夜間保育事業を実施している施設

は少ないが、半数以上の施設から回答の協力を得ることができた。

⑶　回答者

調査票は、施設長または夜間保育の担当者に記入を依頼した結果、回答者は施設長41人

（85.4％）、夜間保育担当者は４人（8.3％）、その他は３人（6.3％）であった（表1）。

２．施設等の基本情報
⑴　所在地

所在地別で最も多いのは都区部・指定都市18件（37.5％）で、次に多いのは中都市14件

（29.2％）であった（表2）。
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配布数 回収数 回収率

87 48 55.2％

表1　回答者
人数 ％

施設長 41 85.4

夜間保育担当者 4 8.3

その他 3 6.3

計 48 100.0



⑵　実施している事業と認可年

保育所の認可年は、昭和55年以降の施設が多い（表3-1）。夜間保育事業としての開始年は平

成11年以降が25件で最も多い（表3-2）。

⑶　経営主体

経営主体はほとんど社会福祉法人で、その他の１件は大阪市の公営であった（表4）。
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表2　所在地区分別
度数 ％

都区部・指定都市 18 37.5

中核市 10 20.8

中都市 14 29.2

小都市Ａ 5 10.4

小都市Ｂ 1 2.1

町・村 0 0.0

無回答 0 0.0

計 48 100.0

表3-1　保育所認可年
施設数

昭和24年以前 0

昭和25〜34年 1

昭和35〜44年 3

昭和45〜54年 2

昭和55〜64年 12

平成１〜11年 6

平成12〜21年 18

平成22年以降 4

無回答 2

計 48

表3-2　夜間保育事業の認可年
施設数

昭和56年以前 0

昭和57〜60年 6

昭和61〜64年 4

平成１〜５年 7

平成６〜10年 1

平成11〜15年 10

平成16〜20年 8

平成21〜26年 7

無回答 1

計 44

表4　経営主体
施設数 ％

社会福祉法人 47 97.9

株式会社 0 0

有限会社 0 0

その他 1 2.1

無回答 0 0

計 48 100



⑷　開所日と開所時間

週の開所日は６日間が41件（85.4％）で、ほとんどの施設が日曜日以外は開所している（表

5-1）。

夜間の開所時間は15時以前、延長時間を含めた終了時間は22時までとなっている施設が多い。

夜間保育の規定としては、22時までとなっているが、23時以降も受け入れている施設は18.8％

ある（表5-2、5-3）。

⑸　１週間の利用数

2015年10月25日（日）〜31日（土）の期間で、時間ごとに夜間保育を利用した人数を平均で

見ると、20時までは、平日が19〜20人、土曜が12人、日曜が1.5人であった。22時までは8〜9人、

土曜が6.5人、22時以降は平日および土曜日が4〜6人となっている（表6）。
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表5-1　週の開所日
施設数 ％

1日 0 0

2日 0 0

3日 0 0

4日 0 0

5日 2 4.2

6日 41 85.4

7日 4 8.3

無回答 1 2.1

表5-2　夜間保育の開所時間
施設数 ％

15時以前 45 93.8

16時 0 0.0

17時 0 0.0

18時 0 0.0

19時 1 2.1

20時 0 0.0

21時以降 1 2.1

無回答 1 2.1

表5-3　延長＋夜間の終了時間
施設数 ％

17時以前 0 0

18時 0 0

19時 0 0

20時 0 0

21時 3 6.3

22時 35 72.9

23時以降 9 18.8

無回答 1 2.1

表6　1週間の利用数（1日の平均）
25日（日） 26日（月） 27日（火） 28日（水） 29日（木） 30日（金） 31日（土）

20時までの人数 1.5 19.6 19.1 20.3 19.1 19.9 12.3

22時までの人数 0.1 8.3 8.5 8.8 8.0 9.1 6.5

22時以降の人数 0.0 4.8 5.1 5.4 5.2 5.7 5.8



⑹　1週間の夜間担当の保育士配置人数

2015年10月25日（日）〜31日（土）の期間の保育士の配置人数の平均は、平日が4〜5人、土

曜が3.3人、日曜が1人となっている（表7）。

⑺　夜間保育の予約受付

⑻　夜間保育の実施場所

夜間保育の実施場所は、保育室の1室が21件（43.8％）で多い（表9）。

３．施設の受け入れ実態について
⑴　昨年度の定員数

昨年度（2014年度）の定員数については、就学前年齢では平均値も中央値でも4〜7人である

（表10）。
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表7　夜間の保育士の配置人数（平均）
25日（日） 26日（月） 27日（火） 28日（水） 29日（木） 30日（金） 31日（土）

保育士の人数 0.9 4.4 4.7 4.6 4.4 4.4 3.3

表8-1　夜間保育の予約受付
施設数 ％

1  前日まで 3 6.3

2  当日の◯時まで 4 8.3

3  いつでも可 21 43.8

4  その他 12 25.0

無回答 8 16.7

計 48 100.0

表9　夜間保育の実施場所
人数 ％

保育室の1室 21 43.8

保育所内の夜間保育専用の部屋 14 29.2

その他 10 20.8

無回答 3 6.3

計 48 100.0

表8-2　予約受付　2  当日の◯時まで
施設数 ％

16時まで 1 2.1

17時まで 3 6.3

22時まで 1 2.1

無回答 43 89.6

計 48 100.0

表10　年齢ごとの定員数
年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 就学児童

平均値 4.5 5.5 6.3 7.2 7.0 6.6 2.8

中央値 4.0 5.0 5.0 7.0 6.0 6.0 0.0



⑵　昨年度の利用実績

昨年度（2014年度）の利用数を中央値でみると、毎月40人前後の利用である（表11）。

⑶　延長保育

22時以降の延長保育を実施しているのは27件（56.3％）で、22時以降の保育士人数は足りて

いるとしているのは22件（45.8％）である（表12-1、12-2）

⑷　保育士の処遇

保育士の処遇について、33件（68.8％）が改善する必要があるとしている（表13）。

⑸　研修の参加

夜間保育に関する研修について、「参加している」が25件、参加していないは22件でほぼ同

数であった（表14）。
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表11　月別利用実績
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中央値 37.0 38.5 40.0 40.0 40.0 42.0 42.0 42.0 39.5 41.0 40.0 40.5

表12-1　午後10時以降の延長
施設数 ％

延長している 27 56.3

延長していない 18 37.5

その他 3 6.3

計 48 100.0

表13　保育士の処遇
施設数 ％

今のままでよい 13 27.1

改善する必要がある 33 68.8

無回答 2 4.2

計 48 100.0

表14　夜間保育に関する研修の参加
施設数 ％

参加している 25 52.1

参加していない 22 45.8

無回答 1 2.1

計 48 100.0

表12-2　22時以降の保育士人数
施設数 ％

足りている 22 45.8

足りていない 4 8.3

無回答 22 45.8

計 48 100.0



４．利用世帯（保護者）の実態と配慮について
⑴　夜間保育を利用する理由

保護者が夜間保育を利用する理由についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、

３＝「ややそう思う」、２＝「あまり思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図1

のとおりである。

保護者が夜間保育を利用する理由で最も多いのは、「仕事の就業時間が遅い」で、次に「夜

間勤務の仕事である」となっている。

⑵　保護者にとっての夜間保育

保護者にとっての夜間保育についての質問項目を４件法（４＝「かなり思っている」、３＝

「やや思っている」、２＝「あまり思っていない」、１＝「思っていない」）での回答の結果は図

2のとおりである。夜間保育を利用している保護者にとって、「子どもにとって安全な場所、時

間となっている」が最も多く、次に「夜間に配慮した保育をしてもらっている」である。
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図1　保護者の利用する理由



５．関係団体との連携
⑴　緊急時の医師の協力

緊急時の医師の協力は「ある」26件、「ない」22件でほぼ同数である（表15）。

⑵　運営について

夜間保育の運営についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそう思

う」、２＝「あまり思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図3のとおりである。

夜間の運営として高かった項目は、「夜間保育時間は適している」で、次に「利用料金は適

している」である。「補助金は足りている」が最も低い結果であった。
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図2　保護者にとっての夜間保育

表15　緊急時の医師の協力
施設数 ％

ある 26 54.2

ない 22 45.8

計 48 100.0



６．夜間保育への配慮について
夜間保育への配慮についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそう

思う」、２＝「あまり思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図4のとおりである。

夜間保育の配慮としては、「安心できる雰囲気づくりをしている」が最もできているとして

おり、次に「子どもの体調管理、衛生面に気をつけている」である。「家庭に近い環境を整える」

の項目は低い結果であった。

その他、夜間保育の配慮に関して独自の取り組みとしての自由記述では、「家庭的な雰囲気

での生活環境」「生活リズムの調整」「夕食やお風呂」など子どもの生活環境への配慮、保護者

のための子育て支援や関係づくり、保育士の勤務体制の工夫や警備などの工夫が述べられてい

た（表15）。
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64.2

61.7図3　夜間保育の運営について

図4　夜間保育への配慮について



７．夜間保育の効果について
夜間保育の実施効果についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそ

う思う」、２＝「あまり思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図5のとおりであ

る。

夜間保育事業の実施による効果として、「夜間でも子どもにとって安全な場所、時間となっ

ている」が最も高く、次に「夜間子どもを一人にしないことに貢献している」である。
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表15　その他、夜間保育の配慮として独自の取り組み（P.197　６．⑵ 自由記述）
落ち着いて、やすらかな眠りに入れるよう、音楽を流したり、朗読したりしています。夜間働く保護者と園長と担当保育士
の交流会を月１回している。育児の相談を受けている。

生活が夜型にならない様、午前の延長保育は無料にし、いつでも登園できる体制を作る。就学前教育は、同一法人の認定こ
ども園と保育を合同にすることにより、集団活動の経験ができる様にしている。など

昼間保育園との併設園になっている為、昼間園児の保護者が急な残業等になった場合には、保護者の希望により夕食の提供
をしている。食堂で全員揃って夕食をとっている。

夜間保育であっても、子どもの体のリズムは朝型となるように食事・睡眠等の時間は変えない。例：朝7時起床、夜9時就寝。

職員の勤務体制を一日10時間週４日勤務とし、一日の勤務時間を延ばす事で職員の交替によるつぎはぎ保育をできるだけし
ないようにしている。子どもの数に応じてクラスを合同していくことをさけ、少なくなっても自分のクラスにできるだけ長
くいることができるよう、職員を多く配置している。２回給食があるので、食材の選別はもとより、和食中心の玄米給食と
し農薬、添加物の排除に務めている。

一般保育園と併設している為、一般園の在園児でも延長保育時間（19:15以降）を超えて移送保育として受け入れている。当
日の申し込みでも可能とする。

駅までバスで10分位の場所に園がある為、台風等で交通機関のマヒがある時や、変質者の注意が必要な時は、夜なので園側
が保育士を安全と思われる所まで送っている。

長時間保育＝サービスだとは思わない。どんなに忙しくても子どもと親のスキンシップの時間をうばってはならないと思う。
お風呂に入れシャンプーまでしていた時期があったが、今は①お風呂②耳そうじ③爪切りは保護者にお願いしている。どう
しても出来ない時は保育園でやるけれど、当然の様にしてはいけない。親子の為に。

夜間の22:00〜閉所時間まで担当保育士の他、警備員が常駐している。

一人ひとりとおむかえが来る中残っている子どもたちにさびしい思いをさせないように、部屋の外で待っていてもらい気持
ちよくさよならできるようにしています。

お風呂の保障をしている。電話１本で緊急の場合の宿泊に対応している。

夏場の夜間保育では夕方の散歩（外遊び）を入れたり沐浴等配慮をしている。

飲酒でのお迎えは不可。仕事の都合上での延長利用は応じている。

64.2図5　夜間保育の効果



８．夜間保育に関する課題について
夜間保育に関する課題ついての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそ

う思う」、２＝「あまり思わない」、１＝「そう思わない」）での回答の結果は図6のとおりであ

る。

夜間保育の課題としては、「夜間保育に従事する保育士の処遇改善をしてほしい」が最も高

く、次に「夜間保育の人材確保が難しい」となっている。「学童期の子どもが利用できるよう

にする」や「夜間警備体制を充実させる必要がある」は低い結果であった。

その他の課題や夜間保育事業に関する意見としての自由記述では、「保育士の人材確保や処

遇」についての課題が最も多く、「行政の取り組みや補助金の問題」「保護者の就労と子どもの

育ちの支援」などについて、具体的な記述があった（表16）。
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図6　夜間保育の課題
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表16　その他の課題や夜間保育事業についての意見（P.198　9．自由記述の記録）
保育士の人材確保※特に夜間という時間帯の保育業務を敬遠する傾向にあり人材確保が非常に難しい。保育の質を高める為
にも様々な研修会に参加する必要があるが、代わりの保育士がいない為、研修会に参加できない場合がある。卒園後夜１人
で留守番という子どもも少なくない為、学童の利用が充実できると良い。

学童の夜間保育対応はもう10年以上前からしている。国の制度が追いついていない。保育士全般の賃金底上げと夜間保育士
手当の底上げを希望します。一般社会と比較しても保育士の賃金は安すぎます。「子どもが好き」という人の愛情で支えられ
ているという保育士の現状を国にわかって欲しいと強く思います。

夜間手当の充実や、夜間だけでなく昼間も含め、保育士の確保が難しい。それには、保育士の給与の問題もあったり、質の
向上など考えなければいけない事が沢山ある。

夜間働く職員へ処遇の改善をお願いしたい。夜間保育事業を決めたのならば最後まで国として保障の継続をお願いしたい。
子供への手当が保護者の手当とならず、正当に使われるようにしてほしい。園で必要な物への買いしぶりや、保育料、延長
保育利用料、給食費等の滞納対策。

フォローの必要な家庭は増えている。昼と夜の食事を取れることで救われる命がある。仕事を続けることもサポートがあれ
ば可能です。二番目三番目の子を産む方が出てきました。少子化対策にも有効だと思います。

両親の就労が夜間までいかなくても18時19時はめずらしいことではない。そういった家庭がかなり無理をして子育てや家事・
子どもの習い事を頑張っており、精神的にもつらい状況の方もいる。もっと気楽に夕食までを保育園で食べられて親子でゆ
とりをもって向き合えるような延長保育や夜間保育を行えるとよい。夜までの保育＝かわいそうでない。幸せであると子ど
もが感じられるような社会の理解も必要であり、夜間保育への支援があれば、より充実できると思う。

夜間保育の子どもは昼間保育の子どもと異なる特別の存在ではなく、昼間保育の子どもと同じ子どもである。保育を必要と
している点で、何の差もない。むしろ夜間であるがゆえに、より切実に保育を必要としている。低年齢であるがゆえに、よ
り切実に保育を必要としている未満児と同じである。子どもの貧困が社会問題化している現実を冷静に見つめれば、夜間保
育は子どもにとって望ましくないのではなく、手厚い夜間保育ほど子どもにとって望ましいのである。「すべての子どもにひ
としく生きる権利、育つ権利を保障する」ことこそ私たち大人の義務である。

多種多様な働き方が出来てきている為、どんな仕事についても安心して子育てと就労の両立が出来る事が必須。ローテーシ
ョン勤務がある。夜勤があるなど、特に福祉施設で働く人にとっては、勤務時間も長いし、ローテーション制のシフト勤務
があることで、その人たちの子どもは夜間保育所のように幅広い保育時間をもっているところでないと支援はできない。また、
夜勤を担当する保育士への保障（手当）をもう少しきちんと出来ればと思う。やりがいを持ってやっているので、生活保障
の確立が必要。

緊急時の医師との連携。防犯には特に気をつけているが、もともと昼間にくらべて人数（保育士等）が少ないので不安な面
はある。

当園は、朝８時開園、前・後の延長を含め16時間保育体制をとっています。職員の数は、常にギリギリの状態の中頑張って
います。親子共に生活のリズムが乱れた家庭が多く、就学前の特に１年間はリズムの見直しや立て直し、保護者さんの昼の
仕事へのシフトチェンジ等々、園の支援は重く多岐に渡ります。保育に対しての専門性は高いものが求められます。保育指
針での扱いは浅いので養成校のカリキュラムが、実情に合った養成をしていただけると有難いです。夜間に補助金をつけて
いただきたいです。

公的な夜間保育所の存在があまり知られておらず、無認可のベビーホテルを利用するケースも多いと思います。夜間保育所
がある事をもっと知らせたいです。

保育士の人材確保と夜間の警備と防犯対策が今後の課題です。

保育室の一室を使用しているので、夜間専用の部屋がほしい。就寝に入る前の保育（教育）を充実させたい。そのための保
育士処遇改善と研修をさせたい。夜間の担当の保育助手として位置づけがほしい。なぜなら夜間保育は子どもの心のケアも
必要であり、そのため基準の保育士人数だけでは不足でありわが園では助手も従事させている。今後も保護者の職業が多様
化すると考えられるので、夜間保育の必要性がますます高まるでしょう。青森県ではわが園だけです。夜間保育の質の向上
を望む。



５　ベビーホテル施設調査

橋　詰　啓　子

１．調査の回収結果
⑴　調査時期と調査対象

全国のベビーホテル施設を対象として平成27年11月６日（金）に調査票を郵送で配布し、

平成27年11月20日（金）を締切日（消印有効）として回収した。

なお、調査時点は平成27年11月６日（金）現在とした。

⑵　配布数と回収数と回収率

配布数は828、回収数は142で回収率は17.1％であった。

⑶　回答者

調査票は、施設長または保育の担当者に記入を依頼した結果、回答者は施設長が117人（82.4

％）、保育担当者は10人（7.0％）、会社関係者は12人（8.5％）であった（表1）。

２．施設等の基本情報
⑴　経営主体

経営主体は、株式会社53件（37.3％）、個人経営は52件（36.6％）が多いが、NPO法人など

様々な経営主体となっている（表2、図1）。
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配布数 回収数 回収率

828 142 17.1％

表1　回答者
回収数 ％

施設長 117 82.4

保育担当者 10 7.0

会社関係者 12 8.5

その他 3 2.1

計 142 100.0



⑵　所在地

所在地区分では、都市部・指定都市が最も多く56件（39.4％）で、中核市、中都市、小都市

Ａがおのおの２割足らずとなっている（表3）。

⑶　施設の開設年

施設の開設年は、昭和45年以降から始まり、平成11年以降から急激に増えていることがわか

る（表4、図2）。
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図1　経営主体

図2　施設の開設年

表2　経営主体
人数 ％

個人 52 36.6

株式会社 53 37.3

社会福祉法人 2 1.4

NPO法人 15 10.6

その他法人 18 12.7

任団体 2 1.4

計 142 100.0

表4　施設の開設年
人数 ％

昭和35〜44年 0 0.0

昭和45〜54年 7 5.8

昭和55〜64年 6 5.0

平成１〜10年 9 7.5

平成11〜20年 56 46.7

平成21〜26年 38 31.7

無回答 4 3.3

計 120 100.0

表3　所在地区分別
施設数 ％

都区部・指定都市 56 39.4

中核市 21 14.9

中都市 27 19.0

小都市Ａ 28 19.7

小都市Ｂ 5 3.5

町・村 5 3.5

無回答 0 0.0

計 142 100.0



⑷　開所日と開所時間

週の開所日は７日間が78件（54.9％）で最も多く、年中無休は42（29.6％）で３分の１の施

設が行っている（表5-1、5-2）開所時間は、過半数の78件が午前７時以前となっており、終了

時間は22時以前が76件と多い（表5-3、5-4）。

⑸　夜間保育の利用人数
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表5-1　週の開所日
施設数 ％

1日 0 0

2日 0 0

3日 2 1.4

4日 0 0

5日 13 9.2

6日 44 31

7日 78 54.9

無回答 5 3.5

表5-2　年中無休
施設数 ％

はい 42 29.6

いいえ 95 66.9

無回答 1 2.8

表5-3　開所時間（開始時刻）
施設数

7時以前 78

8時台 25

9時台 16

10時台 6

11時台 1

12時台 0

13時台 0

14時台 1

15時台 0

16時以降 7

無回答 6

表5-4　閉所時間（終了時刻）
施設数

22時以前 76

23時台 3

0時台 24

1時台 0

2時台 6

3時台 9

4時台 1

5時台 1

6時台 5

7時以降 6

無回答 9

表6-1　定員数
最小値 最大値 平均値 中央値

0歳児 1.0 31 5.2 3.0

1歳児 1.0 31 6.4 3.0

2歳児 1.0 399 15.4 3.0

3歳児 1.0 26 6.1 4.0

4歳児 1.0 31 5.1 3.0

5歳児 1.0 25 5.7 3.0

就学児童 1.0 499 34.7 3.0

表6-2　宿泊人数の平均
平均値 最大値

0歳児 3.0 8

1歳児 4.2 25

2歳児 3.6 14

3歳児 2.8 13

4歳児 4.0 13

5歳児 3.2 8

就学児童 3.8 19



１週間の年齢ごとの夜間保育利用人数は、どの年齢もほぼ10人以下で、平均値でみると５〜

６人、中央値でみると３〜４人である（表6-1）。年齢ごとの宿泊人数は、どの年齢も３〜４人

となっている（表6-2）。夜間の預かりの予約受付としては、「当日」と「いつでも可」を合わ

せて48件（33.8％）である（表7）。

⑹　病児保育の対応について

病児保育の対応をしている施設は18件（12.7％）で少ないが、病後児保育の対応をしている

施設は48件（33.8％）で多い（表8-1、表8-2）。

⑺　実施場所

実施場所は、商業ビル内が33件（23.2％）で最も多く、次にマンション内29件（20.4％）で

あった（表9、図3）。その他の記述には、パチンコ店やスーパーなどに併設、施設長の自宅や

所有ビル内、借家、元保育施設（幼稚園）などであった。「泊りは職員宅」という記述もあった。
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表7　予約の受付
施設数 ％

1週間前まで 5 3.5

前日まで 35 24.6

当日 11 7.7

いつでも可 37 26.1

その他 26 18.3

無回答 22 15.5

表8-1　病児保育
施設数 ％

はい 18 12.7

いいえ 123 86.6

無回答 1 0.7

計 142 100.0

表8-2　病後児保育
施設数 ％

はい 48 33.8

いいえ 91 64.1

無回答 3 2.1

計 142 100.0

表9　実施場所
施設数 ％

商業ビル内 33 23.2

ベビーホテル専用の建物 14 9.9

ホテルなどの宿泊施設内 5 3.5

マンション内 29 20.4

その他 51 35.9

無回答 10 7.1

計 142 100.0

図3　実施場所



⑻　定員数

定員数の平均は19.3人で、5人以下から31人以上まで全体にばらつきがあった（表10）。

⑼　年齢ごとの登録児童数

登録児童数は、各年齢の平均でみると5〜7人で、合計人数の平均は39.7人である（表11-1）。

人数区分で施設数をみると、0歳〜2歳までが11〜20人とやや登録数が多い傾向となっている

（表11-2）。

78

表10　定員数
施設数 ％

5人以下 4 2.8

6〜10人 22 15.5

11〜15人 17 12

16〜20人 21 14.8

21〜25人 13 9.2

26〜30人 22 15.5

31人以上 35 24.6

無回答 7 4.9

表11-1　登録児童数
平均値 最大値

0歳児 6.9 46

1歳児 9.6 64

2歳児 7.4 27

3歳児 6.1 33

4歳児 5.6 28

5歳児 5.0 26

就学児童 6.9 52

合計 39.7 248

表11-2　年齢別登録児童数　※数字は施設数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 就学児童 合計

10人以下 69 61 68 66 64 60 55 11

11〜15人 6 16 11 7 6 1 1 11

16〜20人 7 10 12 6 1 2 1 10

21〜25人 3 2 0 1 0 1 1 7

26〜30人 1 1 2 1 2 1 1 12

31〜35人 1 3 0 1 0 0 1 10

36〜40人 0 0 0 0 0 0 0 4

41人以上 3 2 1 1 2 2 3 30

無回答 50 42 43 55 64 71 76 47



⑽　利用料金

利用料金は、年会費はない施設もあるが、10,000円以上が57件で多い。1時間の利用料は、

2,000円未満、1か月料金では10,000円以上が多い。当日のキャンセル料を徴収している施設

は少ない（表12-1）。オプションとしては、食事、おむつ、おやつが設定されている施設が多

い（表12-2）。

⑾　職員の雇用形態と人数

職員の雇用形態と人数については、保育士の有資格で正規採用は１〜３人いる施設が多く、

有資格でも非正規が１〜３人いる施設が多い。資格のない保育補助者は１〜３人、正規と非正

規で配置している施設が多い（表13）。

⑿　利用できる年齢

サービスを利用できる年齢としては、乳幼児の場合最小で６〜８ヶ月、最大で4歳までとし

ている施設が多い（表14-1）。就学児の場合最小が６歳で最大が10歳以上としている施設が多

い（表14-2）。
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表12-1　利用料金　※数字は施設数

年会費
利用料

（1時間）
利用料

（1ヵ月）
当日キャ
ンセル料

0円 34 0 1 75

1〜1,999円 8 107 0 4

2,000〜3,999円 12 5 9 5

4,000〜5,999円 12 0 9 0

6,000〜7,999円 1 0 24 0

8,000〜9,999円 0 0 16 0

10,000円以上 57 0 29 0

無回答 18 29 53 52

表12-2　オプション
施設数

食事 76

おむつ 46

おやつ 45

布団 7

教材 15

その他 20

無回答 51

表13　職員の雇用形態と人数　※数字は施設数
雇用形態 0人 1〜3人 4〜6人 7〜9人 10人以上 無回答

資格のある
保育士

正規採用 7 79 31 3 4 17

非正規採用 9 53 31 4 3 42

資格のない
保育補助者

正規採用 26 51 10 1 3 51

非正規採用 8 59 26 5 5 39

その他
（事務職員など）

正規採用 28 38 2 0 0 74

非正規採用 27 31 3 1 0 80



⒀　医師との連携、運営資金

緊急時に対応してくれる医師は「いる」が104件（73.2％）で多かった（表15）。現在の運営

資金については「足りていない」が86件（60.6％）であった（表16）。

⒁　夜間保育の方向性について

「夜間保育所とは、開所時間が原則として概ね11時間で、おおよそ午後10時までの保育を行

う認可保育所のことをいう」ことを示して、夜間保育についての問いを尋ねた。

今後の夜間保育に関する方向性について、このまま「ベビーホテルとして運営を続ける」と

いう施設が82件（57.7％）で最も多かった。「認可を受ける見込み」の施設はわずか２件のみ

であった（表17-1）
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表14-1　利用できる年齢（乳幼児）
最小年齢 施設数 最大年齢 施設数

6〜8ヶ月 22 1歳児未満 0

9〜11ヶ月 2 1歳児 11

1歳児 6 2歳児 7

2歳児 1 3歳児 2

3歳児以上 1 4歳児 108

無回答 3 5歳児以上 14

表14-2　利用できる年齢（就学児）
最小年齢 施設数 最大年齢 施設数

6歳児未満 8 6歳児未満 1

6歳児 48 6歳児 3

7歳児 22 7歳児 3

8歳児 0 8歳児 8

9歳児 0 9歳児 13

10歳児以上 0 10歳児以上 48

無回答 64 5歳児以上 65

表15　緊急時の医師
施設数 ％

いる 104 73.2

ない 37 26.1

無回答 1 0.7

計 142 100.0

表16　運営資金
施設数 ％

足りている 51 35.9

足りていない 86 60.6

無回答 5 3.5

計 142 100.0

表17-1　今後の夜間保育に関する方向性について（複数回答）
施設数 ％

ベビーホテルとして運営を続ける 82 57.7

近々、夜間保育所に移行する予定認可を受ける見込み 2 1.4

夜間保育所への移行を希望認可基準を満たしているが認可を受けられない 6 4.2

将来的には夜間保育所への移行を希望するが、現在のところ移行の予定はな
い

24 16.9

無回答 28 19.7



⒂　移行しない理由

「将来的には夜間保育所への移行を希望しているが、現在のところ以降の予定はない」とし

ている24施設（表17-1）で、夜間保育所へ移行しない理由としては、「夜間保育所の基準に満

たない」が９件であった（表17-2）。その他の理由には、「夜間の人員配置が難しい」「現建物

の基準の問題」「市の受け入れ体制が不十分」などの記述があった。

⒃　基準充足状態

夜間保育所の基準充足状況については、「人員配置・設置基準をいずれも満たしている」が

37件（26.1％）で、「人員配置・設置基準をいずれも満たしていない」が28件（19.7％）であ

った（表17-3）。

⒄　基準に満たない理由
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表17-2　夜間保育に移行しない理由（複数回答）
施設数 ％

夜間保育所の基準に満たない 9 37.5

夜間保育所の経理が煩雑 0 0.0

夜間保育所へ移行する手続きが煩雑 1 4.2

その他 10 41.7

無回答 1 4.2

表17-3　夜間保育所の基準充足について（複数回答）
施設数 ％

人員配置・設備基準をいずれも満たしている 37 26.1

人員配置基準を満たしているが設備基準を満たしていない 12 8.5

人員配置基準を満たしていないが設備基準を満たしている 15 10.6

人員配置・設備基準をいずれも満たしていない 28 19.7

無回答 50 35.2

表17-4　基準に満たない理由（人員配置について）（複数回答）
施設数 ％

保育従事者に保育士資格を有しない者がおり且つ配置数も基準に満たない 13 30.2

保育従事者はすべて保育士資格を有しているが配置数が基準に満たない 4 9.3

保育従事者の配置数は基準を満たしているが保育士資格を有しない保育従事
者がいる

10 23.3

夜間の時間帯（概ね20時以降）において配置数が基準に満たない 12 27.9

調理員をおいていない 25 58.1

嘱託医がいない 16 37.2

無回答 4 9.3



夜間保育の基準に満たない理由について、「人員配置」と「施設設備」と「その他」に関し

て尋ねた結果、人員配置については「調理員をおいていない」が25件（58.1％）で最も多く、

次に「嘱託医がいない」という理由だった。施設設備については、「調理室、調理設備を有し

ない」が17件（42.5％）で、食事のための調理員や調理施設の不備が大きな理由となっている

ことがわかる（表17-4、17-5、17-6）。

３．利用世帯（保護者）の実態
⑴　利用市町村と利用地域

利用者のベビーホテル利用市町村については、「自宅と同一市町村」117件（82.4％）で最も

多く、次に「自宅と隣接市町村」や「職場と同一市町村」についても多い（表18）。利用地域

については、「自宅と5㎞以内」87件（61.3％）が最も多かった（表19）。

82

表17-5　基準に満たない理由（施設設備について）（複数回答）
施設数 ％

乳児室・ほふく室・保育室の面積基準を満たさない 7 17.5

屋外遊技場の基準を満たさず付近に屋外遊技場に代わる公園等もない 10 25.0

付近に屋外遊技場に代わる公園はあるが自治体の方針により屋外遊技場がな
いと認可が得られない

2 5.0

乳児室・ほふく室・保育室が２階以上に設けられており耐火建築・避難経路
等に関する基準に満たない

10 25.0

調理室または調理設備を有しない 17 42.5

児童用便所を有しない 5 12.5

無回答 10 25.0

表17-6　基準に満たない理由（その他）（複数回答）
施設数 ％

最低定員を満たせない 6 10.9

保育時間・開所時間に関する基準を満たせない 8 14.5

その他 4 7.3

無回答 41 74.5

表18　利用市町村について（複数回答）
施設数 ％

自宅と同一市町村 117 82.4

自宅と隣接市町村 93 65.5

自宅と近隣（隣接を除く）の市町村 61 43

職場と同一市町村 78 54.9

職場と隣接市町村 51 35.9

職場と近隣（隣接を除く）の市町村 31 21.8

その他 5 3.5

無回答 11 7.7

表19　利用地域について（複数回答）
施設数 ％

自宅と5㎞以内 87 61.3

自宅と10㎞以内 78 54.9

自宅と30㎞以内 56 39.4

職場と5㎞以内 70 49.3

職場と10㎞以内 43 30.3

職場と30㎞以内 26 18.3

その他 3 2.1

無回答 24 16.9



⑵　ベビーホテルを利用する理由

保護者がベビーホテルを利用する理由についての質問項目を４件法（４＝「かなり多いと思

う」、３＝「やや多いと思う」、２＝「少ないと思う」、１＝「いないと思う」）で尋ねた結果は、

図4のとおりである。保護者がベビーホテルを利用する理由で、「かなりそう思う」と「ややそ

う思う」を合わせてみると、「一時預かりとして利用するのに便利である」が77.5％と高く、

次に「アクセスが便利である」65.5％となっている。保育所の入所要件や保育サービスが不十

分という理由は少なかった。

⑶　保護者の現状

保護者にとってのベビーホテルについての質問項目を４件法（４＝「かなり思っている」、

３＝「やや思っている」、２＝「あまり思っていない」、１＝「そう思っていない」）で尋ねた
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図4　ベビーホテルの利用理由

図5　保護者の現状



結果は、図5のとおりである。ベビーホテルを利用している保護者にとって、「かなり思ってい

る」と「やや思っている」を合わせてみると、「保育時間は希望に応じて変更できるのがよい」

が88.0％で最も多く、次に「急な事情で延長しても対応してもらえるのがよい」86.6％であっ

た。「保育料金が高い」「年齢に応じた保育の環境が整っている」については、低い結果であった。

４．人員配置
⑴　職員の体制と人件費について

職員の体制は「適当である」が120件（84.5％）である（表20）。職員の人件費は月給制でみ

ると10万〜30万円未満が多い（表21-1）。日給制での施設は少なく、時給制では500〜999円が

多い（表21-2、21-3）。

⑵　職員の処遇と職員の研修
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表20　職員の体制
施設数 ％

適当である 120 84.5

適当でない 7 4.9

無回答 15 10.6

表22　職員の体制
施設数 ％

今のままでよい 69 48.6

改善する必要がある 64 45.1

無回答 9 6.3

表23　職員の研修
施設数 ％

参加している 77 54.2

あまり参加していない 37 26.1

全く参加していない 16 11.3

無回答 12 8.5

表21-1　職員の人件費（月給制）
施設数 ％

100,000円未満 8 5.6

100,000〜199,999円 29 20.4

200,000〜299,999円 29 20.4

300,000〜399,999円 2 1.4

400,000円以上 1 0.7

無回答 73 51.4

表21-2　職員の人件費（日給制）
施設数 ％

4,000円未満 1 0.7

4,000〜5,999円 2 1.4

6,000〜7,999円 5 3.5

8,000〜9,999円 3 2.1

10,000円以上 4 2.8

無回答 127 89.4

表21-3　職員の人件費（時給制）
施設数 ％

500円未満 1 0.7

500〜999円 86 60.0

1,000〜1,499円 24 16.9

1,500〜1,999円 0 0

2,000円以上 0 0

無回答 30 21.1



職員の処遇については、「今のままでよい」と「改善する必要がある」が約半数ずつである

（表22）。改善する内容としては、「給与、労働時間等の待遇改善」「人員を増やす」「社会保険

等の充実」などの記述が多かった。保育を担当する職員の研修については、「参加している」

が77件（54.2％）で、「全く参加していない」は11.3％であった（表23）。研修の内容としては、

「自治体主催の研修」「認可外保育施設対象の研修」「全国保育サービス協会の研修」などであ

った。

５．ベビーホテルの現状と配慮について
⑴　保育サービス

保育についての項目は、「はい」の答えが多かったのは「年齢・発達にあった遊具がある」

122件（85.9％）で、次に「設備が整っている」106件（74.6％）であった。「乳児クラスと幼

児クラスに分けている」は65件45.8％で少なかった（表24、図6）。
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表24　保育について　※数字は施設数
はい いいえ 無回答

年齢別サービスをしている 92 37 13

乳児クラスと幼児クラスに分けている 65 66 11

行事がある 101 28 13

食事がある 104 27 11

年齢、発達にあった遊具がある 122 7 13

設備が整っている 106 20 16

64.2図6　保育について



⑵　子どもへの配慮

子どもへの配慮についての質問項目を４件法（４＝「かなりできている」、３＝「まあでき

ている」、２＝「あまりできていない」、１＝「全くできていない」）で尋ねた結果は、図7のと

おりである。子どもへの配慮については、「かなりできている」と「まあできている」を合わ

せると、どの項目も80〜90％であるので、子どもに関することは配慮していることを示してい

る。「長時間、夜間の対応をしている」については、「あまりできていない」「全くできていない」

がやや多かった。

⑶　利用者への支援

利用者（保護者）への配慮についての質問項目を４件法（４＝「している」、３＝「まあし

ている」、２＝「あまりしていない」、１＝「していない」）で尋ねた結果は、図8のとおりであ

る。利用者への配慮として「している」率が高かったのは、「病気が急変した時の対応につい

て相談している」71.1％と「利用者との連絡を密にしている」71.1％であった。「利用者が要

望するサービスができる」については低かった。
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64.2図7　子どもへの配慮

図8　利用者（保護者）への配慮



６．ベビーホテルにおけるサービス効果

サービスの効果についての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそう思

う」、２＝「あまり思わない」、１＝「そう思わない」）で尋ねた結果は、図9のとおりである。

ベビーホテルの保育事業の効果として「かなりそう思う」が高かったのは、「利用者の子育て

と仕事の両立支援となっている」66.9％であった。

７．サービスに関する課題

サービスに関する課題ついての質問項目を４件法（４＝「かなりそう思う」、３＝「ややそ

う思う」、２＝「あまり思わない」、１＝「そう思わない」）で尋ねた結果は、図10のとおりで

ある。サービスに関する課題の「かなりそう思う」の率が高かったのは、「運営、財政面が厳

しい」65.6％で、次に「人材確保が難しい」58.5％であった。「安全、管理面の充実が難しい」

については低かった。

87

64.2図9　サービスの効果

図10　サービスに関する課題



８．その他の課題やベビーホテル事業に関する意見

最後の自由記述では、経営の厳しさと補助金の必要性の意見が最も多く、「ベビーホテル」

という名称への問題、行政や国の政策に対する意見などが述べられていた（表25）。
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表25　その他の課題やベビーホテル事業に関する意見（P.204　8．自由記述の記録）
・財政が厳しいので何かしらの援助があればと思います。・今のままで行くと個人の所はなくなるのではと心配です。
・ベビーホテルと言うと、イメージが悪く残念です。

認可園程ではなくても、認可外の監査基準を満たす施設はある程度運営補助があっても良いと思う。認可園に入る迄の待機
児童を預かっているが、最近は家庭的保育の拡充の為、認可外の需要が減り、経営が困難になる園も多いと思いますが、今
迄の地域を支えていた功績を思うと、何か対処をして頂きたいと思います。まだ夜間・休日・一時利用の需要は高いです。

行政が「ベビーホテル」と分類しているだけで、自分たちは全くベビーホテの意識なし。（０歳〜小学３年生）を扱う認可外
保育所。7:30〜20:00でほとんどカバーしている。

ベビーホテルに所属していることで助成金がもらえない事がおかしい事で、園に対する差別ではなく子供に対しての差別と
しか受けとれない事がある。市は、何か起きた時の事での守りに入っているとしか思えない言動がある。それにお金や市を
頼らずとも、設備資金がある所に待遇が良い。又、NPOがからんでいる所と二重に補助されている所があるのもおかしいと
思っている。子供重視の行政ではない。

課題はどれだけやってもこれでよいということはないと思います。民間である為、やりたくてもやってやれない事も多く民
間を助けるような国の制度が必要ではないかと思います。

当園は規模が中途半端のため、公的な支援がなくても自己資金を取り崩しながら運営しており、財務的に非常に運営が厳しい
状況です。国は小規模ばかり補助を行い、中堅の認可外は苦しい状況です。また、場所によって待機児童はおらず、PM8:00
以降ほとんど園児はおりません。当園がベビーホテルの対象になるか疑問です。



調査結果の考察
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第４章　調査結果の考察
１　病児保育事業〔病児対応型〕

橋詰　啓子　　木野　稔

１．病児対応型
病児保育事業実施施設の調査票の回収は、病児対応型が全体の52.7％であった。その調査結

果から病児対応型として、どのような状況で実施しているのか、病児保育の利用状況、病児保

育としての課題について、第３章調査結果の概要に設置形態別クロス表と記述内容の一部を加

えて分析と考察を行う。

１）実施状況について

病児対応型とは、「児童が病気の『回復期に至らない場合』であり、かつ、当面の症状の急

変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等の付設された専用スペー

ス又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業」とされている。病児保育が国の補助

事業として開始されたのは平成12年からであるが、調査結果から病児対応型として年々実施す

る施設が増加し、特に平成24〜27年には93件で最も多く開始されていることがわかった。共働

き家庭が増えているなかで、子どもが病気の時でも働く必要のある保護者、もしくは仕事を休

めない状況である保護者が増加していることで、病児保育のニーズは高まっていることが示さ

れている。実施施設の経営主体は公営18.9％、民営19.2％、病院32.1％となっており、設置形

態でみると診療所併設が47.2％、病院併設が27.2％となっている。これは病児を受け入れる環

境として診療所や病院が適しており、病児保育事業を安全に、かつ安定的に運営できるという

メリットがあると考えられる。

ほとんどの病児保育施設では開所日が週５〜６日であり、開所時間は午前８時台〜午後６時

台となっており、１日に預かる定員数は10人以内としている。病児を預かる人的環境としてみ

ると、診療所と病院併設が多いので常勤の医師が１人、常勤の看護師１人を配置しているとこ

ろが多い。常勤の看護師または保育士１人とその日の児童数によって非常勤の保育士を配置し

ているという施設も多いことがわかる。１人の保育士に対して児童数は２〜３人としており、

１人の看護師に対する最も多い児童数は１〜３人だが、一方で４〜12人としている施設も多く、

看護師の受け持つ児童数には幅があることがわかる。人員配置の基準では、看護師等は利用児

童おおむね10人につき１名、保育士は利用児童おおむね３人につき１人となっている。この現

状の看護師と保育士の人員については、看護師が「適当である」83.4％、保育士が「適当であ

る」79.6％となっている。人員については８割の施設が現状のままでよいとしているが、看護
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師の人員について「適当でない」を選んだ理由には、規定としては適した状況であるが、感染

症の子どもが増えると現状では対応が難しい現状を表わしている（表1）。保育士の人員が「適

当でない」としている理由は、保育士１人に児童３人の規定は満たしているが、病児の年齢や

症状によっては１対１で保育している現状であること、人員体制が適当でないときは利用者を

断らざるを得ない場合もあると推測できる（表2）。

看護師と保育士の処遇については、33.2％が「改善する必要がある」と答えており、３割の

施設が病児保育担当者の処遇改善が必要だとしている。その理由は「保育士、看護師の賃金が

低すぎる」「処遇が悪くて人員確保が難しい」「非常勤ばかりでは病児保育に適さない」などの

記述が多くあった。乳幼児の病気に関する研修については、「参加している」が78.1％で、そ

の研修の内容は表3のとおりである。「参加していない」が20.8％で、子どもの病気に関する研

修を受けてない保育担当者がいる施設は２割である。
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表1　看護師の人員が「適当でない」理由（P.186　⑺ ②　自由記述から）

病院併設

外来とかけもちの為、大変

感染症（疑）等児童が３名以上利用した場合対応できない

各部屋１名ずつ配置すべきかと思う

規約上は、１人が10人まで対応とあるが、実際はそれ以上の看護師が関わっている

診療所併設

病児の年齢によっては１対１または１対２の必要がある

預かりが１人でもいれば看護師はいなければならない為

診療所業務とのかけ持ちが必要のため

増やしたいと考えている

単独施設

看護師が休んだ時のもう一方の看護師の負担が大きい

緊急時に看護師の手が不足する

代替がいない

小児看護を理解できる者を確保したい

表2　保育士の人員が「適当でない」理由（P.186　⑺ ④　自由記述から）

病院併設

病児の状態により１対１で関わらなければならない事も多い

０歳、重症の際にはとても１対３の対応はムリです

０、１歳児はほとんど１対１でみる必要あり

年齢、病名、隔離の有無など、違いが日によって変動するため

診療所併設

隔離児童がいる場合、保育士が足りないため

１疾患１名の保育士が現状である為

部屋が三部屋になると、看護師が児童を受け持つことになるので他の部署に目がいきとどきにくい

利用児の年齢によって、又は病状によって保育の人数は変動する

単独施設

定員７人が全員ご利用になった時は（年齢にもよるが）ゆとりがない

パートと不定期出勤者にたよっているためスタッフ数が足りない場合がある

早出・遅出があるため、時間によっては不足

表3　病児保育の研修
研修の種類 件数

全国病児保育協議会・医師会等の研修

病児保育全国大会・学会等

感染症・事故防止・アレルギー

自治体が主催する研修

院内・園内研修

45

35

32

20

6

（P.186　⑽ 自由記述から）



連携している機関については、病院、診療所、保育所が多く、病児保育を実施している機関

とは連携していることがわかるが、幼稚園や学校、児童相談所などの機関とはほとんど関係が

ない。回答の多くは診療所併設と病院併設であるが、保育所との情報を共有しているのは全体

で28.2％、そのうち保育所併設型が73.0％である（表4）。病気の時の子どもについては把握で

きているが、日常の健康時の子どもの状態については保護者からの情報のみとなっている施設

が多い。病児保育施設が保育所と連携することでどのようなメリットがあるのかを明らかにし

ていく必要がある。

運営資金については、「足りている」が33.2％、「足りていない」が66.8％であった。設置形

態別でみると、「足りている」が多いのは保育所併設型で44.8％、「足りていない」としている

のは単独型の85.7％、病院併設型73.7％が多かった（表5）。現在の運営資金では、厳しい状況

にある施設が多いという結果である。

病児保育を実施するにあたって、どのような場所で行っているかの調査では、施設内の付設

された専用スペースが39.0％、病児保育事業のための専用施設が61.0％となっている。診療所

併設型、病院併設型、単独施設は病児保育事業のための専用施設で行っている所が多いことが

わかる（表6）。専用スペースの間仕切りについては回答者数が少ないが、壁で仕切られている

施設がほとんどで、固定式もしくは移動式のパーテーションで仕切っている施設もわずかに

ある（表7）。病気の種類や症状に応じて保育する部屋を分けて使用しているかという問では、

69.5％の施設が部屋を分けているが、部屋を分けて使用していない保育所が６件（15.4％）、

診療所３件（2.5％）ある（表8）。部屋数や人員に限りがある施設で、感染症の種類が多くな

93

表4　保育所との情報共有（設置形態別クロス表）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

共有している
27 27 14 5 0 73

73.0％ 21.6％ 19.4％ 25.0％ 0.0％ 28.2％

共有していない
10 98 58 15 5 186

27.0％ 78.4％ 80.6％ 75.0％ 100.0％ 71.8％

計
37 125 72 20 5 259

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

表5　運営資金（設置形態別クロス表）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

足りている
13 39 15 2 1 70

44.8％ 36.1％ 26.3％ 14.3％ 33.3％ 33.2％

足りていない
16 69 42 12 2 141

55.2％ 63.9％ 73.7％ 85.7％ 66.7％ 66.8％

計
29 108 57 14 3 211

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％



ると対応が難しい状況だということがわかる。
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表6　病児保育の実施場所（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

貴施設に付設された
専用スペース

21 47 25 5 3 101

52.5％ 38.5％ 34.7％ 25.0％ 60.0％ 39.0％

病児保育事業のため
の専用施設

19 75 47 15 2 158

47.5％ 61.5％ 65.3％ 75.0％ 40.0％ 61.0％

計
40 122 72 20 5 259

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

表8　病児保育の実施場所（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

部屋を分けて使用し
ている

24 79 56 14 5 178

61.5％ 65.8％ 77.8％ 70.0％ 100.0％ 69.5％

出来る限り部屋を分
けて使用している

8 35 14 5 0 62

20.5％ 29.2％ 19.4％ 25.0％ 0.0％ 24.2％

部屋を分けて使用し
ていない

6 3 1 0 0 10

15.4％ 2.5％ 1.4％ 0.0％ 0.0％ 3.9％

その他
1 3 1 1 0 6

2.6％ 2.5％ 1.4％ 5.0％ 0.0％ 2.3％

計
39 120 72 20 5 256

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

表7　病児保育の実施場所（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

床から天井まで繋がった壁で仕切られて
いる

22 62 32 9 4 129

78.6％ 84.9％ 74.4％ 100.0％ 100.0％ 82.2％

床から天井まで繋がった固定式パーテー
ションで仕切られている

4 4 6 0 0 14

14.3％ 5.5％ 14.0％ 0.0％ 0.0％ 8.9％

床から天井まで繋がった移動式パーテー
ションで仕切られている

1 4 3 0 0 8

3.6％ 5.5％ 7.0％ 0.0％ 0.0％ 5.1％

床から天井まで繋がったカーテンで仕切
られている

1 1 0 0 0 2

3.6％ 1.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.3％

床、天井の両方又は一方が空いている壁
で仕切られている

0 0 1 0 0 1

0.0％ 0.0％ 2.3％ 0.0％ 0.0％ 0.6％

床、天井の両方又は一方が空いている固
定式パーテーションで仕切られている

0 1 0 0 0 1

0.0％ 1.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.6％

床、天井の両方又は一方が空いている移
動式パーテーションで仕切られている

0 1 0 0 0 1

0.0％ 1.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.6％

床、天井の両方又は一方が空いているカ
ーテンで仕切られている

0 0 1 0 0 1

0.0％ 0.0％ 2.3％ 0.0％ 0.0％ 0.6％

計
28 73 43 9 4 157

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％



２）利用状況について

利用料金の設定については、世帯の課税によって決められている自治体では、保育所の利用

と同様利用料金の負担は軽くなっている。しかし、非課税世帯や生活保護世帯であっても１日

の利用料金が2,000円以上である施設もあり、特に市外在住であると料金が高くなっている現

状である。料金設定として登録料と当日キャンセル料を設定していない施設が多いことがわか

った。延長料金については１時間当たり500円程度の料金となっている施設が多い（表9、表

10、表11）。

利用できる条件として、子どもの年齢は最低年齢で５か月以下が125件、６か月が113件で、

乳児を受け入れる前提で病児保育を実施している施設がほとんどである。保育所併設型40施設

のなかで、在籍児のみとしているのは24件で、住所地を問わず利用できる施設が57.5％、障害

児については障害の程度によって利用できない場合も含めて95.4％で受け入れている。１歳未

満の乳児や障害児をさらに病児保育として受け入れるのは、保護者にとっては安心して預ける

ことができると思われるが、預かる側にとっては十分な人員が必要となるだろう。

昨年度の年齢ごとの新規登録数は、１歳児（平均値70.0、中央値44.0）の登録数が最も多

い。次に０歳児、２歳児の登録数が多く、３歳未満児での利用が多いことがわかる（図1）。昨

年度（2014年度）の月別利用人数では、インフルエンザ等の感染症の流行時期である１月（平

均値76.6、中央値58.0）が最も多い。次に多いのは手足口病など夏風邪の流行る時期である７

月（平均値72.6、中央値54.0）となっている。キャンセル数が多いのは７月（平均値33.9、中

央値23.0）と12月（平均値30.8、中央値22.5）で、キャンセル待ちで利用しなかった数で多い

のは７月（平均値20.6、中央値8.0）と１月（平均値18.5、中央値13.0）である（図2）。
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表9　登録料
施設数

0円 114

1000円 14

2000円 5

3000円 1

5000円 1

計 135

表10　1時間当たりの延長料金
施設数

0円 57

100〜299円 11

300〜499円 10

500〜699円 23

700〜999円 3

1000〜2500円 14

3000円 2

5000円 1

計 122

表11　当日キャンセル料
施設数

0円 109

500円 7

1000円 5

1500円 1

2000円 4

2500円 1

計 127
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１人の児童が１回の病気で利用する平均日数は２日（145件、54.7％）が最も多い。病気の

種類で１番多いのは「上気道炎」（225件、84.9％）、２番目が「急性気管支炎」（88件、33.2％）

３番目は「感染性胃腸炎」（76件、31.4％）であった。設置形態別でみても１番、２番、３番

の病気の多い順は変わらないが、インフルエンザや喘息についても比較的多いことがわかる

（表12-1、12-2、12-3）。

図2　昨年度の利用実績（中央値）

図1　昨年度の新規登録数

表12−1　子どもの病気で1番目に多いもの（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

上気道炎
（感冒・咽頭炎）

36 101 64 17 4 225

94.7％ 83.5％ 92.8％ 89.5％ 80.0％ 84.9％

表12−2　子どもの病気で2番目に多いもの（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

急性気管支炎
12 38 31 5 2 88

30.8％ 32.5％ 44.9％ 26.3％ 40.0％ 33.2％

インフルエンザ
8 23 15 6 1 53

20.5％ 19.7％ 21.7％ 31.6％ 20.0％ 21.3％

感染性胃腸炎
（嘔吐下痢症）

6 27 7 3 1 44

15.4％ 23.1％ 10.1％ 15,8％ 20.0v 17.7％
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預からない病気として挙げられるのは麻疹（139件）が最も多く、次に流行性結膜炎（49件）

であった。設置別にみると預からない病気で最も多いのはどの施設も麻疹となっているが、病

院併設型では流行性結膜炎を預からない割合が多く、インフルエンザやノロウイルスなどはほ

とんどが受け入れている。保育所は他の施設に比べて預からない病気の種類が多いことがわか

った（表13）。

感染症対策としては、提示した項目について６〜８割の施設が実施しているという結果で、

特に「標準予防策を徹底する」（80.8％）「担当者に予防接種を勧めている」（72.5％）の実施

率が高かった（図3）。その他の内容では「室内を陰圧換気している」（９件）、「加湿器を使用

している」（５件）などがあった。施設独自のマニュアルはないが、全国病児保育協議会の「感

染症ガイドライン」を利用している施設もある（表14）。それぞれの施設で、可能な範囲内で

工夫しながら感染症対策をしているようであるが、提示した項目が実施されていない施設も２

〜５割は存在するということである。調理室については病児保育専用の調理室は105件（48.4

％）で、施設の調理室と兼用は112件（51.6％）であった。設置形態別にみると保育所併設型

と病院併設型は既存の調理室と兼用であるが、診療所併設型と単独施設は専用の調理室となっ

ている。そもそも診療所と単独施設は既存の調理室を設置されていないため、病児保育専用の

調理室が必要となる（表15）。

表12−3　子どもの病気で3番目に多いもの（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

感染性胃腸炎
（嘔吐下痢症）

9 42 20 4 1 76

23.1％ 37.5％ 29.4％ 22.2％ 20.0％ 31.4％

インフルエンザ
7 25 15 2 2 51

17.9％ 22.3％ 22.1％ 11.1％ 40.0％ 21.1％

喘息・
喘息性気管支炎

5 17 12 1 1 36

12.8％ 15.2％ 17.6％ 5.6％ 20.0％ 14.9％

表13　預からない病気（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

麻疹
27 57 39 13 3 139

67.5％ 45.6％ 54.2％ 65.0％ 60.0％ 53.1％

流行性結膜炎
6 17 20 6 0 49

15.0％ 13.6％ 27.8％ 30.0％ 0.0％ 18.7％

インフルエンザ
8 6 9 1 0 24

20.0％ 4.8％ 12.5％ 5.0％ 0.0％ 9.2％

ノロウイルス
ロタウイルス

8 7 5 1 1 22

20.0％ 5.6％ 6.9％ 5.0％ 20.0％ 8.4％



３）病児保育の現状と課題

⑴　病児保育を利用する理由

利用世帯（保護者）については、施設側の判断で回答してもらっている。病児保育を利用す

る保護者が病児・病後児保育を利用する理由として高かったのは、４件法で「かなり多い」「や

や多い」を合わせて「急に休むことが難しい職種（職場）である」が92.1％や「子どもの病気

を理由に休みにくい職場である」が87.9％で、仕事の事情を挙げている。また「子どものこと

で休むと職場に迷惑がかかると感じている」が90.2％で高く、子育て中でも仕事を続けていく

厳しさが示されており、その状態を施設側が理解したうえで病児保育を実施しているというこ

とである。
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図3　感染症対策

表14　感染症対策・その他の内容
施設数

室内を陰圧換気している 9

全国病児保育協議会「感染症ガイドライン」を利用 8

加湿器を使用している 5

遊具の消毒をする 3

利用者の出入り口を別にする 1

専属スタッフで行う 1

表15　調理室（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

病児保育事業専用の調
理室を設けている

3 74 16 12 0 105

8.1％ 71.8％ 28.1％ 75.0％ 0.0％ 48.4％

施設等の調理室と兼用
34 29 41 4 4 112

91.9％ 28.2％ 71.9％ 25.0％ 100.0％ 51.6％

計
37 103 57 16 4 217

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％



⑵　保護者にとっての病児保育

現在病児保育を利用している保護者はどのように感じているかについては、４件法の「かな

り多い」と「やや多い」を合わせると、「安心して子どもを預けることができると思っている」

が94.4％、「病児や病後児に配慮した保育をしてもらっている」が91.7％で高かった。「定員数

を増やしてほしい」「保育時間を延長してほしい」「開所日を増やしてほしい」「予約できない

ことが多い」などは低い結果であった。施設側としては、受け入れ体制は現状のままでも保護

者のニーズには応えているとしている。

⑶　子どもへの配慮や援助

子どもへの配慮や援助についての問いでは、ほとんどの項目で「かなりそう思う」「ややそ

う思う」と答えられており、「病状が急変した時の対応をしている」が96.3％など、緊急時の

対処や衛生的な環境の整備、感染予防の対策、担当者の人員などの体制ができているという状

態であった。やや低い項目としては、「子どもが健康な時の状況も把握するようにしている」

79.6％あり、子どもの通常の健康状態を把握することはあまりできていない現状である。

⑷　保護者への支援

保護者への支援についての問いでは、「病気が急変した時の対応について説明を行っている」

が「かなりできている」「まあできている」を合わせて97.4％で実施率が高く、次に「保護者

が要望するケアを行っている」が96.9％であった。実施率が低い項目では、「家族や家庭生活

に関する情報を把握している」「子育て全般の相談を受けている」などである。診療所併設型

や病院併設型では子どもの病気についての専門的な対応ができていても、健康時の状況や家庭

の事情までは把握が難しい。今後は保育所との情報共有を実現していくことで、子どもや保護

者を理解でき、よりよい支援へとつながると考える。

⑸　病児保育の効果

病児保育事業を実施することで、どのような効果があったかという問いでは、「かなりそう

思う」だけをみても「子育てと仕事の両立のための支援となっている」80.8％、「保護者や会

社のための就労支援となっている」71.7％で高く、ほとんどの項目で「かなりそう思う」「や

やそう思う」を合わせると90％以上になっている。「子育てや病気の相談場所となっている」

については、やや低い結果となっているので、今後は保護者への相談機能を充実させていくこ

とが望まれる。効果についての結果からみると病児保育を実施していくことで、実践者自身が

その支援の効果や必要性を実感していることがわかる。
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⑹　病児保育事業に関する課題

病児保育の課題についての問いでは、４件法の「かなりそう思う」だけで「補助金を増やし

てほしい」57.0％が半数以上で最も多く「ややそう思う」を加えると83.8％になる。次に「か

なりそう思う」と「ややそう思う」を合わせて「病児保育としての専門性を高める必要があ

る」が87.1％で、「関係機関とのネットワークづくりが必要」77.8％、「施設設備の充実が必要」

69.5％、「人件費などスタッフの処遇改善が必要」66.0％であった。その他の課題や病児保育

事業に関する意見として多くの記述があった。記述の中から設置形態ごとに一部を表16にまと

めた。病院併設では、設備環境や人員確保のための公的な補助の必要性、保育所との連携、学

童期の受け入れなどの課題が述べられていた。診療所併設では、施設によって担当者の能力の

差があるので、専門性を高める研修やマニュアルの必要性、自治体単位でのネットワーク、病

児保育の広報活動などが挙げられていた。保育所併設では、看護師不足の課題、担当者の研修、

施設同士での情報交換などの必要性が挙げられている。単独施設では、人員確保や病院との連

携を上げている。これらの記述の内容は病児対応型保育として実施しているそれぞれの取組み

の姿勢や現在の問題点、今後の課題が伝わってくるものであった。

⑺　病児保育事業の普及促進のための工夫

病児保育事業の普及促進、簡便な施設設備で実施している事例あるいは工夫の記述について

は、設置形態ごとに一部を表17にまとめた。病院併設では、隔離室の整備など感染予防の工夫、

インターネットのサイトを開設などが紹介されている。診療所併設では、インターネットで予

約やキャンセルができるようにする、保育所と協力する、看護師の研修などについて紹介され

ていた。保育所併設では、出入り口を別にする、換気や部屋の工夫、改修などについて述べら

れていた。そのほか小児科などに病児保育の案内ポスターを配布する普及促進、保育士や看護

師の人員確保のための工夫、限られた部屋数を最大限に活用するような工夫などが具体的に述

べられている。
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表16　病児保育事業に関する課題・意見（P.191　8．自由記述の記録）

病院併設

・課題…利用数の安定した確保・事業…多様なニーズに応えられていない現場の状況があり、円滑

な運営を図るためには公的な種々の補助・援助が強く望まれる・ニーズは大きいが受け皿が少ない

（同市内には1か所のみ）。需要は間違いなくあるのだから施設を増やし既存の施設が長く運営して

いくためにも種々の補助・援助は必要だと思う。

学童用の病児保育室があればと思う。私共でも開設以来ご利用のお子さんについては小学校一年生

までは受け入れようかと思い始めました。しかし高学年と０歳児を一緒には、お互いがかわいそう

かと思いますので是非学童用をとおもっています。

国・県の病児保育事業に対する認識不足を感じる。病児保育事業を推進するにあたり、国や県が認

識を深め、事業主への負担をもっと減らし、よりよい環境整備をしてほしい。環境を整備しなけれ

ば事業者に増々負担がかかり、新規事業者の増加は望めない。

・利用された方の意見、要望を聞く機会がほしい。・多くの方が利用できるように行政や各保育園

との連携がとれるようにしていただきたいと思う。

診療所併設

施設によって、スタッフの能力（病気に対しての知識etc）の差を感じる。どの施設もある一定程

度以上の専門性を持てるようになると良いと思う。

・医師の事業への関わり方（設置者として、医学的管理者としてそれぞれの責任範囲・業務内容）

についてガイドラインやマニュアルが欲しい・行政からの委託料に、医師の関わる部分を評価して

欲しい・小学校高学年（４年生以上）の受入れは、別途施設基準、人員配置基準を定め、適合した

場合のみ認める制度としていただきたい（混合保育は危険）。

訪問型は、保育士資格のない者が研修してそのまま業務を行っているケースがある。公的な補助金

を投入して実施するには少々おそまつと考えるが…。

・予約の受け方（曖昧な予約が多い）・市、病院、他の医療機関、保育施設…等にて広報活動は行

っているが、まだ浸透していないように思う。

・保育料の無料化・自治体単位でのネットワーク作り・もっともっと対少子化子育て支援の手を厚

くさしのべるべきであり、あずかった子供さんへの気付きを医療サポート、保護者へのアドバイス、

サポートにつなげていきたい。

保育所併設

看護師が急に欠勤になった場合、すでに予約を入れた時の対処について考えてしまう。看護師不足

もあり人員を増やすことが出来ない。

当園はまだ２年目であり、あまり知られていない面もありまた保護者自身が病児保育についてよく

わかっていない部分も多くみられた。

病児保育に対しての研修会（スキルアップの為）などを参加しやすい様に地域ごとに開いていただ

きたいと思います。

他施設の取り組みの様子等、情報交換ができる場があると質の向上に役立てると思います。

単独施設

・人員の確保が難しい⇒賃金が低い（特に看護師はなり手が少ないです）（開所時間が長いが人が

少ないため一人一人への負担が多くなる⇒労働と賃金が見合わない）・利用枠が少ないため、本当

に必要とされる方の入室ができないことがある⇒園から呼び出される困るから…という利用も多く

あるため。⇒利用される方々のモラルが問われてくる。

季節により、また日々により予約数、キャンセル数も違い、日々入室児の数や年齢も違うため、保

育看護の職員の確保、柔軟な対応が必要である。また研修も積極的に受けられるよう、ゆとりのあ

る人員配置を望んでいる。

・補助金額を増やさねば赤字運営になってしまうことが大きな問題点であると思う。・病児保育の

専門性はかなりレベルアップされていると思われます。そのことをアピールしていく必要性を感じ

ております。・病児保育施設間の連携も必要と思います。

乳児院併設
キャンセル等の連絡が不充分で本当に利用されたい方（困っている方）が利用できない事があり気

の毒に思います。

クリニック

併設
利用数の変動があるため、固定職員の確保がむずかしい。そのため、保育内容の向上がはかりにくい。
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表17　病児保育事業の普及促進、簡便な施設設備の工夫（P.191　7．自由記述の記録）

病院併設

病名により隔離室対応を行っており、部屋の出入りはトイレ使用時の最低限度にしている。また、

他の隔離室をまたぐ時は、他児との距離を最大限離している。

・ブログ（写真入り）を実施しており、月に２回更新している。・おたよりを毎月発行し、小児科

外来に掲示し、病児保育の利用者に渡している。

・隔離室を設け、各部屋を可動できる透明なポリカネード樹脂で仕切られ、見通しの良い仕切りと

なっている。（但し隔離室は仕切りの開閉不可）・トイレを２か所設置し、感染予防に努めている。・

空気清浄機、ロスナイを各部屋毎に完備、消毒液も取り扱いやすいように設置。

・２か月に１回のおたより作成、ネットでの案内、スマートフォンで簡単に確認できる翌日の予約

状況のサイトの開設・月に１回の育児サロンの開催。

診療所併設

コスト削減と子どもに接する時間を増やすために、予約・キャンセル等をすべてインターネットで

実施

季節に関わらず、いろいろな病気が流行るので隔離部屋以外に一般部屋の中でもカーテンで仕切り、

部屋を有効に使っています。

併設の事業所内保育所との協力体制による事業の促進を行うとともに病児保育所だよりの保育所等

への配布、法人ホームページによる広報を行っている。

病気の見方・看護の視点に関して、保育士の育成に力を入れている。病気をみずに「児」がみれる

ように、業務内、カンファレンスにて研修を重ねている。

保育所併設

・敷地内に隣接する病院と常に連携をとっており、緊急時に対応できる体制をとっている。・感染

防止のため、病児室の換気や水まわりすべて、保育園とは別になっている。また感染症の配慮のた

め、２部屋を使用し、出入口も別になっている。・次亜塩素酸水（ステリプロ）の使用。

実際に病児保育をやり始めると、感染隔離とその対策が必要なことがわかった。だが、施設整備費

用がなく、年賀寄付金事業を申請し、感染症を受入れできるよう改修を行った。（改修費588万円、

配分金500万円）

単独施設

病状の急変に加え、異年齢の子ども（０歳６ヶ月〜10歳未満）が入室するため、就学児（年長児）

の遊びも保障し小さい子の生活や遊びも安全に出来るよう部屋をイレクターで仕切ったり、空いて

いる部屋を利用するなど落ち着いて過ごせるよう工夫している。



２　病児保育事業〔病後児対応型、訪問型〕

橋詰　啓子　　木野　稔

2.　病後児対応型
病児保育事業実施施設の調査票の回収は、病後児対応型が全体の46.9％であった。その調査

結果から病後児対応型としての実施状況、病後児保育の利用状況、病後児保育の今後の課題に

ついて、第３章調査結果の概要と記述内容を参考にしながら分析と考察を行う。

１）実施状況について

病後児対応型とは、「児童が病気の『回復期』であり、かつ、集団保育が困難な期間において、

当該児童を病院・診療所、保育所等の付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で

一時的に保育する事業」とされている。病後児保育が国の補助事業として開始されたのは平成

12年からであるが、それ以前に独自で病後児保育を実施していた施設がわずかにある。調査結

果から病後児保育事業として認可された施設は平成12年〜15年には25施設で、平成16〜19年に

は83施設で増加率が高い。この調査では病後児保育事業の73.3％は保育所併設型として実施さ

れているが、通常保育のなかで体調不良児や病後児のニーズが高まっていることは保育所とし

て実感していたと考えられ、一部の施設では利用者の事情に配慮して体調不良児や病後児を受

け入れざるを得ない状況もあったことと推測する。そのような病後児保育のニーズがあるなか

で、国の補助事業として予算が得られるのであれば、積極的に実施していく方向になっていっ

た保育所も多いと思われる。

実施施設の経営主体は公営23.3％、民営64.8％、病院5.5％となっており、設置形態でみると、

保育所併設が173件（73.3％）、診療所併設が13件（5.5）％、病院併設が10件（4.2％）、単独

施設が20件（8.5％）となっている。保育所併設が多いのは通常の保育によって子どもの状況

を把握できているという保育所が病後児保育に適しており、子どもにとっても保護者にとって

も安心して預けられるというメリットがあると考えられる。開所日は週５〜６日であり、開所

時間は午前８時台〜午後６時台となっており、１日に預かる定員数は５人以内としている。開

所時間の延長については、「なし」が平日78.8％、土日が91.1％で、病後児の負担を考慮して

延長時間は認めないこととしている施設が多い。

病後児を預かる人的環境については、人員配置の基準では、看護師等は利用児童おおむね10

人につき１名、保育士を利用児童おおむね３人につき１人となっているため常勤の医師が１名

いるのは診療所と病院併設のみとなっている。看護師１人を常勤（136件）あるいは週５日間

の非常勤（84件）で配置しているところが多く、その日の児童数によって非常勤の看護師また
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は保育士で調整しているという施設も多いことがわかる。１人の保育士に対して児童数は１〜

３人が82件、４〜６人が72件で、１人の看護師に対する児童数は１〜３人が最も多く156件と

なっている。現状の看護師と保育士の人員については、看護師が「適当である」87.3％、保育

士が「適当である」75.0％となっている。人員については現状のままでよいとしている施設が

多いが、看護師の人員について「適当でない」を選んだ理由に「長時間保育や開所６日間で１

人は難しい」「年齢や病状によっては人員が足りない」などがあった（表1）。保育士の人員が

「適当でない」としている理由は、「保育士1人だと休みの確保が難しい」「子どもの年齢や病

状によっては保育が困難」などがある。利用者の少ない施設では「看護師１人でも対応できる」

という意見もあった（表2）。

看護師と保育士の処遇については、35.6％が「改善する必要がある」と答えており、３割の

施設が病児保育担当者の処遇改善が必要だとしている。その理由は「非常勤にしては責任が重

い、正規職員が望ましい」「処遇をよくしないと人員確保が難しい」「交替勤務体制がとれない」

などの記述が多くあった（表3）。乳幼児の病気に関する研修については、「参加している」が

55.9％で、その研修の内容は表4のとおりである。「参加していない」が39.0％で、子どもの病

気に関する研修を受けてない保育担当者がいる施設は4割である。病児対応型では「参加して

いない」が２割だったので、病後児対応型では研修に参加していない施設が多い。
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表1　看護師の人員が「適当でない」理由（P.186　⑺ ②　自由記述から）

・長時間労働、病状や年齢が違い同室で看られない事も多い。
・開所11時間週６日であり、１名体制ではむずかしい。
・０歳児および隔離が必要。また、7:30〜17:30の保育希望者だと手が足りなくなる。
・病状により人数がたりないこともある。

表2　保育士の人員が「適当でない」理由（P.186　⑺ ④　自由記述から）

・病後児ということもあり、毎日は利用者はこない。しかし、色々な兼ね合いを考えると、もう一人非常勤がいると休み（急
な）も確保しやすく、安心感がある。
・乳児や低年齢の体調不良児を１人で複数人保育するのは困難な場合がある。
・毎日利用メンバーが違うため、年齢、病状により対応が充分でない日もある（いつもではない）。隔離の必要があると厳しい。
・利用がほとんど１名の状態であるので看護師だけの対応でも良いと思う。

表3　スタッフの処遇を改善する必要がある内容（P.186　⑼ 自由記述から）

・交替勤務体制がとりづらいこと。
・正職配置が望ましい。
・保護者の就労を考慮した場合、従事者は早番・遅番で勤務しなければならない。早遅を確保するとした場合、現状の人数
では不足する。なので従事者を確保できるよう補助金の増額が必要。また、看護師、保育士の給与もある程度少なめにして
いるが赤字である。補助金を増やさないと人材確保が難しい。
・補助金等の関係上、看護師の給与が病院勤務の方より低い為、安定採用が難しい。
・看護師を継続雇用しようと考えると給与面での要望が大なので、長く続ける為には給与の改善は必要。
・当日利用がなくても開かなければならない為に基準人数の増が必要。
・病気の子どもをあずかる責任の重さに対しての地位向上。子育て支援目的であるが、全てを受け入れられない。利用人数
に対しての補助金額に差がありすぎる。病児保育の内容充分理解してもらえない（国や行政）。
・担当者全て同時給であるが、与薬や、病状急変時や、電話対応等を行う看護師は非常勤にしては責任が重い。



連携している機関については、保育所併設が多いため保育所との連携は多く、病院との連携

も多かった（図1）。設置形態別でみると保育所との情報を共有しているのは、保育所併設が

132件で82.5％、診療所併設と病院併設は少ないが、保育所と情報共有している施設は少ない

（表5）。保育所以外の施設でも保護者からの情報だけでなく、日常の保育からわかる健康時の

子どもの状態などについて把握していれば、一時的な病後児保育にとっても情報が役に立つと

考える。緊急時の医師の協力については、協力が「ある」が157件（66.5％）で、その医師は

嘱託医が97件（41.1％）、連携医療機関が22件（9.3％）であった。

運営資金については、全体では「足りている」が40.8％、「足りていない」が59.2％であった。

設置形態別でみると、「足りている」は保育所併設型で56件（45.2％）、「足りていない」の割

合が大きいのは診療所併設と単独施設である（表6）。
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表4　参加している研修（複数回答）
件数

病児保育協議会・連絡会、医師会など 22

感染症、アレルギー、障害児など 22

全国病児保育研究大会、学会など 13

自治体が主催する研修 10

病児・病後児保育・看護について 8

院内・園内研修 2

図1　連携している機関

表5　保育所との情報共有（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

共有している 132 4 2 8 4 150

共有していない 28 9 8 11 8 64

表6　運営資金について（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

足りている
56 3 3 6 3 71

45.2 25.0 42.9 31.6 25.0 40.8

足りていない
68 9 4 13 9 103

54.8 75.0 57.1 68.4 75.0 59.2

計
124 12 7 19 12 174

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

（P.186　⑽ 自由記述から）



病後児保育を実施するにあたって、どのような場所で行っているかの調査では、施設内の付

設された専用スペースで実施している施設が53.0％（無回答を除く）で、病後児保育事業のた

めの専用施設が47.0％となっている。病院併設型と単独施設は８割が専用施設となっているが、

保育所併設、診療所併設単独施設は付設されて専用スペースとなっている施設が多いことがわ

かる（表7）。専用スペースの間仕切りについては回答者数が少ないが、壁で仕切られている施

設が120件（50.8％）で、固定式もしくは移動式のパーテーションで仕切っている施設もわず

かにある。病気の種類や症状に応じて保育する部屋を分けて使用しているかという問いでは、

35.6％の施設が部屋を分けて使用しているが、部屋を分けて使用していない施設が39件（16.5

％）ある（表8）。特に保育所併設など部屋数や人員に限りがある施設では、感染症の種類が多

くなると対応が難しい状況だということがわかる。

２）利用状況について

利用料金の設定については、世帯の課税によって決められている自治体では、保育所の利用

と同様利用料金の負担は軽くなっている。しかし、非課税世帯や生活保護世帯であっても１日

の利用料金が2,000円以上である施設もあり、特に市外在住であると料金が高くなっている地

域もある。その他の料金設定として登録料と延長料金、当日キャンセル料を設定していない施

設が多いことがわかった。無回答についてもその他の料金を設定していないために記入してい

ない施設が多いと思われる（表9）。
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表7　病後児保育の実施場所（設置形態別）
保育所 診療所 病院 単独 その他 合計

施設に付設された
専用スペース

97 6 2 3 8 116

59.1 50.0 20.0 15.0 61.5 53.0

保育事業のための
専用施設

67 6 8 17 5 103

40.9 50.0 80.0 85.0 38.5 47.0

計
164 12 10 20 13 219

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

表8　病気の種類による部屋の区分け
全体 保育所併設のみ

施設数 ％ 施設数 ％

部屋を分けて使用している 84 35.6 48 31.4

できる限り部屋を分けて使用している 71 30.1 59 38.6

部屋を分けて使用していない 39 16.5 32 20.9

その他 18 7.6 14 9.2

計 212 89.8 153 100



利用できる条件として、子どもの年齢は最低年齢で５か月以下が87件、６か月が78件で、最

高年齢は６歳以上が175件となっており、保育所の条件と同じである。在籍児を問わず受け入

れている施設が166件（70.3％）と多く、住所地では所在自治体のみとしている施設が110件

（46.6％）で多く、障害児が利用できる施設は59件（25.0％）で、障害の程度によって利用で

きない場合があるのは140件（59.3％）である。

昨年度の年齢ごとの新規登録数は、病気の回数が多い０歳児と１歳児の登録数が多い（図2）。

昨年度（2014年度）の月別利用人数を中央値で見ると利用数は１か月11〜13人程度であるが、

２月と３月だけが７〜８人とやや少ない。キャンセル数は７〜８人程度であるが、７月だけが

11.5人で多くなっていて２月は利用数と同様に少ない。キャンセル待ちで利用しなかった数は

毎月２〜４人程度である（図3）。病児対応型では、１月の利用数が多かったが、病後児対応型

では、インフルエンザは預からない病気となっている施設が多いため、冬期に利用数が増える

ことはないと考えられる。
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表9　その他の料金設定　※数字は施設数

登録料 延長料金
当日キャ
ンセル料

0円 91 44 83

1〜499円 0 30 2

500〜999円 2 12 1

1,000〜1,499円 3 3 0

1,500〜1,999円 0 0 0

2,000〜2,499円 1 0 1

2,500〜2,999円 1 0 1

3,000円以上 0 0 0

無回答 138 147 148

図2　新規登録数



１人の児童が1回の病気で利用する平均日数は２日（109件、46.2％）が最も多い。病気の

種類で１番多いのは「上気道炎」（166件、70.3％）、２番目が「急性気管支炎」（49件、20.8％）

３番目は「感染性胃腸炎」（48件、20.3％）であった。次に多かった病気は喘息・喘息性気管

支炎やインフルエンザであった。その他の病気で多かったのは、骨折、手足口病、ヘルパンギ

ーナなどであった。

預からない病気として挙げられるのは麻疹（110件）が最も多く、次にインフルエンザ（83

件）であった（図4）。預からない病気を病後児対応型と病児対応型で比較すると、病後児対応

型の方が預からない病気の種類が多いという事がわかる（図4、図5）。

 

感染症対策としては、最も多い項目が「標準予防策を徹底する」（68.2％）「空気清浄器の設

置をしている」（61.0％）で比較的実施率が高かった（図6）。その他の内容では「保育室を陰

圧換気している」、「消毒用噴霧器を使用している」、全国病児保育協議会の「感染症ガイドラ

イン」を利用している施設もある。それぞれの施設で、可能な範囲内で工夫しながら感染症対
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図3　月別利用実績（中央値）

図4　預からない病気（病後児対応型） 図5　預からない病気（病児対応型）



策をしているようであるが、提示した項目が実施されていない施設が多いこともわかる。調理

室については保育所併設型が多いため、病児保育専用の調理室は37件（15.7％）で少なく、施

設の調理室と兼用は174件（73.7％）であった。

３）病児保育の現状と課題

⑴　病児保育を利用する理由

利用世帯（保護者）については、施設側の判断で回答してもらっている。病児保育を利用す

る保護者が病児・病後児保育を利用する理由として高かったのは、４件法で「かなり多い」「や

や多い」を合わせて「急に休むことが難しい職種（職場）である」83.5％や「子どものことで

休むと迷惑がかかると思う」が83.1％で仕事の事情を挙げている。また「子どもを預ける祖父

母や親戚がいない」が78.8％で高く、困ったときに助けてもらえる状況ではない利用者が多い

ことが分かった。子育て中でも仕事を続けていく厳しさが示されており、その状態を施設側が

理解したうえで病後児保育を実施しているということである。

⑵　保護者にとっての病後児保育

現在病後児保育を利用している保護者はどのように感じているかについては、４件法の「か

なり多い」と「やや多い」を合わせると、「安心して子どもを預けることができると思ってい

る」が88.1％、「病児や病後児に配慮した保育をしてもらっている」が86.9％で高かった。「定

員数を増やしてほしい」「就学児童も利用できるようにしてほしい」「開所日を増やしてほしい」

などの要望は低いとされている結果であった。施設側としては、受け入れ体制は現状のままで

も利用者のニーズに応えているとしているのか、これ以上は受け入れが難しいとしているのか

はこの結果だけではわからない。病後児保育の課題についての自由記述では、利用の希望者が

多くて対応しきれないという意見はあまりなかった。補助金が不十分なため十分な設備や人員

が整備できていないという意見は多くあった。
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図6　感染症対策



⑶　子どもへの配慮や援助

子どもへの配慮や援助についての問いでは、ほとんどの項目で「かなりそう思う」「ややそ

う思う」と答えられており、「衛生面について細心の注意を払っている」95.3％、「病状が急変

した時の対応をしている」が91.5％など衛生的な環境の整備、緊急時の対処や感染予防の対策、

担当者の人員などの体制についてはできている、あるいは問題ない状態であるとしている。「そ

う思う」が少ない項目としては、「保育室、ベッド、遊具などの設備は足りている」であった。

現状では設備面が足りていないということを示している。

⑷　保護者への支援

保護者への支援についての問いでは、「かなりできている」だけをみると「病気が急変した

時の対応について説明を行っている」が55.1％で実施率が高く、次に「保護者との連絡を密に

している」45.3％「保護者が要望するケアを行っている」が35.6％であった。保護者への配慮

については丁寧に行っていることがわかる。「できている」が少ない項目では、「家族や家庭生

活に関する情報を把握している」「子育て全般の相談を受けている」などである。保育所併設

では在籍している子どもたちや家庭の状況について把握しているが、診療所や病院併設にとっ

ては情報が不足している可能性はある。診療所併設や病院併設、単独施設では、今後保育所と

の情報共有を実現していくことで、子どもや保護者を理解でき、よりよい支援へとつながると

考える。

⑸　病後児保育の効果

病後児保育事業を実施することで、どのような効果があったかという問いでは、「かなりそ

う思う」だけをみても「子育てと仕事の両立のための支援となっている」61.4％、「保護者や

会社のための就労支援となっている」52.5％で高く、ほとんどの項目で「かなりそう思う」「や

やそう思う」を合わせると90％以上になっている。「子育てや病気の相談場所となっている」

については、やや低い結果となっている。効果についての結果からみると病後児保育について

は、保護者の就労支援をしているという意識が高い。

⑹　病後児保育事業に関する課題

病後児保育の課題についての問いでは、４件法の「かなりそう思う」だけで最も高いのは

「補助金を増やしてほしい」であった。「かなりそう思う」と「ややそう思う」を合わせて高か

ったのは、「病児保育としての専門性を高める必要がある」81.4％と「関係機関とのネットワ

ークづくりが必要」79.2％であった。看護師と保育士がそれぞれの専門性を活かして実践して

いると考えられるが、共通の認識で行っていくためには、病後児保育としての専門性を看護師
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と保育士の両者が高めていく必要がある。ネットワークの必要性については、自由記述の中で

も多く述べられていた。

その他の課題や病後児保育事業に関する意見として多くの記述があり、困難や課題を抱えな

がらも病後児対応型保育として実施しているそれぞれの取組みの姿勢が伝わってくるものであ

った。保育所併設型では、医療機関との連携が求められていて、病後児として受け入れるため

には医師の許可が必要とされており、その判断基準が医師によっても異なることを指摘してい

る。在籍の保護者や地域、医療機関などに周知をしていくこと、設備や人員を充実させること、

そのためには補助金を増やすこと、専門性を高める研修の重要性などについて述べられていた

（表10）。

⑺　病後児保育事業の普及促進のための工夫

病後児保育事業の普及促進、簡便な施設設備で実施している事例あるいは工夫の記述につい

ては一部を表11で紹介する。普及促進のために小児科などに病児保育の案内ポスターを配布し

たり、インターネットでの情報公開や申込み受付などを行っている施設がある。保育士や看護

師の人員確保のための工夫や限られた部屋数を最大限に活用するような工夫、感染予防のため

に出入り口を別にするなど、具体的な内容が述べられている（表11）。
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表10　病児保育事業に関する課題や意見（P.191　8．自由記述の記録）

北海道 病院 病院併設
季節による違いは大きいが、予約しても利用できない病児への対応が可能になる工夫。市内での利用状況、
他の施設への紹介などできるシステムがあると良い。保育士の研修の機会をもっと作ってほしい。

青森県 民営 保育所併設
小児科医等、医療機関による「病児・病後児保育」への理解・関心は少しずつ増え、仕事を持つ保護者への
支援につながっていると思う。しかし、「病児・病後児保育」の必要性や内容を更に周知していただく為に
には、ネットワークづくりが必要であると感じている。

宮城県 公営
子育て支援
総合施設

子どもたちの命をあずかる以上医療機関との連携、医療機関のネットワークづくりが必要なのだが、なかな
か実現できないでいるのが現状。これからの大きな課題だと思う。

秋田県 民営 保育所併設

現在は、病後児保育で病後児対応型か体調不良児対応型かを選び、どちらか１つの型しか受け入れできない
が、基本どちらかにしておいて予約が入ってない時に保護者から要請があった場合、受け入れしてもよいこ
とにしてほしい。※病後児保育（病後児保育対応型）の保育園だが、その日の利用者が０人で、自園の子ど
もが急に熱が上がり母に連絡するも仕事ですぐに迎えに来られない場合、病後児保育（体調不良児型）で受
け入れしてあげる等。

茨城県 民営 保育所併設
私立が行うには、予算内で納まらない。利用者（児）は保育料の他に利用料の負担がある為、家族の有給を
最大限に使って子ども病気時は対応している。以上のことから、もっと国が支援すべき事業だと思う。

茨城県 民営 保育所併設 保育所併設型なので、医療機関とネットワークを密にできるシステムがほしいです。

群馬県 公営 保育所併設
病後児保育を実施しているが「病中」的なケースがよくある。医師のペーパーにより保育しているが病後の
認識があいまいなのではないか？※医師不足の為出来る事に限りがある。

埼玉県 民営 保育所併設
市役所はほとんど事業所まかせにしているところがあり、問い合わせ等説明が十分に出来ないでいます。市
や医療機関、施設とネットワークが出来るともっと良いもになると思います。

埼玉県 民営 保育所併設
子育てネットワークの１つとして考えていくためには、もう少し地域との連携が強固なものであったほうが
いいと思われる。例えば、医師会や保育園などの連携などができていれば子ども情報を共有していけると思
う。医師の先生方にもまだ病児保育が理解されていないこともあるので普及活動が必要と思われる。

埼玉県 民営 保育所併設
市町村のPR不足、乳児健診時、保育所申請時の企業に対してPRを行う事も必要である。又、医師会への周知
と協力をあおぎ、書類不備がないように、又、受け入れ基準を理解してもらいたいです。設備の充実を図る
必要があるのでそれに伴う補助金が必要です。

埼玉県 民営 保育所併設
病後児保育事業を知らない保護者が多いため、保育園、幼稚園、小学校を通して周知活動をしていく必要が
あるかと思います。地域のクリニックや総合病院の医師も病後児保育について詳しく知らない方もいるため、
可能であれば周知活動をすると、本当に必要としている保護者や児童の利用につながるかと考えています。

千葉県 民営 保育所併設

当施設は保育所併設型で医師がいないため、必ず利用する前に受診していただき、病後児保育室の利用が可
能な状態と許可証を発行していただいてからの利用になっているが、医師によっては「この状態でOKなんだ」
と思うお子様や「この状況でも許可されないんだ」と回復期に対するとらえ方が様々なため保護者はなおさ
ら混乱するようだ。しかし、急性期の病児だと隔離設備も何もない当施設のようなところはスタッフの罹患
するリスクが高く保育する側の人が集めにくくなると思う。

東京都 公営 保育所併設
保育士や看護師など人材の確保が困難な点がある（他施設も同様かと思われますが…）。地域毎に情報交換
できる場が定例会として設けられると良いのではないかと思います（各施設と行政）。当施設は病後児対象
ですが、実際には急性期と回復期の線引きはむずかしく受診した医師の見解によるところが大きい。

東京都 民営 保育所併設
近隣の保育施設への周知、理解、協力をしてもらうことで連携がとれ、より利用のしやすさにつながるので
はと思う。学童期の子どもは学童保育室・児童館併設等専用にすべき（乳幼児と体格運動量、体力がちがい
すぎ、一緒に過ごすことは難しい）。

東京都 民営 保育所併設
毎年、地域との連携を課題にしていますが、今後も医療との更なる連携、区内の他病児・病後児保育施設や
保育園・幼稚園との連携が必要と考えています。保育園併設の稼働率をあげるには、現場の情報だけでは無
理で施設長や理事長などの管理者の理解が深まらなければUPはみこめない。やる気があるかどうかです。

新潟県 公営 病院併設
保育士が不足している中で、感染する可能性がある病児保育（当市では病後児保育のみ）を担当する保育士
の確保が難しい。季節により利用者数の変化が大きく事業運営が難しい。

石川県 民営 保育所併設
病後児保育の場合、病児保育とはちがい感染症の出席停止中等保育ができないのですが、医師からの診断、
情報提供書があると断れない事もあり、どこまでが病後児保育なのかとまどう事がある。ガイドラインがあ
ったら有りがたいと思うことがある。

静岡県 民営 保育所併設
病児・病後児を一緒のものと考え分ける必要はないように思います。園で発熱した場合、保護者が迎えに来
れないと１日病児として預からざるをえない。子どもが病気でも気がねなく休みや早退等が取れる職場作り
も大切かと思います。

静岡県 民営 保育所併設
看護師の勤務時間外の病後児への対応が課題。国立感染症研究所による「サーベイランス」を全国的に普及
させ、感染症の流行をいち早く把握し対策がとれるようになるとよい。

大阪府 民営 単独施設

【国基準の見直し】当法人は例年延年間500〜600人の実績となるが400人の補助金のみで毎年赤字となってい
る。【3:1の保育基準の見直し】0歳〜12歳で3:1は困難。特に0〜2歳は感染症が多く1対1の看護保育となって
いる等、補助額の全面見直しを切望する。その為、人件費が低く、専門職として賃金保障が出来ないため人
材に苦労している。【基準額の見直し】保育施設の増加を国はかかげているが、子育て支援にはさけて通れ
ない病児・病後児保育をもっと考えてほしい。充実してほしい。

大阪府 民営 単独施設
それぞれの施設が、保育施設や医療機関と連携をとっているとは思いますが、病児・病後児施設、医療機関、
保育施設、行政が一堂に介して情報交換、連携をとる機会を定期的行っていかないといけないと思います。

島根県 民営 保育所併設

病児保育・病後児保育についての住みわけ（区分け）ができない部分が多く、医師も保護者も認識が不十分
な点が多くみられます。回復期のお子さんが来る病後児保育においては医師が不在であるため、十分な医療
行為ができない現実があります。そのようなことからも、病児だけでなく病後児（回復期）における研修や、
連携の強化等が今後すすめられると保育施設の充実も図ることができると思っています。

佐賀県
民営

NPO法人
単独施設

スタッフ（看護師・保育士）の人員確保が困難な状況です。当日キャンセル率も高いので不安定で、又、当
日利用待機のスタッフの人員確保が困難な事もあり、課題です。病院併設型・病児保育が増える事を期待し
ています。母子、スタッフとも安心感が違います。

鹿児島県 民営 保育所併設
新しく訪問ができたので経費での車の保有を認めてほしい。常駐できるよう兼務しなくても専任で事業にと
りくめるよう給与を改善してほしい。



３．訪問型
訪問型については、「地域の病児・病後児について、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、一

時的に保育する事業である」が、回答は２施設であった。１つは公益社団法人の訪問看護ステ

ーション併設で、もう１つは大阪府の病院併設である。この２施設での具体的な病児保育の内

容や課題については記述で述べられていないので、今回の調査では実態がわからない。訪問型

としての病児・病後児保育を普及していくためには、利用者のニーズを把握しながら「訪問型」

としてのメリットを広報していく必要がある。どのような場合に活用するのか、担当者や保育

の内容等、具体的な事例等で示していく必要がある。
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表11　病後児保育事業の普及促進のため、簡便な施設設備で実施している事例や工夫

岩手県 公営 単独施設
民家を借りて、保育しているので、家庭的な環境で安心して過ごせるようにしている。四季折々の壁面装飾
を行い、目で見て楽しむことが出来る様にしている。児童の具合を見て本人もできそうな状態であれば、一
緒に製作を楽しんでいる。

茨城県 民営 保育所併設
看護師との連携を密にしており、直接看護師が保育しない場合でも受け入れの際や病状についてアドバイス
を受ける事例が多く、直接保護者に働きかけることも多いので、保護者支援の場としての役割を担っている。

埼玉県 民営 保育所併設
感染症に関して、過度な隔離にならないよう、病児保育協議会の感染症マニュアルをもとに対策しており、
胃腸炎はほとんど隔離せずにおあずかりし室内感染もおこしていない。

神奈川県 民営 保育所併設
隔離室として使用するスペースにトイレがないため、もうひと部屋の保育スペースを棚などで仕切り、他児
と接触しないようトイレへの通路を確保している（病後児保育施設ですので、完全隔離のお子さんのお預か
りをしていませんのでできる工夫だと思います）。

東京都 公営 診療所併設 陰圧強制換気を使用。隔離室が充実しているので、ほとんどの感染症を対応できる。

富山県 民営 保育所併設
保育園の向かい側にある既存の木造アパートを借りて運営しています。トイレ、台所も最初からあるので開
設しやすい。

静岡県 民営 保育所併設 保育園での行事の中で医療、保健の紹介を兼ねて、病後児保育の報告やPRも行っている。

愛知県 病院 病院併設
地域への病後児保育の案内チラシを配布（店など）。市役所子ども課より、保育園の入園説明会の時に入園
しおりをもちいて説明。病後児保育枠を入れてくれている。

佐賀県
記述
なし

診療所併設
施設の電話は転送にしてあり、キャンセルの連絡等を時間を6時〜7時の間にしてもらうように決めてあり、
キャンセル待ちの人に始業（8:30）までに決定を伝えられるように工夫している。

大阪府 民営 単独施設
①ガラスを強化塩化ビニールにしている。②指づめ防止ゴムを設置。③コンセントを腰部に上げている。④
床暖の設置。⑤冷暖房の設置。⑥調乳室の設置。⑦沐浴、汚物処理室の設置。⑧段差をなくしている。⑨た
たみの部屋の設置。⑩内線TELの設置。

広島県
記述
なし

子育て支援
施設併設

リーフレットを作成し、市内の保育所、幼稚園等に配布している。保育だよりを月１回作成、TV（ケーブル
TV）での文字放送でアピール等により情報提供に努めている。

高知県 民営 保育所併設

病後保育利用者は専用の通用門があり、他児と分離している為感染症予防ができる。病後室内は固定式パー
テーションで仕切られているが一部が空いている為、利用者が感染症だった場合、医務室を利用して感染の
拡大を予防している。病後室利用中は１対１の個別対応ができるが、他児との接触がないので感染症でない
限り、状態に応じて他のクラスと交流をもったり、行事への参加を行い心のケアや身体的なリハビリへつな
げている。感染症流行時は掲示板で感染症の流行を知らせたり、ほけんだよりで予防法等をお知らせし情報
を共有している。

奈良県 民営 保育所併設
園舎建てかえの時、病後児保育室をもうけ、園内であるが入り口は別。トイレ・キッチンもつけ感染予防に
努めている。

熊本県
一般社
団法人

児童発達支援
事業所併設

当事業所は、公立の保育園跡地、園舎等を利用していますので、初期費用は少額で済んでいます。食器等も
使用させて頂いています。

（P.191　7．自由記述の記録）



３　病児保育事業〔体調不良児対応型〕

橋詰　啓子　　木野　稔

病児保育事業実施施設のなかで体調不良児対応型の調査票の回収は358件で、回収率も63.6

％と高かった。体調不良児対応型は保育所で実施されているが、どのような状況で実施してい

るのか、体調不良児保育の利用状況について、体調不良児保育としての課題について第３章調

査結果の概要と自由記述の内容をみながら分析と考察をする。

１）実施状況について

体調不良児対応型として実施しているのは認可保育所であるが、回答施設の94％が民営の保

育所となっている。保育所の認可年としては、昭和25〜64年が179施設で全体の50.0％、急速

に保育所が増設された平成12年以降は159施設で44.4％であった。そのうち体調不良児保育の

補助事業として開始された認可年は、平成19〜21年が最も多く158施設で（図1）、１年ごとで

見ると補助事業として始まった平成19年が最も多く、その後毎年30施設程度増えていったこと

がわかる（表1）。定員数は81〜120人の規模の保育所が最も多く135施設であった。施設数は少

ないが、定員161〜200人が35施設、定員201〜240人が22施設、241人以上が15施設あり、保育

所が大規模化していることがわかる（表2）。

体調不良児保育としての環境については、体調不良児専用の部屋で行っている施設が最も多

く220件であった。次に多いのは職員室での専用コーナーで行っているのが115件である。複数

回答であるため、子どもの人数や病状によっては、保育室や空室を使用している場合もあると

思われる（表3）。その他の内容としては、保健室、医務室、事務室などがある（表4）。保健室

等を設置できている施設は少なく、既存の施設のなかで保育が可能なのは、体調不良児を見守

る大人がいる職員室や事務室になっている施設が多いということがわかる。
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表1　体調不良児対応型補助事業開始年
施設数

平成4〜17年 17
平成18年 6
平成19年 64
平成20年 60
平成21年 34
平成22年 32
平成23年 29
平成24年 23
平成25年 28

平成26年 24

平成27年 12
計 329

図1　補助事業開始年



２）利用状況について

体調不良児の子どもの症状としては、１番多いとしているのが発熱で349件（97.5％）、２番

目に多いのが嘔吐188件（52.5％）、３番目が下痢129件（36.0％）であった（表5）。２番目に

多い症状としては咳や発疹などがあり、その他の症状では外傷、打撲、感染症の疑い、腹痛な

どがあった（表6-1、表6-2）。直近１週間（2015年10月26日〜31日）の体調不良児の人数は１

〜３人が120件、４〜６人が89件である（表7）。この時期は季節的に子どもの健康状態が安定

していると思われるが、インフルエンザなど感染症が流行する時期によっては増加が予想される。

体調不良児を原則として通常のお迎えにくる保育時間まで預かっているかという問いでは、

「はい」が81件（23％）で、「いいえ」が275件（77％）であった。表5の体調不良児の症状で

多い発熱、嘔吐、下痢などの場合、保護者に連絡してできるだけ早く迎えを依頼している施設

が多いということである（表8-1）。どういう場合に保護者のお迎えを求めるかという記述では、

もっとも多いのは高熱が出た場合で、特に38℃以上としている施設が147件で多かった。次に

嘔吐・下痢を繰り返して身体が弱っている場合が72件、ウイルス性の胃腸炎やインフルエンザ

などの感染症の疑いがある場合が33件だった（表8-2）。以下に「保護者にお迎えを求める状況」

についての具体的な記述を一部紹介する（下記。P.193　⑻ 自由記述の記録）。

通常の保育時間まで受け入れている施設は23％あり、以下の「通常保育時間まで預かる状況」

の内容には、子どもの症状や保護者の要望に応じて通常の保育時間まで預かっている現状が示

されている。
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表2　入所児童の定員
〈平成27年度4月時点〉

施設数

40人以下 8

41〜80人 50

81〜120人 135

121〜160人 92

161〜200人 35

201〜240人 22

241人以上 15

無回答 1

計 358

表3　体調不良児の保育環境（複数回答）
施設数

体調不良児専用の部屋 220

職員室での専用コーナー 115

保育室 25

保育室以外の空室で休ませる 20

その他 31

無回答 1

表4　保育環境
〈その他の内容〉

施設数

保健室 13

医務室 9

事務室 4

空き保育室 3

会議室 2

専用建物 1

〈保護者にお迎えを求める状況〉
◆①熱性けいれんのある子は37.5℃で連絡を入れお迎えを依頼　②食物アレルギーでアナフィラキシーショック症状がでる
児童についてはすぐ連絡をとります　③その他感染症の疑い（下痢・嘔吐・咳等）がある場合、受診が必要と思われる時は
連絡
◆38℃以上の熱がある場合・感染症と思われる症状（例えば水痘）などがある場合・熱性けいれんの既往のある場合・嘔吐
や下痢の回数が多い場合・熱はなくても全身状態が悪い場合
◆病状や児の状態によって対応は違います。・高熱（微熱でも他症状を合併している）・下痢（複数回の水様便、匂いがきつい、
白色下痢、腹痛が強い、ぐったりする、嘔吐を伴う、脱水症状がある）・嘔吐（複数回、脱水症状、ぐったり）感染症が疑わ
れる場合・喘息発作



緊急時の医師の協力については64.2％が「ある」で、32.7％が「ない」という結果である

（表9）。医師の協力をどのような状況で、どのように依頼しているかについてはこの調査では

尋ねていない。体調不良児保育の担当者は乳幼児の病気に関する研修に参加しているかという

問いでは、「参加している」が89.7％で研修への参加率が高かった。研修の具体的な内容につ

いてはこの調査では尋ねていない（表10）。
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〈通常時間まで預かる状況〉
◆病児となった時点でお知らせの電話をし、その時にお迎えの時間（おおよその時間）を聞きますので個々で違いがありま
す。無理な事は言わないように心がけています。（「早く来て下さい」の様なこと）

◆あきらかに体調が悪い時、または毎回保護者との相談で迎えの時間を決めている。お子さんの体調をみて、お迎えにくる
通常の保育時間まで希望があれば預かっている。

◆38℃以上の高い発熱であきらかに健康状態が悪い場合や、不慮の災害による打撲や怪我の場合。必ず体調不良の状況を保
護者へ伝達することとし、お迎えの有無は保護者に委ねるが、原則は通常時間までの保育。

表5　体調不良児の子どもの症状
症状 件数 ％

1番 発熱 349 97,49

2番 嘔吐 188 52.51

3番 下痢 129 36.03

表8-1　通常保育時間まで預かる
施設数 ％

はい 81 22.6

いいえ 275 76.8

無回答 2 0.6

計 358 100.0

表6-1　2番目に多い症状
症状

嘔吐 188

下痢 69

咳 56

発疹 23

表6-2　その他の症状
症状

体調不良、病後 4

外傷、打撲 4

感染症の疑い 3

腹痛 3

表7　1週間の体調不良児数
施設数

0人 34

1〜3人 120

4〜6人 89

7〜9人 44

10〜12人 30

13〜15人 13

16〜18人 6

19人以上 16

無回答 6

計 358

表8-2　保護者にお迎えを求めるとき
施設数

高熱、35℃以上 147

嘔吐・下痢の悪化 72

感染症の疑い・発疹 33

熱性けいれん・喘息の既往 22

医療機関の受診が必要 21

表9　緊急時の医師の協力
件数 ％

ある 230 64.2

ない 117 32.7

無回答 11 3.1

計 358 100.0

表10　乳幼児の病気に関する研修
件数 ％

参加している 321 89.7

参加していない 34 9.5

無回答 3 0.8

計 358 100.0



３）体調不良児対応型保育の現状と課題

体調不良児保育の実態について項目を４件法で尋ねた結果、「かなりそう思う」が高い割合

だったのは、「衛生面について細心の注意を払っている」64.2％、次に「他の子どもに感染し

ないための対策を行っている」61.7％であった。「あまりそう思わない」「全くそう思わない」

を合わせて高い割合だったのは、「補助金は足りている」50.8％と「保育士の人数は足りてい

る」25.7％であった。「看護師の人数は足りている」の項目は、「かなりそう思う」と「ややそ

う思う」を合わせて85.8％であった（図2）。体調不良児のなかには、感染症を疑う子どもがい

るので、衛生面への配慮や感染予防については、細心の注意を払って保育していることが示さ

れている。担当者の人員は看護師の人員は１人で足りているが、保育士の人員は足りていない

施設が多いという事である。「体調不良児保育のための環境は整っている」の「かなりそう思

う」は36.3％で、専用の部屋や人員が十分ではないこと、その背景にこの事業の実施するため

の現在の補助金では難しい状況にあることがわかる。

体調不良児保育事業に関する意見としての自由記述から一部を表11にまとめた。看護師や保

育士の人員確保や雇用の問題について、そのための補助金の充実を求めている内容が多かった。

看護師を配置していることは、体調不良児を保育するうえで安心があり、その医療的な専門性

が役に立っているという反面、看護師としての役割が明確でない問題も示されている。体調不

良児保育のためのマニュアルを必要としている意見や、専門性を持って行うための研修等を求

めている内容もあった。さらに、医師会や病院など医療機関とのつながりがあれば、より安心

して実施できるという意見も述べられていた。体調不良児とその保護者が安心して預けられる

こと、そして預かる側も安心して保育ができることが求められている。そのために人的環境、

物的環境を充実させていくためのシステムが必要になるということであろう。
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図2　体調不良児保育について



118

表11　体調不良児保育事業に関する意見（P.193　4．自由記述の記録）

記入者 地域
運営
主体

記述内容

体調不良児
担当者

北海道 民営
子ども2名に対して看護師1名とされていますが、現状はむずかしく1日6〜7名預かる事もあります。補助金
をもう少し増やしてほしいと思います。

体調不良児
担当者

岩手県 民営

病児保育（体調不良型）を実施していますが、担当している私は看護師兼、事務を担当しており、事業を充
分に行うことができません。保健室がありますが半物置になっており、体調を崩しても、保育室で、クラス
担当保育士が観察しているのが現実です。看護師として、体調管理についてのアドバイスを行っていますが、
もう少し専門的な事業を行いたいと常々思っています。

体調不良児
担当者

山形県 民営
他園では、どのように対応しているか（症状別にも、お迎えの求め方なども）情報として知る方法があれば、
または、マニュアル化したものなど、あれば参考にさせて頂きたい。

体調不良児
担当者

福島県 民営
保育補助に携わることも多く、本来の業務とかけ離れていることが多いので、体調不良児保育の業務の確立
と、マニュアルをきちんと定めてほしいと思います。病気の子（体調不良の子）を預かるだけでなく、その
前からの予防や保健指導も大切な業務だと思います。

施設長 群馬県 民営
保育事業の中で看護師の働きは大きいと日々感じている。現在は2名の看護師が続けて勤務できているが、
諸事情で退職となるような場合、次なる看護師の雇用が難しい。専任となると給与面で保育士よりもはるか
に高額となる。

施設長 千葉県 民営
事業はあまり広げずに、体調不良の子どもたちが、家庭で保護者とすごすことを大切にしてほしい。会社等
でもっと病児の親が休みやすい社会になることを望みます。

施設長 千葉県 民営
・看護師が常勤しているので心強く思っている。・複数の体調不良児が同時に発生した時のスペース及び人
員を確保するのがむずかしいと感じます。

施設長 東京都 民営
すぐに迎えに来れない母親が多いので、仕事が調整できるまで看護師にみてもらえることは、安心でありが
たいですと言われる事が多いです。少しでも役立っていると思うと、うれしいです。

体調不良児
担当者

東京都 民営
体調不良児対応型について、保護者へは入園児に説明しているが、理解が不十分な方もいるため、保護者向
けにもう少しわかりやすい説明が必要だと感じている。

施設長 富山県 民営

ワークライフバランスは保護者の為の言葉であり新制度加算は施設の為のシステムですが国県市は本気で人
口問題を改善しようと考えているのか疑問に感じています。体調不良児は日々の問題であり保護者が安心し
て仕事で生活をできるように税金投入をするのが良い配分システムだと考えますがいかがでしょうか。これ
は日本社会が存続できるかの問題です。

施設長 富山県 民営
当園は未満児のみの施設であるため、突然の発熱や体調の急変はよくある。集団での保育は困難となり、経
過観察保育を要するためこの事業は欠くことはできない。看護師の専門性を活かし見守り保育ができるため、
保護者はもちろん我々保育士もとても安心である。

施設長 石川県 民営

小児科経験の看護師がおり、大変心強いが、長期にわたる雇用は望みがなく、体調不良児に関わる看護師を
育成しなくてはと思う。保育園を希望する看護師が少なく、今後不安である。金銭面はもちろん課題はある
が、保育の中で看護という理解が大切。看護師がいると病児保育だけでなく、園児はもちろん職員の健康面
の管理及び地域の健康相談に応じる事ができよう。看護師の意欲を育てられればと思っている。

施設長 京都府 民営
現在看護師を2名採用しているが、病院等の勤務と異なり保育業務が主となり看護師としての役割が極めて
不明確であるのが懸念されることである。

看護師 大阪府 民営
病児保育担当者として、看護師や保健師の免許を持たないものがするよりやはり専門職を必ず配置するなど、
法的に決定していただきたい。補助金も、病児、保健、衛生に使用できるものを増やしてほしい。

看護師 岡山県 民営
子供の体調が悪い時でも、簡単に仕事が休めない状況の方が多いので、時代のニーズに合わせて、もう少し
幅広く利用できたら良いと思う。例えば、保護者の承諾を得て病院受診するなど。必要だと思われる研修に
参加できる（質の向上のため）環境を整えることができる様になれば良いと思う。

体調不良児
担当者

香川県 民営

医師会と園側の現場での心配なことや、よりよく子どもをみるための連携や情報交換会議があればいいと思
います。現在、協定医に関しては上記のことができていますが、その他の医療機関でかかりつけをもってい
る子どもの場合、園での体調不良児保育のとりくみなど紹介させて頂いたり理解して頂いて、さらに医師会
と保育園のつながりが深まれば、安心して保育ができます。（保護者も安心して利用できると思います）

施設長 鹿児島県 民営 看護師の育児に対しての知識と専門職としての体験不足が問題になっている。看護師の研修が必要だと思う。
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小　島　賢　子

【施設長（理事長・院長）】
①病院施設について
・運営にあたって大切にされていること（信念など）

1969年（昭和44年）に日本で最初の病児保育施設（医療機関併設型）として運営が開始さ

れ、現在47年目を迎える。これまでに当施設を利用した病児は６万５千人以上を数え、ピーク

時は年間1,900人以上が利用されたが（平成元年）、少子化の現在でも年間1,000人以上が利用

しており、地域の育児支援に大きな役割を果たしている。クリニック理事長の保坂智子は、長

年の病児保育の運営と、病児保育の社会への啓蒙普及に努めてきたことから、「病児保育の母」

と呼ばれている。

当病児保育のモットーは、「優しい看護　豊かな保育」。長年の歴史があり、かつて病児とし

て利用していた方が親となって自分の子を連れてくる、二世帯利用も多くみられるようになっ

た。多くの親が、「病児保育があって本当に良かった」とおっしゃる、その言葉を励みに、子ども、

親、そして社会全体にとって病児保育は必要不可欠なものである、という信念を持って運営し

ている。また、実際の運営に当たっては、元気な子供を預かる通常の保育と異なり、病児保育

では、発熱や咳・鼻水、嘔吐下痢などのケアも必要なこと、痙攣など突然の容態変化が生じる

リスクもあることから、より高度な看護・保育レベルが必要であり、病児の体調の見極めや安
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地域事例編１　病院関係事例

1 医療法人　保坂小児クリニック　枚方病児保育室

平成27年11月25日（水）午後２時〜午後４時ヒアリング

施設長として（1）保坂智子医師（医療法人保坂小児クリニック理事長）、（2）保坂泰介医
師（同院長）、病児保育事業担当者として（3）塩山和美保育士（枚方病児保育室（香里）　
主任保育士）



全面の配慮が何より大切であると考えている。

・事業を開設した理由（きっかけなど）

1958年（昭和33年）、当時東洋一のマンモス団地といわれた香里団地が建ち、高度経済成長

期の中、若い共働き世帯が大勢居住するようになった。多くの働く母親から、「子どもが病気

になっても仕事ができるよう、安心して預かってもらえる保育施設を作ってほしい」という要

望が高まった。しかし、当時はそのような保育施設の仕組みが世に全くなく、また、女性の社

会進出に対する理解も不十分で、「子どもが病気のときくらい、お母さんは家にいたほうが良い、

仕事するなんてとんでもない」という価値観が根強かった時代であった。働く母親として当事

者の一人であった保坂智子は、同じ思いを共有する他の親達とともに保育所所長や市担当官に

病児保育の必要性を説明し理解を得るため何度も交渉を行い、また病児保育のケアの最終的な

責任は小児科医である保坂智子自身が担うと宣言し、当病児保育施設が誕生することとなった。

・施設配備や人的配慮について

病児を預かる保育であるため、医師が病気の診療を担当し、入所児の保育には保育士だけで

なく看護師が加わっている。この３者がチームとして体調や生活状況の情報を共有しながらそ

の日の病児のケアにあたる。子どもは病状の変化が早く、日中の急変にも対応できるよう、安

全面への配慮は欠かせない。

スタッフの研修として、院内勉強会を行い、保護者への対応や病児のケアで生じた問題の再

検討や、報道などでみられた学校や保育施設での事故情報を共有している。また、現在枚方市

内にある４つの病児保育施設の担当者が一堂に会する交流会を定期的に行い、情報交換をして

いる。保坂智子は、病児保育の普及と水準向上のため、他の病児保育運営者とともに、1991年

（平成３年）、全国病児保育協議会を設立し、初代会長を務めた。

②日々の保育において（職員への配慮など）
病気で弱っていた乳幼児が、回復して元気を取り戻す姿に接することで、病児保育に関わる

スタッフ全員が日々大きな感動とやりがいを感じている。また、病気の子どもを預かるという、

リスクや責任も大きい業務であることを自覚させ、研さんを積むことで、スタッフ自身の保育

看護レベルの向上にもつながるよう指導している。

③今後求めること（事業継続の条件、行政に求めること、地域民生委員への協力など）
病児保育は、親の就業支援という面だけでなく、病気をしながら成長発達していく子どもた

ちにとっても大切な役割を果たしており、多くの母親に支持されている。安心して出産・育児
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ができる環境整備を進める上で、病児保育は重要な施策の一つであり、国家・社会にとって喫

緊の問題である少子化対策としても大変有用だが、まだ認知度は不十分で、普及していない地

域もある。行政においては病児保育事業の重要性をより認識していただき、さらに全国へ広げ

ていく必要があると考えている。

③課題など（今後の課題、将来の事業のあり方など）
・病気の子どもは治りも早いことが多く、前日予約したのに回復したため当日朝キャンセルす

る例も少なからずある。その場合は、急に利用者が減ったからといってスタッフを減らすこ

とはできないため、キャンセル待ちの親に迅速に連絡をとって受け入れを図る、などの対応

をとっている。

【現場担当者（主任保育士）】
①日々の保育において（病児・保護者に関して）
・核家族化、少子化に伴う育児の知識不足・経験不足により、育児不安を抱える親が多くなっ

ているが、特に子どもの病気の際に不安が強くなる傾向がある。病児保育を通じて、保護者

の育児相談に対応し必要時に指導を行い、不安の解消を図るよう努めている。

・一般保育所と異なり、初めて利用される乳幼児が多く、慣れるまで不機嫌だったり泣き続け

たりすることもあり、できるだけ寄り添うように努めている。また初めて利用される親は病

児保育に対する心配も強いことがあり、日中の児の様子や病児保育の説明を詳しく伝えるよ

うにする。ほとんどの親は、一度利用すると安心され、以後何度も利用するようになる。

・昼食は栄養士が作成している。特にアレルギーの有無は十分に確認して準備している。また、

病児、特に嘔吐下痢の児は食欲のない場合も多く、水分補給を優先し、食べやすく消化によ

い食事を用意するなど、工夫を心がけている。

②今後求めること
受け入れの多くは就学前の乳幼児であるが、学童を受け入れてほしいと希望される親も多い。

病児保育への自治体からの補助金は小学３年生まで（当施設は長年の実績が認められ小学４年

生まで）認められ受け入れているが、今後状況が改善されれば、５、６年生まで受け入れたい

と考えている。

・一般保育所の先生方との交流も課題である。情報共有することで、よりよい育児支援につな

げていきたい。
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参考資料

病児保育室香里・年表

昭和41年 ５月 大阪府枚方市の香里団地保育所父母の会が病児のための
「ホームヘルパー制度」を検討

昭和42年 ２月 ホームヘルパー制度に代えて「病児保育」について検討開始
昭和43年 ６月 香里団地保育所父母の会が病児保育推進委員会発足

９月 山村枚方市長が議会で次年度からの病児保育の実現表明
枚方市医師会に委託の方針
保坂医師がクリニックを枚方市民病院香里ヶ丘診療所跡（赤字により廃止）に
移転の上、病児保育を担当する事を表明

昭和44年 ２月 枚方市医師会が諸般の事情から委託辞退
４月 保坂医師、病児保育室開設（開設時間　9:00〜17:30）

日本初の医療機関併設型病児保育室の誕生
９月 病児保育推進委員会を病児保育共済会へ発展的解消
10月 開室時間　8:00〜18:00に延長
11月 病時保育共済会発足総会を開催し、運動方針・会則等を決定

昭和46年 １月 市民病院内にも病児保育室を、との要望書提出
昭和47年 ７月 市長「市民病院に開設の方向」と発言
昭和48年 ５月 寝屋川病児保育の担当者２名の実習受け入れ、寝屋川病気明けつくし保育所開所
昭和49年 ４月 運営を共済会に、医療を保坂医師に委託とする
昭和51年 12月 市長「来年より病児保育を市民病院に開設、香里は廃止」と発言

これに対し対策委員会設置
翌日市長発言撤回を求める署名（3,470名分）を市長に渡す

昭和52年 ２月 市長発言撤回
昭和57年 ４月 市が共済会に直接委託することに委託形態を変更
昭和59年 10月 定員８名が認められる
昭和60年 １月 第１回近畿ブロック病児保育学習交流会
昭和61年 10月 定員８床、８時間勤務保育士３名体制の実施
昭和62年 ８月 保坂医師、枚方市政40周年行事にて表彰（病児保育業務市政功労者表彰）
平成元年 病児保育室の年間利用者が1,900人を超える
平成３年 ３月 厚生労働省からの訪問・視察（省庁８名、大阪府５名、枚方市４名）

病児保育を高く評価される
５月 保坂医師、日本女医会「吉岡弥生賞」を受賞

堀田主任、国際ソロプチミスト「女性が女性を助ける賞」を受賞
９月 枚方商工会議所にて全国病児保育協議会結成、初代会長に保坂医師

第１回全国病児保育連絡協議会開催、12団体40名が集う
厚生労働省の母子衛生課課長補佐および研究班９名が保育室を訪問・視察

10月 全国病児保育協議会が厚生労働省に要望書　⑴病児保育の制度化
⑵既設病児保育室（所）の許可と助成設置　⑶職員研修の予算設置　など

平成４年 ８月 保坂医師と堀田主任、枚方市市政施行45周年記念式典にて表彰
平成６年 １月 給食開始。給食調理職員採用

厚生労働省の「病後児デイサービスモデル事業」の補助対象施設となる
平成７年 ４月 厚生労働省エンゼルプラン発表。その中の一つ、緊急保育５ヵ年計画による

「乳幼児健康支援デイサービス事業」による国庫補助開始
平成８年 ３月 実践マニュアル「私たちの看護と保育」発行

６月 共済会の自主運営で、延長保育開始（7:30〜8:00、18:00〜18:30）
平成８年 「病児保育マニュアル」刊行（全国病児保育協議会版）

保坂医師、日本医師会「Chiba地域医療賞」を受賞
平成10年 ４月 保坂医師が全国病児保育協議会会長を退き、名誉会長に

11月 保坂医師、日本医師会最高優功賞受賞記念大阪府医師会長賞受賞
平成14年 ３月 枚方病児保育室香里のホームページ開設

堀田主任、大阪府看護事業功労者表彰受賞
７月 保坂医師、内藤寿七郎国際育児賞希望大賞「育児の原理賞」を受賞

平成19年 保坂医師、日本小児科学会「小児保健賞」を受賞
平成20年 １月 全国病児保育協議会第１回近畿支部合同研修会開催
平成22年 11月 保坂医師、内閣総理大臣表彰受賞（首相官邸招待）
平成27年 ４月 保坂泰介医師が着任

７月 大阪府による大阪ミュージアム構想の認定建造物の指定をうける
８月 病児保育室香里のホームページリニューアル・クリニックのホームページ開設



保ק小児ᅹȷ方病児保育室のഩみは、そのまま日本の病児保育のഭӪであるとᚕっても過ᚕ

でない。ଯԧ44年日本でஇИに設された医ၲೞ᧙́設のע؏ǻȳター方ࡸは、病児保育のҾ

でありかつྸेでもある。のݲ子҄ݣሊ事ಅとなったのが、ܱにׄҞɭኔ後のᲱ年なの

で、保קέ生を中心とするע؏の方ŷの「よりᑣき子育て」をᡙ൭するέᙸのଢとџൢあるܱោ

のᚰとᚕえる。έ生自ǒの子育てኺ᬴と団ע内にૼ設された保育の༵母ǒのᫍいにࣖえる形で

設された病児保育である。当時は、団עの中で子どもᢋのն٣があƾれる、ᇹ２ഏșȓーȖー

Ƞのஇ中であった。ˁ事を持つᚃのたǊに保育を作りあƛ、さǒに病ൢの時でもよりᑣい保育

を行って、安心の中で長ȷႆᢋをおʝいに確認しあうというスタǤルはૼᐻ団עにおƚる子育

てのǤȎșーǷȧȳであったと࣬われる。40年ˌɥにわたり病児保育をМဇされた子どものૠは

Ჰɢ人ˌɥとなり、ʻやᇌに長され༵母となってᚃ子２ɭˊでのМဇもྦྷしくないとのこと

である。「病児保育は病ൢで心ኬくなっているᚃ子にとってǪアǷスです」と２ɭˊにわたって

Мဇされているᚃ子の٣が、病児保育のॖ፯をᛖっている。しかし、で事ಅ҄されるはるかˌ

Эのことであり、ᢃփがӈしい中で保קέ生の༏ॖが方ࠊをѣかし、ࠊ自のᙀяを受ƚるこ

とになった。また、Мဇ者の٣や要ஓをӒପするたǊにσฎ˟がኽされ、設ોծやᙀяの

Ჭ年ҽ生。したと࣬われるڌに要ஓするなどの方法がыをࠊきɥƛሁはσฎ˟として方ࡽ

Ⴞᄂᆮྰで病児保育がӕりɥƛǒれ、ӷ年μの14設でμ病児保育ңᜭ˟が設ᇌされ、Иˊ

˟長として病児保育のͤμなႆޒに݃ɨされたыጚはٻきい。院長はऒ子さんがዒがれ、これか

ǒも医ၲ設́設病児保育として長くዒዓすると待されている。
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１．病院施設の概要
運営にあたって大切にされていること

平成６年より病児保育が開設され、大阪市の委託事業となったのは平成11年である。一般の

小児科病院として、救急や日常の疾患を診察しているが、患者の８割が乳幼児で、就学前の保

育園に通っている子ども達が多い。また、受診する保護者からは「明日は保育園に行くことが

できるかどうか」という質問をされることが多い。このような状況で診療していると病児保育

があって当然という考えに至り、そこから始まるのが医療機関併設型、診療所併設型の病児保

育である。子ども達は病気で寝ていても誰かが傍にいると安心する。その傍に母親がいるのは、

子どもにとって良いことだが、母親は仕事のことを思ってしまう。しかし、病児保育や保育施

設は、全身全霊で子どものことが考えられる。また、子どもの病気は病中の時と病後も含め１

週間は養生が必要である。その時に１日でも病児保育に来る子どもたちは、たくさんの人の目

で診てもらうことができる。当病院は入院施設がある。子どもの安全を考え、入院しないとい

けない子どもは入院し、入院を必要としない子どもは病児保育といったような使い分けをする

ことができる。さらに、病気の時こそ、専門的な視点で見る必要がある。母親が病気の時に子

どもを見ることが基本であるが、母親を支えることも必要であると考えている。

少子化が進むにつれ保護者の不安が高まって救急件数も高くなっている。現在の当院外来受

診数が年間50,000人である。そのうち時間外は年間22,000人であり、10年前に比べると２倍と

なっている。それだけ不安が高まっているのか、そのような時間帯に子どもの異変に気付くの

かもしれない。当病院は創立以来、急病の患者を断らないという創立者の信念のもと運営され

て50年続いている。スタッフの思いも同じである。

病児保育では、母親の不安をとり除くことが重要となる。また、子どもの安全を守る必要が
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ある。つまり、病状が悪化し、本当は入院が必要な患者を外来でいつまでも保育をしていては

いけないと考えている。当施設では、昨年1,200人の利用で今年は1,600人となっている。その

内の10名は入院している。病児保育はセーフティネットでなければならないし、安全でなけれ

ばならない。子どもは、病気の時でも成長発達する。病気の時こそ子どもたちはケアをされる

ことによってありがたみを感じる。それは、生きていてよかったという気持ちである。

病児保育の方法について

病児保育を全ての人が使う必要があるとは思わないが、登録だけはすべきだと考えている。

登録するときに保育園や予防接種、アレルギー等の情報をチェックできる。当施設では毎年新

規登録数は600人以上である。その内、利用しているのは登録数の半数となっている。それは、

登録しただけで安心することになり、いつでも使える、何かあれば使えるという気持ちをもた

らしているのかもしれない。病児保育はすべてではないが、病児保育をセーフティネットにし

ておく必要があると考えている。それも、専門家が行う保育が必要である。保育士と看護師が

協働している。

事業を開設された理由（きっかけなど）

日本で最初に診療所併設型病児保育をしたのは枚方市の保坂先生である。保坂先生が事業を

全国的にしようとして、帆足先生と保坂先生が厚労省のパイロットスタディとして委員会を立

ち上げた。そこに、中野先生が参加を依頼され、平成３年に参加している。当病院で始める前

から、中野先生は病児保育にかかわっている。その後、平成６年に事業を始めたが、初期はほ

とんど利用がなく、当時は、病児保育の理解も進まず、平成11年に大阪市の事業となった時も

利用が少なかったが、この５年くらいから増えてきている。利用がなくても病児保育施設の存

在自体が重要なことであると続けて来て、現在に至る。

施設設備や人的配慮などで特徴的なこと

事業が展開できる施設設備でなければいけない。病院に厨房があるため、利便性があり、子

どもの年齢、病状に合わせた食事が作れる。人的配慮は、栄養士、検査技師等のスタッフがお

り、数も多い。保護者は安心だと思う。

職員は、８人が常勤であり、１名のみ非常勤である。常勤でないと意思疎通が円滑にいかない。

また、病院全体が病児保育のことを理解し、病児保育が病院全体のことを理解することが必要

である。子ども病院という形態もスタッフ全員が相互に理解しあうという点でよいといえる。　　

当病院は小児内科だけであり、病児保育も小児内科である。一つの方向で研修でき効果があ

る。また、研修は病児保育のカンファレンスと症例検討会を行っている。常勤で病院の理念や
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方針を一緒に共有して行うと働き甲斐もある。研修は病児保育のスタッフ全員で参加し、病気

についての研修も行っている。現在モデル事業として訪問型病児保育を行い、看護師と保育士

の２名が必要であると考えている。

今後求めること

今後の事業が発展するためには、病児保育の施設が広がる必要がある。医療機関併設型病児

保育施設がまだ少ない。医療機関併設型が基本となって、そのうえで保育園型との連携ができ

ればよいと考えている。現在、保育園型病後児保育とメールで連携をしている。保育園型の病

児と病後児があってもよいが、医療機関との連携がなければいけない。それができて、理解が

進みセーフティネットとなり子育て支援となる。行政の予算と保育士の確保が必要である。

行政は、子どもの視点から考えてほしい。運営や資金面での困難さから、事業を始めたがや

めてしまったところや、やりたくても始められないところがある、これからますますニーズが

高まり、この事業が健全に発展することが必要であるということを伝えていくことが望まれる。

２．保育担当者
研修、人的配置について

現在、病院内で働く保育士は、全部で常勤19名いる。病児保育を理解するには基本的には常

勤で働く必要があると考えている。病院のスタッフ全員が病児保育を理解する必要があるとい

う認識から、「病児保育」「一般外来保育」「保育所保育」「病棟保育」のスタッフは定期的に入

れ替わり携わっている。また、研修は大切であり、病児保育研究大会にスタッフは参加してい

る。また、病児保育カンファレンスや「病児保育の症例検討会」を定期的に実施し、情報共有

を行っている。スタッフが辞めずに頑張れる働きがいのある職場づくりが重要である。

昨年より大阪市モデル事業の「訪問型病児保育」をしている。昨年10月から現在の登録者は

21人で、保護者の仕事の状況や病児の状態（障害をもっておられるなど移動が大変な病児や隔

離を必要とする病児の状態）など、在宅の方がよい場合の必要な保育である。保育スタッフに

とって知らない場所で保育をスタートするため、訪問型病児保育は子ども1人に対してスタッ

フは２人でといった十分な安全性を確保して実施する必要性がある。

利用児（病児）へのかかわりで大切にしていること

ほとんどの病児は１日利用のため、その病児の好きなこと、興味のあることをいち早く把握

してコミュニケーションが取れるような形で保育をスタートさせている。利用児は乳児が多く

４・５・６月は保育所でも一日中泣いている病児もいる時期である。そのため保育所の連絡ノ

ートから保育所での一日の過ごし方などの情報を得ることや、朝の保護者からの聞き取りで情

128



報把握をしている。また、人見知りや、昼寝前ごろに急に泣き出したりなどといった特徴のあ

る病児については、スタッフ間で情報を共有して慣れたスタッフが担当するなどの配慮をして

付き添っている。さらに毎日病児が入れ替わるので、保護者から聞き取ったことを個人記録（当

院作成）に月齢分析ができるところまで記入し、スタッフの共有情報としている。この個人記

録は前回の様子を見ることができるため、当日の保育の参考にしている。

利用者（保護者）へのかかわりで大切にしていること

保育担当者は保護者と医師との調整役を担っている。また、保育所で聞けないことなどの相

談機能も担っている。連絡ノートに、病児保育での過ごし方や対応、食事の量なども記入した

「個人記録」をはさみ、保護者を通じて保育所に持参してもらい保育所との連携を図っている。

利用者（保護者）のことで困ったこととその対応について

キャンセル待ちの保護者にとって、利用が可能かどうかという不安は精神的な大きな負担に

なる。現在は、保護者の精神的負担を軽くするためにキャンセル待ちを取らず、予約をできる

だけ増やしている。前日からの利用児の病状などから利用を予想し、「念のための予約」では

なく、保護者の安心を大切に考えている。

医師や看護師との連携について

保育士が保育上で気づいた子どもの症状（例えば、湿疹がある場合など）について、医師に

直接聞く環境が整っている。また、保育士は「保育をしなければ」という感覚があるが、看護

師に「今日は、寝かせてあげて」と言われることもあり、医師、看護師、保育士が連携して、

病児の症状を共有して対応できているので安心して保育ができている。

今後の課題について

隔離が必要な病気は、予防接種が増えているので今後は減ると考えている。保育士の研修に

ついては、「病児保育」「一般外来保育」「保育所保育」「病棟保育」のスタッフは交代して、病

気の子ども、元気な子ども、入院している病棟の子どもの保育をするため、保育士を看護師だ

と思って質問をする保護者がいる。そのため、できるだけ応えることができるスタッフになれ

るように、保育士対象の病気についての研修をしている。

病児保育の理解と利用を広げるためには、保育所型と医療機関、さらに一般保育所が連携す

る必要がある。現在、当院は病後児保育と毎日メールで情報交換している。病児保育と病後児

保育はしっかり連携しなければ、より良い子育て支援にならない。また一般企業に対して、子

どもが病気のときに保護者が早く帰れるように働きかける必要もある。
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中野こども病院はଯԧ41年оᇌされた、日本で２ဪႸ、ൟ間でஇИの小児病院である。「子ど

ものたǊなǒ˴でもしよう」というоಅのྸࣞのもと、設ᇌˌஹ、24時間365日の࣯医ၲと心

៲ɲ᩿かǒの医ၲをܱោされ、病児保育もそのࡨ長ዴɥにある。子どもはٶくの人と᧙わり、い

ǖんなٻ人の中で育てǒれることで、ᅈ˟ࣱやᢘࣱࣖを学んで長する。しかし、୍െかǒᚃの

ग़、ᅈ˟のᙸܣりをҗЎに受ƚていたとしても、病ൢというᒊၘやɧ安にݣϼするにはݦᧉᎰの

ૅੲが必要であり、病ൢやᩊをʈり越えながǒ、৽৴щとβ၃を៲につƚてٻきくなってǄし

いとのᫍいが、院長はơǊμᎰՃの࣬いとしてኽܱしているとこǖに、小児ݦᧉ病院および病院

に́設された病児保育室のѣがある。病院はע؏医ၲᡲઃがᡶみ170を越す医ၲೞ᧙がႇ医

となっているが、入院ध児がᡫう保育טとのᡲઃもᡶんでいる。病児保育室においても、ᡲዂȎ

ーȈのσஊやМဇ時保育ᚡの提Јなど、保護者をᡫơて、ע؏の一ᑍ保育טとのᡲઃが行われ

ている。また、病後児保育設とのᡲઃにもᆢಊႎに᧙ɨしている。ᡈᨩ設と合ӷႇ˟の

͵、Мဇ状ඞのऴإʩ੭、室時の相ʝМဇがなされ、行ɼ͵の病後児保育設ᄂ̲˟が͵

されているが、ʻ後も病児と病後児保育設とのᡲઃにщを入れていきたいとのことである。

2015年にૼ病院がሰされ、病児保育室もਘࢌされて、定Ճが12Ӹとなった。病院には医ၲ保育

室がኵጢされて、ࠝѮ医ၲ保育士が18Ӹ配ፗされているなど、小児ݦᧉ病院のཎࣉを生かしたᢃ

փは、これかǒの日本の小児医ၲのあるǂきۋをέӕりしていると࣬われる。ע؏の医ၲ、保育、

子育てμᑍにおいて、ǻーフȆǣーȍッȈをನሰするǻȳターとなるǂくѐщしている様子がう

かがわれる。
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中野こども病院ųアȪス病児保育室

安静室

スタッフルーȠ

ᨠᩉ室�

ᨠᩉ室1

ȈǤレ

保育室

下ࡔ

᧙

受付

ơǎ
ᨠᩉ室が�部屋にな

みƣǅうそうや

ǤȳフルǨȳǶの

お友ᢋがМဇ

します

しんどい
お友ᢋが寝て
過ごします

お部屋が࠼くなりました

遊んだりごを

食ǂたりしますŰ

子育てとݼіのɲᇌૅੲ（子育てૅੲ）の1つとして、アȪス病児保育室は、�年

�உに設されました。��年�உに定Ճ1�Ӹ。18時までのࡨ長保育のܱ。ݣ

ᝋ年齢のਘٻ（小学�年生まで）とݲしƣつ、ᡶഩしてまいりました。保育士とჃ護師

が、子どもたちが安心して過ごせるよう、こどもたちひとりひとりに配ॾした保育Ⴣ

護を行っています。

ᨠᩉ室が�部屋にな
りました



132

中野こども病院で診察があります

病状や飲んでいるお薬、アレルギー、

ごはんの形状など、ご心配なことが

あれば医師と相談して下さい。

※検査がある場合は保護者の付き添い

が

必要になります。時間に余裕を持って

受診して下さい。

☆母子手帳

８：００～

入室 検温 自由遊び

お子様の病状、診察の内容、

お薬の確認などを行います。

保育室に慣れるように、

一人ひとりのお子様と

ゆっくりとかかわります。

１０：００～ おやつ

設定保育（製作）

絵本の読み聞かせの後は、

季節の製作をしてみんな

で楽しい時間を過ごしま

す。

※しんどいお子様はゆっ

くり休んでいただきます。

11：15～
昼食 お薬
栄養士がお子様の
体調に合った食事
を提供します。
お昼のお薬を内服
します。

１２：００～
検温 お昼寝
安静に過ごす時間
です。年長児や小
学生でお昼寝の習
慣がないお子様も、
お布団で安静にし
ていただきます。

15：００～ おや
つ
検温 医師回診
自由遊び
好きな遊びをして、
お迎えを待ちます。
担当医師の診察があ
ります。

１8：00 閉室
お迎え
病院受付で清算をし
た後、お迎え予定時
間にお越し下さい。
(当日のお子様の病
状、ご家庭でのケア
の方法をお伝えしま

病児保育室の一日の流れ

あ

病児保育室きしゃぽっぽでは、１０時のおやつの後

子どもの体調や年齢に合わせて製作あそびをしています。

お部屋に入ると飾ってある製作を指さして

「これつくってみたい！」と笑顔の子どもたち。

できあがると、お友だちやスタッフと遊び

一緒に楽しい時間を過ごします。



１．病院等施設
事業を開設された目的について

診療26年において感じていることは、保護者の子育ての悩み、就労との両立の悩みが多いこ

とである。小児科医の使命として、保護者の子育てのストレスを解消し、保護者が希望をもっ

て子育てを楽しく行うことができるような子育て支援をしたいと考えていた。きっかけとして、

12年前に帆足英一先生が院長しておられた東京都立母子保健院が廃院となり、世田谷区に病児

保育がひとつもなくなるという事態となった時に、世田谷区からお話しがあって始めた。

病児保育に対する信念について

病児保育は、単なる就労支援事業というものではないと考えている。もっと重要なことは、

病気の子どもが最善の環境で安全・安心に保育され、しかも、子どもの発達のニーズを全て満

たすということを必ず行う必要がある。

病児保育の質について

病児保育事業を行うにあたり、最も重要なことは病児の安全・安心を守ることである。その

ためには研修を積極的に行い、また職員待遇も高めなければならない。

病児保育を利用される保護者について

利用が多いのは、共働きの保護者と一人親世帯である。基本的なシステムは、保育園を利用

している保護者が利用できる施設である。世田谷区の委託事業となっているため、急きょ利用
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いなみ小児科クリニック院長（法人理事長）　稲見　誠　医師
担当保育士　花房　茜　保育士



したい保護者の方を受け入れられないことが多い。また、他区との連携がなく、世田谷区のみ

の保育園を利用している保護者だけが利用できるシステムである。

病児保育事業の運営

世田谷区では病児保育施設が増えていない。その要因は、高い家賃とその補助がないことや

赤字運営が見込まれる事業であることから、若い医師が本事業を始めることが困難であること

である。お預かりする子どもの病気の種類は、感染症、風邪、喘息等で、季節によって違う。

また、小児科の特徴として病気の季節変動が大きいことも、職員の安定雇用を阻害し、運営を

困難にしている。

施設設備や人的配慮での特徴について

看護師と円滑な連携を行えている。看護師はハグルーム専任の非常勤が３日間、クリニック

の常勤が３日間専任で病児保育室を担当している。病状は看護師と相談し、保育は保育士が担

当している。月１回のミーティングを行い意見交換している。また、看護についての知識を看

護師が教え、保育士との連携を図っている。

病児保育室ハグルームの運営について

開園時間は午前８時から午後６時までで、原則的に病気の子どものためにあえて時間外を行

っていない。利用できる日数は連続７日（日曜日を含む）であるが、２〜３日の利用が多い。

最初は利用する子どもが少なく、定員は４名であった。そのうち増えて10名までとなった。交

通の便が悪いところであるにもかかわらず、利用が多いということは、医療機関が併設されて

いるという安心感が大きいと考えられる。１日目は診察し、毎日１回の回診をしている。保育

園への情報交換は行っていないが、保育園との情報共有のシステムが必要と考えている。虐待

の疑いのある場合は、世田谷区に連絡をしている。利用者は世田谷区に事前登録し、その方々

が利用される。前日予約が原則だが、当日も10時まで予約が可能である。定員は10名である。

ハグルームは比較的広く、２つのプレイルームと２つの安静室、及び隔離室の計５室があるの

で、年齢や病状を考えながら部屋割りを行っている。それぞれの部屋割りは年齢別となってい

るが、隔離の必要な子どもは、その限りではない。第１プレイルーム（１歳以上：６人）と第

１安静室、第２プレイルーム（０〜１歳：４人）と第２安静室、隔離室となっている。疾患別

にすることもある。年齢別にすることによって保育がしやすくなった。

職員への配慮について

職員のモチベーションの維持に努めている。そのためには全国研修大会には施設の全額負担
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で、ほぼ全員に参加してもらっている。また地域の研修会や園内の勉強会も積極的に行ってい

る。また、職員の待遇も重要であり、出来るだけ常勤職員として、不足分を非常勤職員で対応

している。

今後の課題について

一般的に保育士の待遇は社会的に見て低い。出来るだけ保育士の待遇面を改善したいが、現

在の補助金では限度がある。世田谷区は、病児保育の保育士への待遇改善にも取り組んでくれ

ているので、ありがたい。

現在世田谷区では保育園に登園している病児だけが病児保育室を利用できるが、厚生労働省

病児保育実施要綱にあるように、10歳までのすべての病児が利用できるようにしていかなけれ

ばならない。

病児を預かるだけでなく、保護者への教育もしなくてはならない。発達障害の子どもへのか

かわり方や、子どもの看護ができない保護者に対して、保育士、看護師、臨床心理士などが支

援する必要がある。そのように病児と保護者を暖かく包み込むという意味からハグルームと名

付けた。

職員配置にも改善点がある。実施要綱では病児３名に保育士１名で保育看護をすると規定さ

れているが、現場では、その配置では安全・安心な保育看護は出来ないと実感している。ハグ

ルームでは２対１で保育を行っているが、他の多くの施設でも同様である。病児保育事業実施

要綱の変更が必要である。

病児保育事業は地域子ども・子育て支援事業に分類され、自治体が主体となり実施する事業

である。そのため本事業を発展させるためには、自治体の理解と熱意が必要である。施設側も

自治体に理解をしてもらえるような働きかけをしなければならない。

病児保育室と子育て支援ステーション

病児保育を行っている医療機関は、専門的なスキルを持った保育士・看護師・臨床心理士・

医師などがいるので、更なる子育て支援の展開が出来ると考えている。つまり病児保育室が地

域の子育て支援ステーションとしての機能を果たしていくことが望ましい。子育て支援ステー

ションは、情報の発信・地域の保育園職員や保育科学生の研修の受け入れ、保護者に対して家

庭での看護の方法を紹介と教育、障害児のレスパイト、広場事業、産後ケア事業、利用者支援

事業、一時預かり事業など、様々な子育て支援が可能である。

私のクリニックでは以前より職員による「ベビーマッサージ」を行っているが、孤立して子

育てをしている保護者の方の仲間づくりとしてのサロン、医療機関ということで気安く医師や

看護師への相談や勉強が出来るという機能がある。
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来年度から、「ひろば」事業・産後ケア事業を世田谷区からの受託で行う予定である。産後

ケアは、生後４か月までの対応だが、虐待などの問題があった保護者の方に「ひろば」を利用

してもらうことにより、切れ目のない子育て支援が出来ると考えている。

2　保育について
日々の保育について

保育士は一般の保育園を経験して、病児保育をしてもらうことが良いのだが、新卒で病児保

育をしたいという希望で就職する人も多い。利用件数の変動で、保育士のモチベーションを保

つことが困難となった時期があったが、最近はない。利用人数状況によって、業務内容が保育

以外となったり、忙しくなったりと臨機応変に対応しなければならない。

食事は、保護者が持参するようにしている。不適切な食事を持参する保護者が多い。レトル

ト食品に頼ることもある。子どもの量に合わせられない時もある。その場で食事指導を行い対

応している。また、人的配置は３対１でなく、２対１にしている。子どもに対応しようと考え

ると２対１が必要である。

病児保育士の専門性について

１日のみの保育という困難さがある。その日の保育を完成させて、個別の対応をしている。

記録は、細部にわたって記録しておく。同じ子どもが来室した時、情報収集だけにその日の

半分を費やさないよう、その記録を見ることによって、保育の導入が円滑となるようにしてい

る。いろいろな年齢や状況の子どもにかかわり、より個別な保育ができると考えている。短い

時間で、ここはより安全な場所と子どもに伝えることが必要である。

保護者の方とのトラブルについて

感謝されていることが多いため、トラブルはない。子どもたちは、楽しい場所と考えている。

たまに外来で出会い楽しく思える。

研修参加について

職員のスキルとモチベーションを高めるために研修を積極的に行っている。地域内の4施設

で勉強会を実施している。また、東京支部会研修会や全国研究大会には全員参加している。園

内の勉強会では、保育士には看護師の知識、看護師には保育士の知識についての講義をお互い

にしている。

各病児保育施設は孤立して運営されている。そのため地域の研修会に参加した時に、他施設

の保育看護が大変参考になった。病児保育ならではの保育は、地域の勉強会で身についた。
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いなみ小児ᅹはிʮᣃɭဋғの᧑静な˰עܡにˮፗし、小児ᅹ一ᑍ、アȈȔー、մऒなどの

アレルギー၌धのሥྸやၲ、ͤ診や予᧸ᆔを行いながǒ、病児保育設「ȏǰルーȠ」(ɭ

ဋғяݣᝋ�をᢃփしている。ମ年、�᨞ての診ၲȓルをទ入され、２᨞は診ၲ、Ჭ

᨞は病児保育室となっている。病児保育を行うたǊというႸႎで設ᚘされたᲭ᨞フȭアーは、

��ɜと��ɜのȗレǤルーȠが２部屋、安静室が２部屋、ᨏןᆰൢ清ೞが供えǒれたᨠᩉ室

にスタッフルーȠ、ǭッȁȳ、ȈǤレඹ᩿場などがೞᏡႎに配ፗされ、ᣃ˟の中の病児保育Ǫア

Ƿスのज़をԑしている。定Ճ10Ӹにしてはെに࠼いᆰ間配ፗは、μ病児保育ңᜭ˟のྵ˟

長でもあるᆖᙸᛗέ生が、病児保育は子どもと家ଈのたǊであるという̮ࣞをそのまま設ᚘにᘙ

した、ྸेႎな病児保育設の作りとなっている。ཋ設ͳˌɥに、ȏǰルーȠのᢃփがྸेに

ᡈいᚰとして、年ࡇの保育Ⴣ護Ⴘが定Ǌǒれ、日ࠝಅѦȞȋȥアル作はもちǖん、ȏǰル

ーȠ自の᧸Ȟȋȥアルのもとでᢤᩊጀがなされていること、Мဇᅚなどの᧙̞のૢͳ

とોծ、病ൢケアǬǤȉなど、ᚃ子のみなǒƣスタッフが安μȷ安心に病児保育事ಅを行える

医がଢᚡされݰが᠍である。ɭဋғではᄂ̲˟が年行われ、病後児保育設にはμて指پ

るなど、ע؏の育児ૅੲのあるǂきۋをしっかりとᅆされているが、˟長としてのᆖᙸέ生の指

、にޒႎにもᑣឋでͤμな病児保育事ಅのႆのងཋであǖう。᩼とも、ிʮᣃのみなǒƣμݰ

場事ಅにӕりኵみたいと࠼щをいただきたい。診ၲȓルの１᨞で、そこで子育てނきዓきごࡽ

のことであるが、そのスȚースも࠼く、まさに子どもと子育てをૅੲするǻȳターೞᏡとしてႆ

。きな待が݃せǒれているٻするものとޒ

コ ラ ム
木　野　　稔



１．病院施設について
運営にあたって大切にしていること

新潟市の平成９年に公表した新潟市児童育成計画のなかに平成12年度までに病児保育施設１

施設を設置するという計画があった。しかし受託する医療機関がなく、新潟市から委託されて

開設に至った。行政から当初、就労支援という視点で、事前登録なしでの保育を申し出られた

が、事前登録制を堅持した。施設数が２か所となった時点で登録場所に寄らず何処の施設も利

用できるようにするために、利用登録票を保育課担当職員が週一回施設に回収に来るという巡

回制度を開始した。これによって、保育課担当職員が現場を知ることが出来るというメリット

が生じた。また、保育課との「病後児保育事業担当者会議」を年２回定期的に開催している。

これらのことによって施設と行政との連携を図ることができた。開設当初、新潟市保育課とと

もに、理解を得るために、市民向け講演会（大分子ども病院藤本先生）、保育士向け講演会（立

川市宮田章子先生）を実施した。

きっかけ、信念について

女性の小児科医の就労支援として病児保育に関心があった。実際に開設するときのモデルと

して、上越市が運営していた施設を保育課の職員と一緒に見学に行くが、医療の関与しない託

児所としての機能であったため、参考にならなかった。外来小児科学会で宮田章子先生の講演

を拝聴し、飛び込みで宮田小児科に視察に行った。病児保育には２つあり、保育を中心にした

ものと看護を中心にしたものとがあり、考え方が違うと伺った。病気の子に遊びを保障すると

いう考えを知り、就労支援だけではなく、病気になった時に子どもの支援をしてあげられるの

は小児科医であるという考えに至った。
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施設設備

開設当初新しく増設して、一部屋から開始した。その後、平成23年に保育室の拡張と隔離室

の増設をおこなった。スタート当初は、年間300人規模であったが、施設数が増えることによ

って市民への周知が広がり平成17年から利用者が多くなってきている。施設数が増えて、利用

登録票の回収が難しくなったため、新潟市内の病児保育施設すべてで閲覧登録できるネットワ

ークシステムを新潟市から設置していただいた。このシステムを用いて利用者の情報を得るこ

とが出来、年２回の担当者会議で利用統計をみんなで共有している。

保育所との連携について

利用者の普段の姿がわからないため、保護者の方が承諾したことに関してのみ、保育園に保

護者を通して聞いている。しかし、連携システムは今後の課題である。

人的配置

保育士を中心にして、処置室と兼務で看護師が関わっている。基本的に保育士が中心になっ

て関わっている。保育士は６人、看護師は１人で保育している。保育士から子どもの思いを看

護師に伝えている。遊びの保障を方針としているため、看護師からも安静に臥床していてもこ

の状態での遊びがないかという質問も出てきている。配慮として、全国病児保育協議会が認定

している病児保育専門士の資格を取ってもらい、保育士の地位や立場を上げているが人材の確

保が難しい。

今後の保育について

保育士による相談事業を始めつつある。保護者の方は普段通っている保育園の先生よりも第

三者の方が相談しやすいという意義がある。今後施設を追加し、産婦人科医と小児科医が連携

し、保健師保育士がいて相談支援をするといった職種を広げてカバーしあう支援を行なうつも

りである。これは、新潟県のモデル事業となったこともあり、今後、認可を受けるような事業

にしたい。実際にニーズがあり、孤立感を感じている保護者がいる。保育士の観点で支援をす

ることが必要である。

今後の課題について

保育の質を落とさないようにすることである。一旦、事故を起こすと、施設だけのダメージ

ではなく、「病児保育」の概念全体のイメージを落とすことが考えられる。質をコミットする

必要がある。行政には、ドクターズフィーズをつけることで入室時の診察を行うことを義務付

けることや医療内容について行政がコミットすべきだと言っている。研修費用についても委託
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費に入っていないが、例えば、委託を受けたら職員に研修を受けさせなければならない。その

ためには「年間何十万円つけるので研修させなさい。これぐらいのことをしなければ、病児保

育ではない」ということを行政が言ってもよいのではないかと考える。今後、事業を継続する

ためには、質の維持が大事である。

民生委員は、地域で講演会を企画していることが多い。子どもたちの病気を含めて子育て支

援のステーション化を考えている。民生委員に動いてもらうことができると考えている。保育

体験や講演会を企画してもらうことなど、保育と住民をつなげる中継役となっていただくこと

を考えている。

将来のあり方について

病児保育が必要なくなることを目標にしたい。病児保育は共働きが増えたことから、就労支

援としての側面が大きい。両親が共に働き子育てをしていることを考えなければならない。男

女が対等になって、就労関係が対等になりアメリカのように、どちらかダメージの少ない方が

お休みができるようになれば良いが、現状では社会の構造が変化していないため、病児保育は

必要だと思う。また、経験不足の保護者を病気の時にこそ専門職が助け補うこと、そういう意

味で病児保育を浸透させていくことも必要である。

２．担当保育士
病児保育のやりがいについて

やりがいは、利用する子どもが日々違うが、元気になってくれることがうれしいこと、保護

者の方に喜んでいただけることである。また、子どもたちもたまに来る場所なので、新鮮に感

じてくれている。保育園より子どもと密に関われることが大きい。時間ではなくかかわり方の

密なところが良いと実感している。

心がけていることについて

その子を尊重する場所でありたいと心がけている。基本的には子どもを受け入れている。泣

いていても、怒っていても、その姿を大事にしている。保護者の方との関係については、子ど

もの一日の場面を保護者に伝えている。保護者がプラスな気持ちになるように関わっている。

エピソードについて

心配され質問を繰り返される保護者の方の特性がわかりにくく、初めて預ける保護者の方も

多く、関わりが難しい。病気の子どもに対応した食事ではない場合、看護師と相談しながら対

応する。困難さを感じている。経験不足の保護者に病気の時に食事を用意してほしいという考
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えからも、食事は持参してもらっている。

初対面の子どもが多いので、むしろトラブルはなく、お互いに配慮しあっている。朝の預け

られるときのほうが大声で泣いている。こちらの働きかけで、気持ちは落ち着いてくるので、

関わり方が重要である。

キャンセル待ちについて

前日までに、新潟市が設置した留守番電話にキャンセルを入れておいていただき、キャンセ

ル待ちの方は朝８時までに保育士が連絡している。事務作業が煩雑となり困難さがある。
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ૼࠊの病児保育事ಅは、༏心な行担当者とྂ៲ႎな小児ᅹ医のңのもと、ۀᚠ事ಅとし

てྸेႎな形でע؏にఌࠀしている。ૼࠊの児ᇜ育ᚘဒのもとで12年に設された病児

保育室「よいこのもり」は、ૼࠊの要ᛪを受ƚてڼまった。˱ᕲ設長は、ˌЭかǒٻ学病院

でڡ医がǭȣȪアをᆢみながǒ子育てをするたǊには病児保育が必要だǖうとはᎋえておǒれた

ようだが、ܱᨥに事ಅをڼするにあたっては小児ᅹ医として事ಅのॖ፯を定Ǌるのにᡕいがあ

ったとのことである。しかし、έᬝႎに事ಅをޒされている病児保育設をᙸ学することによ

り、ݼіૅੲよりも子どもૅੲという᩿ͨにٻきなॖ፯をᙸЈされた。このように事ಅڼにあ

たってはȢȇルとなる設をᙸ学して、設長自៲が̮ࣞを持ってᢃփを行うことが、その後の

ࠊ。ᚠ設にЈӼき、ྵ場のॖᙸを聞いているۀに要な要እとなる。一方、行担当者もޒႆ

、ǷスȆȠȍッȈȯーǯがನሰされإと設は定ႎにᡲዂ˟を͵し、さǒに病児保育ऴࢫ

ႇᅚはࠊで一ਙሥྸされ、室時の相ʝМဇがӧᏡとなっている。ǭȣȳǻルݦဇသܣဪᩓᛅ

もその一で設ፗされるなど、ᡲઃはܱをኽんでいる。ُでˁЏǒれたࡔ下をᡃると診ၲのϼ

ፗ室、診察室、待合い室にዓくѣዴは、安μȷ安心な設ᚘになっている。年間Мဇૠは安定し、

ྵ場スタッフもやりがいをٻきくज़ơていることがҮᝋႎである。担当保育士は、保育ಅѦのみ

なǒƣ、ᚃǁの子育て相談にもᆢಊႎに᧙わっている。さǒに、ૼࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟の子育て

なんでも相談ǻȳターでも中心ႎなࢫлを担うなど、病児保育室がע؏のѼਙႎ育児ૅੲǻȳタ

ーとして̮᫂をҽくࢽていることは、本事ಅのあるǂきۋをφྵしている。2016年Ჱஉには、μ

「ȍッȈȯーǯの中の病児保育؏ע」で͵されるが、そのȆーȞがࠊがૼ˟ٻ病児保育ᄂᆮ

となっているのもᝋࣉႎである。

コ ラ ム
木　野　　稔
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１．施設長
動機、信念について

藤本子ども病院（現大分子ども病院）に病児保育施設が作られた際、平成２年から病児保育

について学んでいたので、病児保育は必要であると考えていた。自分の体験上、病児保育を新

潟に戻ったら行うということを考えていた。平成10年から勤務した国立病院機構新潟病院で病

児保育の必要性を訴えていたが、病院内では実現できなかった。その後、平成17年から現在の

場所に病児保育を行う事も含めて小児科診療所を開設した。病児保育で急性期保育を行う場合

は、医療併設型の施設でなければならないと考えている。施設は、感染隔離のために部屋や手

洗い・トイレを分け、普通のクリニックよりは大きな面積を必要としている。

施設設備・人的配置について

施設は５部屋があり、分けると７つになるように造った。スタンダードプリコーションが一

番大事であるため、感染予防のため、感染隔離し、子どもたち、スタッフ間の感染予防を重点

的に考え造られた。空気清浄器や殺菌灯を設置しており、手洗い励行とマスク・予防衣を着用

し、感染性胃腸炎などの取り決めは病児保育マニュアルに沿った基準で作成している。当初、

定員は４名だったが、後に６名となった。実際には８名前後を受けている。しかし、新潟市内

に他の病児保育施設が増えた現在は、定員以下のこともあり、預かる疾患も変化している。ス

タッフ保育士６人では時として不足である。医療事務スタッフも保育士資格を持っている人を

優先的に雇用し、繁忙時に病児保育への補助をしてもらうこともある。利用希望があれば病児

保育の情報提供書を書くようにかかりつけ医にお願いしている。保育時間延長の場合は、延長

料金を市から追加補助していただいている。また、キャンセル用の留守番電話を設置してあり、
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空いていても次の利用者が使えないということが少なくなるように、24時間連絡が入るように

している。部屋を分けることによって、多少の変更は対応できる。隔離する必要のある感染症

は受診時から分けるようにしているため、玄関を一般・感染・病児保育の３つに分け出入りし

ている。隔離疾患への処方薬は保護者の了解を得て、隣の薬局から薬剤師が持参し、処方内容

の説明や服薬指導などを行っている。さらにクリニックは、病児保育だけでなく、他職種のス

タッフが一緒に協働し、非常勤の管理栄養士は肥満、乳幼児健診や食物アレルギーの栄養指導、

健康運動指導士は肥満の運動指導を毎週おこなっている。

行政に求めることについて

新潟市の委託事業なので補助は利用に応じて出してもらっている。病児保育施設が病院の付

属になっている場合、病児保育施設の責任の所在が診療した医師でなく他科の施設長などで、

意志の疎通に欠ける部分が心配である。一般的に行政の理解がないと続かない（新潟市の理解

はかなり良好）、ボランティアではなおのこと継続は難しい。一般診療と病児保育を併行して

行う責任と経済的な負担はかなり大きく、担当医師へのそれなりの対価が無ければ、今後施設

を増やして継続していく事は困難と考えている。

利用、研修について

新潟市内に病児保育施設が増えて来て、市全体の利用者は増加しているが、当施設の利用者

は減少傾向である。開院した数年は３か所だけであった。当初、新潟市の利用の多くは当院利

用であり、かなり遠くから来院していた。病児保育に関してポスター・パンフレットを作製し

て、保育園・幼稚園をはじめ小児科以外のかかりつけ医にも理解してもらい、保育のリピータ

が多かったが、現在は、利用が半分程度になっている。

研修については、新潟市保育課が主催する研修会への参加、新潟県小児保健研究会、全国病

児保育協議会全国大会、日本小児保健学会、日本外来小児科学会年次集会などへの演題応募・

参加を心がけている。また順次、全国病児保育協議会認定　病児保育専門士の資格取得を勧め

ている。また病児保育協議会新潟県支部のブロック研修会を年に１回以上企画・参加している。

地域との連携について

この施設で病時期に保育したことを、病児保育協議会に所属している幼稚園や保育園に還元

しないといけない。嘱託医（園医）となっているところからは、感染症報告をファックスでも

らっている。園医をしている幼稚園や保育園には連絡が取れており、緊急時も対応している。

さらに地域のかかりつけ医や小児科医との連携が大切であり、当施設利用時には必ず連絡票の

返信を行っている。
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今後の課題について

病気以外でも子どもにかかわるいろんな方面で中核的な部門を作りたい。重度心身障害児に

レスパイトケアを行いたいが設備や人的スキルがないとできない。子どもにまつわることを発

信し、受け取っていく立場が必要である。また、生活習慣病、アトピー性皮膚炎などを幅広く

受け入れるようにしている。しかし、医師一人で病児保育の診療を行う場合、同時に一般診療

が併行して行えない。医師が２人で行うことが必要である。今は、育休中の女医が一緒に活動

してくれているので大変有難い。ワークシェアという面でも役立てていると考えているが、医

師の人件費が大変である。クリニックに隣接して運動場を併設し、肥満の運動指導を行ってい

るが、経済的に成り立たない。社会的には役に立てていると思う。

２．担当保育士（看護師長）
日々の保育について

保護者が発達障害の情報を伝えていただけない場合があった。障害の程度によって職員の配

置を変えないといけないことがあった。一方で、わが子の対応の方法を伝えてくれる保護者も

いる。保育者として子どもに対して大切にしていることは、通常の保育園とは異なり具合の悪

いときだけの点と点のかかわりに集約されるので、短い間に保護者と利用児との信頼関係を作

る必要がある。朝の預ける際の別れ際には子どもの年齢に合わせ、お迎えの際には「お帰りな

さい」と家に居るような対応をして、安心できるように気を付けている。

新潟市は就労の有無にかかわらず利用できる。しかし、保護者が時間通りお迎えに来ないこ

ともあり、祖母に連絡して迎えに来てもらったこともあった。子どもの状態に見合わない食事

を持参してくる方や、高い熱でも解熱用の座薬を使わない方、皮膚かぶれがひどいのに対処で

きない等の家庭看護力が伴っていない方がいる。病状の把握や、見極めができていない保護者

の方が多い。そこで、パンフレットを用いて説明を丁寧にしている。

保護者に求めること

１）日々の保育について保護者の方から、前日から受け入れるまでの状態の情報を聞き出すこ

とが大切である。

２）症状に合わせた対応をお願いしたい。一日でも子どものために休みを取っていただきたい。

研修について

スタッフを育てるために、新潟市保育課が主催する種々の合同研修会に病児保育施設スタッ

フも参加を認めていただいている。また県内病児保育施設スタッフの勉強会も行っている。
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看護師と保育士の関係について

就職時に看護師と保育士の協働ができるよう、面接時に伝えている。勤続年数が長い人が増

えてきている。勤続年数の長い保育士には、医療事務の資格を取るように勧めている。保育士・

看護師ともに種々の研究会・学会に参加し、また演題発表することでスキルアップできている。

病児保育利用者が所属する保育園や幼稚園で、病児保育に理解が乏しい場合はその園に伺い、

スタッフに説明や提案を行っている。
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医師が病児保育事ಅを行うᨥには、ܱោの中に確とした̮ࣞとڊˁのችᅕがᘙされている。

病児保育室ǫȳǬルーのଔ߷設長は、病児保育оにおƚるٻЎでの子ども病院付設病児保

育室のᇌちɥƛをኺ᬴している。病児保育で᪳かる子どものǄとんどはज़௨ၐであり、できるᨂ

りのज़௨ၐݣሊを行っていなƚればなǒないとのؕ本方ᤆかǒ、ǫȳǬルーの設設ͳは、病児

保育室のྸेにᡈい形で設ᚘされている。ᨠᩉ室だƚでなく、間ˁЏりをすると定Ճˌɥの部屋

がဇॖされ、μ室ଡ଼となってᆰൢの流れがᎋॾされている。Мဇ児のႇᅚかǒ病状ᡲዂᅚ

まで̾Кに一ႸでわかるǫーȇッǯスにまとǊǒれ、ɨ薬ሥྸ、食ཋアレルギーݣሊにもپが

なされている。᨟に医ၲ設で子どもを᪳かっているというᝧ˓ज़とჴ持がᘙれている。診ၲ

Ⴚኽの病児保育室は、病状࣯٭時ǁの安心ज़もٻきい。ଔ߷医師は、その場ᨂりになりやすい

一ᑍٳஹ診ၲとᢌって、病児保育では１日子どもを᪳かるだƚに、時間をかƚたていƶいな診察

を行うことを心がƚているとのことである。しかし、病児保育に᧙わるȉǯターフǣーは設定さ

れておǒƣ、μくのȜȩȳȆǣアであり、病児保育にかƚる時間がٶくなるǄどኺփႎにはᒊし

くなるともӻᩧされていた。ࣕٶな医師だƚでは、病児保育はりᇌたない。ǫȳǬルーでは、

ኺ᬴ᝅかなࢼݦჃ護師のᝡྂࡇはٻきい。Ⴣ護師でありながǒᝅ݈な保育ኺ᬴は、スタッフの

育指ݰと保護者ǁのΟしいࣖݣに生かされ、安心と̮᫂のเඡとなっている。医ၲᎰであるჃ護

師が、保育のྸࣞをྸᚐしてܱោすることかǒ保育Ⴣ護がڼまっており、病児保育に᧙わるスタ

ッフのあるǂきȢȇルの一つである。そのɥに、保育士ኺ᬴のある事ѦՃのᨽဇと、保育士スタ

ッフにも医ၲ事Ѧのをӕるようにᚘဒႎな᧙わりがなされているとのことであり、さǒにע

؏の保育࠷、טᆐטとのᡲઃǁのޒが待できる。

コ ラ ム
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楠　本　洋　子

１．運営にあたって大切にされていることについて
四恩学園という名前に示されているようにすべての「恩」に対し感謝し、応え報いる理念の

もと、今年で創立100年になる。いろいろな社会福祉事業を展開する中で、地域住民とともに

その時代のニーズに沿った事業という考えのもとで、「設備、人材（専門職）、機能を地域にど

のように展開していくか」を基本スタイルにしている。同敷地内に乳児院、保育園３園（うち

夜間１園）、児童館、高齢者デイサービスセンター、認知症対応型デイサービスセンター等が

ある。

「100年前の創設期に青年僧侶たちは何をもってこのスラムの地を救済しようとしたのか」を

考えた時、明治、大正初期の混乱期、近代国家に向け日本が躍進してゆく中で富裕層は財力・

知力・教養ともに充足し、一方で貧困に喘ぐ民はそこから抜け出すことができない。同じ社会

に住みながら交わることもなく離れ離れであることを社会の欠如とし、知識のある人はその知

識を、労働者は労力を、情操の高い人は比較的恵まれない人に働きかけを、互いに持っている

「ほとけごころ」を交換してより良い社会を作ることを唱えた。現在の福祉サービス、契約、

お客様の様子をみたら「そんなものではない」というであろう。近年、社会福祉法人が多く設

立され、また介護・保育業界は多様な供給主体の参入で大規模な法人も増えてきたように思え

るが、事業規模の拡大や利用者数の確保、いわゆる競争市場の中で四恩学園が目指すところを

しっかり見据えて職員が地域活動に主体的にかかわり、住民と共に歩んでゆきたいと思う。
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２．病後児保育事業を始めたきっかけについて
「病気になると保育所に行けない」という保護者ニーズが社会の声になった時期があった。

24年前に恩賜財団母子愛育会から病児デイケア・パイロット事業を委託され、当学園には乳児

院、保育園、診療所があり医師、看護師、保育士がいるので病後児保育の対応ができた。診療

所は昭和２年に開設され、当時の通称「釜ヶ崎」は公衆衛生の面でも赤痢など伝染病が流行し

やすい劣悪な環境であり、医療保険制度がない時代であったので医師に診て頂く事も出来ず十

分な対応もできなかった。僧侶達の熱き思いに共感された篤志家のご寄付により診療所ができ、

医師は大阪大学医学部が協力してくださったのが始まりである。現在もその名残として「無料

低額診療」があり野宿者や生活保護者を診療している。

３．病後児保育を20数年続けてこられてのご苦労について
病後児保育は保育所単体で考えると経済面でかなり厳しくしんどい事業である。しかし当学

園は施設の中で病後児保育をしているため、病後児保育利用者がいない日の担当保育士は保育

所で働くことができることや、高齢者施設があり看護師も多いので急な対処が可能であるとい

うのが大きい利点で長年続けてこられたと言える。

４．職員への配慮について
病児に対する知識を身に付けるため、保育士には全国病児保育協議会の研修を受け病児保育

専門士として病後児保育ができるようにしている。また看護師・保育士が常に情報を共有し子

どもや保護者に対して同じ対応をするように心がけている。

５．病後児への対応について
病後児保育には病児が１〜２日間家で安静にし、まだ保育所に行くには心配だと思われる保

護者が連れて来られることが多い。そのためできるだけ次の日は保育所に行けることを目指し

て、日課の生活リズムは元に戻せるようにしている。保育内容は年齢により異なるが、その日

１日の流れについて「こんな遊びをしようね」、「何時にお昼食べたら、お昼寝しようね」、「お

母さんは○時にお迎えに来られるからね」と伝えている。しかし病後児の症状に合わせて「ま

だしんどそうだな」と思ったら寝かせ、無理に起こしたりなどせず生活のリズムを整えるよう

にしている。

６．病後児で困ったことやその対応について
利用児の８割程度は当学園保育所の在所児であるため、病後児保育室も保育所の保健室のよ

うに入室でき、何かあれば担任の保育士に普段の様子を聞くこともできる。しかし外部の利用

149



児には人や場所といった環境が変わるのでずっと泣いている子どももいる。その場合は抱っこ

するなど一対一という対応でじっくり関わるようにしている。また一週間熱もなく安静にしな

くてもよい「とびひや骨折など」長期利用児になると病後児保育室のおもちゃに飽きてくる場

合には、保護者に「家のおもちゃを持ってきて」とお願いするなどの対応をしている。

７．保護者とのかかわりで大切にしていることについて
看護師としては病気についての心配ごと、子育ての先輩としては子育ての相談ごと、さらに

連携できる保育所での困りごとなどに対応している。具体的には「この洋服、季節に合ってな

いんじゃないかな」とか、薬をミルクに入れて飲ませる保護者には「ミルクに入れると残した

ら薬全部飲めないので、この方法は止めようよ」とかアドバイスしている。また「何回も何回

も病後児保育を利用しなくてはいけないので困っている」と言われる保護者には利用児のほと

んどは０歳・１歳児であることから、「３歳位までだから、もう少しだけ頑張り」と声をかけ

ている。

８．保護者とのかかわりで困っていることについて
一番困ることは、キャンセルの電話がないことである。病後児保育スタッフは受け入れの準

備をして待っているが、１時間位経ってから「保育所（学校）に行きました。」という連絡が

入る場合もあり、その間のスタッフはじっと待っていなければならないことである。

９．行政に求めることについて
保護者が病後児保育を使用したいというニーズと私たちが提供しているサービス間には大き

な差がある。子どもが熱を出したときは病児保育、熱が下がったら病後児保育に行くなど保護

者がその時々に選択すべき病児・病後児保育施設が少なく、結局「施設が遠いので家でみます」

となる。そのため各区で病児保育と病後児保育が保育所のように選択できる施設を増やして欲

しい。また小児科の医師で病児保育事業について詳しく理解されていない方がおられるようで

あるので、積極的に小児科の医師に働きかけていただきたい。

10．今後の課題について
利用児が毎日いるという状況であれば事業拡大も必要であるが現時点では十分な体制が整え

られない状態である。余談になるが今後ますます女性の社会進出、共働きが当たり前の時代に

なってゆく中、子育て支援等子どもを社会で見守り育てる活動が各地で展開されている。しか

し親子が共に過ごす時間と精神的なゆとりが少なくなっている上に、今まで地域社会の中枢で

あった専業主婦がいなくなった。以前は自治会、子ども会、PTAなど地域組織を主婦層が支え

150



ていた。近頃は「昼間、地域に大人がいない。」とよく耳にするが、各地域組織が弱体化して

ゆく中で地域の自治力、子育て力、介護力が低下するばかりである。これでは子どもが増える

筈もなく人口減少まっしぐらで、「子どもは国の宝・地域の宝」と言えなくなってきたようで

ある。先日、高校生達が「子育てについてのアンケート」を持って来園し、子育てクラブに来

られているママ達に「子育てで困っていることやしんどいことはないですか？」と質問したと

ころ、「子育てはしんどいことや困ることばかりじゃないよ」「確かに大変なことはあるけれど

それ以上に楽しい、嬉しいことがあるよ。それをアンケートにしてみたら」と言われていた。

四恩学園の事業は年5回発行する機関誌『ともだち』やホームページで発信している。そこ

で病後児保育も含め様々な行事、出来事、活動状況、寄付の報告等を行うが、「子育て、介護、

人の繋がりの大切さと素晴らしさ」がお伝えできたらいいと思っている。
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ᅈ˟ᅦᅍ法人ׄऍ学ט、ׄऍ学טʐ児院、病後児保育室のഩみは、日本のᅈ˟ᅦᅍ事ಅのഭӪ

とᚕっても過ᚕではない。ᡈ年、「ᅦᅍ」というᚕᓶはᅈ˟ႎに認ᜤされ、ᅈ˟ᅦᅍ法人やఇࡸ

˟ᅈሁ様ŷな事ಅ者がӋဒする時ˊとなった。しかしながǒ、ᅈ˟ᅦᅍ法人ׄऍ学טがоᇌされ

た100年Эの時ˊは、生にᡙわれ、ᡈ年のようなሊとしての保ᨦもೌМもない५ծ事ಅだっ

たのである。で事ಅ҄されるのはᡈ年であり、そのӕりኵみǁのџൢがいかに人ŷのࠎஓとな

ったかをᎋえなƚればなǒない。まさに、ʻとはൔǂようもないいであり、生者であるע؏

の方ŷに݃り添うᅦᅍのҾໜである。ᝢとの᧭いは、診ၲが設されたଯԧ２年当時もӷơ

であり、ᡫᆅ「ᤅȶ߃」のπᘌᘓ生状७はэफであった。当ながǒ子どもの育ちや病ൢ、保護

者のݼіは、ᝢの中でよりᛢ᫆がᙐᩃにかǒみあっていたといえる。ׄऍ学טは、そのことに

いちଔくᙻໜをあて、の事ಅにٻきくέがƚ、ᡈ年のᚕᓶでᚕう「ᅦᅍと医ၲのᡲઃ」、「子育

てのૅੲ」のܱោにბ手していったといえる。ᅈ˟ᅦᅍ法人ׄऍ学טは、いつの時ˊもٶ様なע

؏のȋーǺにࣖえるたǊにٶ様なӕりኵみをしている。ٶ様なܱោ、ཎにέᙸࣱがあるૼしいӕ

りኵみは、ט内の体С作りかǒ、ע؏のܱ७৭੮、ݦᧉ家とのᡲઃ、ᄂ̲など様ŷなᛢ᫆をΰ服

しなƚればなǒない。ཎに病後児保育は、保育ҥ体ではኺฎႎにᒊしく、Мဇ者のૠも日によ

ってفถがນしいܱ७である。設当時は、「病ൢの子どものことを、どのようにྸᚐするのか。」

「保護者ǁのࣖݣは、どうᎋえていくのか。」「病ൢの子どもや保護者をૅੲするたǊに、ט内の

体Сをどう作るのか。」「ט内だƚではなく、医ၲೞ᧙のྸᚐやע؏のݦᧉ家とᡲઃしていくには

どうするのか。」など、ٶくのᡞと᧭いながǒのܱោであったことをྸᚐする必要がある。「病

ൢの時は、ˁ事を休んで子どもに݃り添うǂきである」、「病ൢの子どもまでなƥ᪳るのか」ሁと

いったٳ部の٣は、保育者自៲のपみやᓹᕲでもあった。そこには、いつも「ᝢに݃り添うᅦ

ᅍ事ಅ、ע؏ᅦᅍであるかǒこそ、μての子どもやその家庭によりそったきが必要である。」

というഭˊ設長の̮ࣞがज़ơǒれる。ע؏ᅦᅍ事ಅのႆޒと子どもྸᚐȷ保護者ྸᚐにӕりኵ

まれてきたыጚはܱにٻきく、ዮ合ႎである。子どものたǊにྸेをਫ਼ƛ、必ƣܱោにኽびつƚ

てこǒれたۋに、心よりॖをᘙしたいと࣬う。

コ ラ ム
大　方　美　香



１．運営にあたってのきっかけや大切にされていることについて
それは園長自身が有休休暇を使い果して子育てに苦労した経験があり、また、かねてから病

後児保育に興味を持っていた。機会があればと考えていた折、葛飾区に病後児保育事業を実施

する計画が出たので、こちらの希望通り事業を受託することが出来た（本当にうれしそうな笑

顔で）。園舎の改修と併せて、平成16年から病後児保育事業をスタートした。

この砂原保育園は67年の歴史がある。病後児保育をすることで、保育園の保育そのものが充

実すると思っていた。それは０歳児保育が丁寧に行われているところは、病後児保育も丁寧に

保育することが出来る。また病後児保育が丁寧になされているところは、０歳児保育も丁寧で

あるという思いである。

現在保育士２名と看護師３人でシフトを組みながら勤務をおこなっている。看護師の定着が

なかなか難しい。考えられる理由は「病院で看護すること」と違って、保育園の看護師は「病

後児保育で保育をすること」が第一次的に重きが置かれるので、看護師と言う専門性だけでは

仕事が長続きしないのだろう。そのように考えているので、最初から「保育園の看護師の仕事

は保育も含まれます。」ときちんと伝え、子どものお世話を苦にしない人を採用している。そ

の効果があってからか、定着が良くなった。現在は保育士の資格を持つ看護師や、子育て中の

看護師という人材に恵まれた。

２．日々の保育で職員に配慮されていることについて
保育園の特別事業としての病後児保育である。病後児保育室と保育室は廊下でつながってい

て、病後児利用児の半分は砂原保育園の園児なので、普段の元気な姿を知っているので状態の
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2 社会福祉法人　砂原母の会　砂原保育園　病後児保育室とまと

平成27年12月15日（火）午後０時30分〜午後２時ヒアリング

砂原保育園　高橋広美園長、病後児保育担当保育士　西村理歩保育士



把握がしやすい。また、病後児担当職員は病後児の利用がないときなどは、通常の保育園業務

を手伝っている。こうすることで、職員同士の情報交換や職務内容の理解に繋がっている。

３．日々の保育において病後児に対して大切にされていることについて
普段と違う保育園に行くので、「家庭にいるような環境」を心がけている。保育内容は体調

が優れなかったり回復期なので、無理に遊びに誘わずその子のしたいように、ゆったりとくつ

ろげる保育を提供している。保育者の役割は「抱っこしてあげるね」「傍にいてあげるね」を

大切にしている。特に食事やお昼寝は、１人１人のペースに合わせて対応している。食事は保

育園なので、アレルギー代替食や離乳食などきちんと対応することが出来る。作りたての温か

いものを提供している。

本園以外の病後児保育を利用する子どもは、慣れない環境に置かれる。だからより一層その

病後児に寄り添うことが大事であると思う。

４．保護者との連携について
担当保育士が前月の利用状況や病気の時のワンポイントアドバイスをはがきサイズの「とま

と通信」として、で全登録者へ送っている。この「とまと通信」は現在127号になった。毎月

１回開設当時から続けていて、10年間地道にこの小さな通信を送っている。

今年度の後半は、本園の子よりも他園の子の利用が上回った。職員は、他園の病後児の場合

はより丁寧に病気の状態などを保護者へ伝えるようにしている。

一日の様子を写真と文章にして、保護者に渡している。

５．保育士と看護師が目指すところについて
病後児保育では看護師と保育士がいるので、両者の連携を大切にしている。看護師から子ど

もの胸の音の聴き方を教わったり、薬の効能や手当を教えてもらったりしていた。これは、病

後児保育の保育士が異動で保育園に戻った時にも役に立ち、保育園全体の保育看護も向上して

きたように思う。また、他園の病後児保育室から実習の依頼があったり、クリニック併設の病

児保育室の保育士の保育園実習を受けたりした。保育園の強みは健康児が０歳から６歳までい

ることである。元気な時の子どもの様子を知っているという事は、様子が違うという事に気が

付きやすいことでもある。

「病院の病児保育の保育士、看護師、職員」と「病後児保育の保育士、看護師、職員」、「保

育園の保育士、看護師、職員」をネットワークで交流し勉強しあい、「保育・看護について互

いに教え合うこと」が目指すところである。
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６．利用者の登録について
葛飾区では事前に登録をすることになっている。子どもが元気な時に病後児保育室に来ても

らい、その時の様子や保育室の様子などを知ってもらいたい。子どもの具合が悪くなってから

病後児保育に来るのは大変で、あらかじめ登録することですぐに利用することが出来る。

葛飾区では施設が増えたので保護者は複数園に登録する人が多くなり、住まいに近い病後児

保育を利用する人が増えた。

７．医師との勉強会や連絡について
葛飾区内の「葛飾病児・病後児保育協議会」のメンバーには区外も入っており、市川市や柏

市からも通ってきている。メンバーのクリニックのドクターから病気の話や医学的な知見を聞

けることは、参加メンバーにとっても貴重な時間で、最新の医学的な知識を学べる場として大

事にしている。

８．行政に望むことについて
葛飾区の理解もあって、医師会との調整は行政が行い、こちらの希望や医者側からの要望な

ど意見を聴いたり聞いてもらったりしている。先にあげた「葛飾病児・病後児保育協議会」の

開催の内一回は保育課の課長と担当者も出向いてくれ、私たちの意見を行政に届けられる場に

なっている。

９．今後の課題について
現在の課題は第一に「病後児保育を幼稚園にも広げること」である。当初、保育園児に限ら

れていて、２年前から利用児を幼稚園や認定こども園にも広げた。周知の為に努力しているが、

なかなか利用児が増えない状況である。子ども・子育て新制度になり、すべての子どもを対象

にしているのでこれから取り組むべき課題と思っている。

第二に「近隣の（たとえば、足立区の）子どもも受け入れるなど利用範囲を広域にしていき

たい」ことである。定員に空きがあるときは地域を越えて利用ができるようにしたい。そうす

ることで、病後児保育の稼働率が上がることと、他園から病後児保育利用児の受け入れにより、

砂原保育園のことを分かってもらう機会ともなり、本園のプラスになると考えられるからであ

る。

10．将来についての展望について
保育園で子どもを見てきた経験から、保護者に「子どもは病気しながら丈夫に育っていく」

と言いたい。初めての子育ては、子どもが病気の時はだれでもどうしてよいかあたふたしてし
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まう。しかし、考え方を変えると、そのような経験を通して、親も育てられていくと思ってほ

しい。

本園の病後児保育事業は親の就労支援のみならず、乳幼児の心の基礎をつくる子どもの発達

支援としても大事にしていきたい。現在葛飾区内には病児保育事業の事業所が10ヶ所あり、８

ヶ所が公設民営、他にクリニックと砂原保育園の２か所である。

地域を越えて病後児保育事業者同士のネットワークをつくることや、病児保育と病後児保育

のネットワークをつくることは今後のために益々必要になると考えている。すでに、新小岩わ

んぱくクリニックの病児保育室と保育園併設の病後児保育室の連携が始まっている。また、こ

の病児保育事業は施設長や理事長の理解が無ければ、事業を充実することは難しい。現場の熱

い思いを汲んで、事業がさらに発展する為にも、施設の長の役割や理解は重要である。

全国病児保育協議会の全国大会は、保育園併設型の病後児保育室にとって大事な勉強の場に

なっているため、必ず担当職員等をつれて参加し、その全国大会の情報は必ず地元に伝えてい

る。この大会は本園職員も大いに刺激を受け、実践発表をしたり全国の病後児保育担当者と意

見交換などをすることで、保育のやりがいやモチベーションアップにつながり、病後児保育に

とってなくてはならない研修の場となっている。

これからも全国病児保育協議会を通じて、病後児保育を活性化していきたい。
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長自ǒの体᬴ט、ų病後児保育室とまとはט16年、ᅈ˟ᅦᅍ法人ųჿҾ母の˟ųჿҾ保育

にؕƮいた「く人の子育てૅੲを」という̮ࣞのもと、いちଔくᓹ飾ғで病後児保育をᇌちɥ

ƛている。「ありのままに過ごす」、「おうちのように過ごす」という保育טоᇌྸࣞのもと、子

どもに݃り添う保育をႸ指し、ʐ児保育をٻЏにしたそのࡨ長ዴɥに病後児保育がある。そのఌ

ᢃփの中で、「0ബ児保育」にとって「病後児保育」は要であるとのטには、67年にบる保育ࡁ

ᙸᚐかǒである。いまでこそʐ児保育は、μႎに保育טの要ᛢ᫆であるが、ᅈ˟ႎなʐ児保

育ǁのྸᚐはここૠ年である。病後児保育ӷ様、「ʐ児は家庭養育ですǂき」、「ʐ児かǒ᪳ƚる

のはどうか」といったᅈ˟ႎͼӼがᙸǒれた。そのたǊ、「く人の子育てはᩊをಊǊ、ᅑ༵

母やᚃせきを᫂ǒƟるをࢽなかった」とᚕえる。ᡈ年のСࡇો᪃や子育てૅੲСࡇでは、保育

のႎਘٻがǒれ、3ബசの待ೞ児ᚐෞがྵ状である。病児保育室とまとは、家庭養育の

要ࣱを認Ǌつつも、一人一人によりそったʐ児保育と病後児保育はまさにᘙᘻ一体の事であると

いう。どちǒも医ၲとのᡲઃが൭Ǌǒれ、̾Кႎに子どもに݃り添うことが要でᙻໜはӷơと

ᚕっている。子どもは、Ψൢな時も病ൢやࢊっているときも一人一人ǁの̾К保育はӷơᙻໜで

あると༏くᛖǒれている。その̮ࣞは、病後児に݃り添えない保育は、ʐ児保育のឋを保てない

とまでᚕわしǊる。さǒに、子どもにとって遊びはٻЏだが、一日の長い生の中では、子ども

だかǒとྸに遊ばせればよいのではないという。「病ൢの時は˴もしなくてもよい」「තきたい

ときにはතƚばよい」ということをٻЏにしている。あたりまえかもしれないが、保育者のࢫл

は、「ひとりではなく、そばにいること」「ৼっこする事」であると、子どもが人と人のƵくもり

をज़ơるٻЏさをᅆՐしている。子どもは、このようなƵくもりある保育の中で、いつの時も（そ

れは病後であっても）「様ŷなٻ人とのЈ˟いかǒ学び、ᅈ˟にᢘࣖしていく」という。ྵܱには、

医ၲとのᡲઃは、病後児保育に૿いてはჃ護師と保育士のᡲઃにある。ီなるݦᧉࣱのٻ人が、

ӷơ子どもにӼかう時、ʝいのᢌいを認Ǌながǒݭし合いᡲઃしていくۋѬが൭Ǌǒれる。ま

た、ӷơ保育ט内である事は、ǯȩスの保育士と病後児保育室の保育士が、ʝいにऴإσஊを行

い、子どもྸᚐにؕƮいたᡲઃを行っていくۋѬが൭Ǌǒれる。様ŷな体Сǁのᛢ᫆をʈり越え

てྵנにᐱるӕりኵみにኽܱされたことにݣし服するものである。

コ ラ ム
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１．運営にあたってのきっかけや大切にされていることについて
葛飾区の研究会の代表が砂原保育園の高橋広美先生で、園長（岩井美恵子先生）が事務局を

している。

病後児保育事業は、園長自身も働きながら子育てをしてきた困難を思い、「子どもが病気の

ときの対応をきちんとすることによって、子育てを改善したいと思っていた時」に病後児保育

をさせていただくチャンスが訪れ、大喜びで始めさせていただいた事業である。本園は公設民

営で、葛飾区の補助で病後児保育の部屋を整備し建屋の環境は整備されたが、人的環境では苦

労した。最初の看護師のとき病後児が１人も来なくて辞められてしまった。続いて来られた看

護師は長期間医療現場におられた方であったので、若い保育士の子どもへの関わり方を見て、

病後児保育のあり方を考えていった。その年の大分県であった全国病児保育協議会全国大会に、

園長と看護師が参加し大きな刺激を受けた。そのやる気を持続するために本園の病後児保育情

報を年４回積極的に発信し、現在18号になるが、くちこみを合わせて利用者も増え、病後児保

育が軌道にのってきた。一般的には子どもが少しくらい体調が悪くても保育園に連れて行って

しまうが、日頃から近隣の保育園との連携をよくしておくことで、他園児でも体調が悪い時は

住吉保育園の病後児保育事業が対応できるようにしている。また病後児保育は０歳の病後児も

受け入れているので２週間に一度来ていただける嘱託医の存在は助かっている。

２．日々の保育において職員に配慮されていることについて
職員には全国的研修に必ず参加してもらい、さらに病後児保育へのモチベーションを上げる

ために感謝の言葉を口にすることと、それ以外に課題を提供してより上の仕事ができるように

している。また勤務時間はきちんと守るようにし、園長自身もはやく出勤し病後児保育の子ど
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もの状態をみるようにしている。

３．日々の保育において病後児に対して大切にされていることについて
大切にしていることは病後児を預かる環境を最適にすることである。具体的には病後児保育

室内の温度や湿度などを最適に管理することであり、人的環境として職員と保護者、子どもと

の信頼関係づくりをすることがあげられる。しかし初対面で良い関係をつくる信頼関係には努

力が必要となる。そのため、たとえば家で子どもが日ごろ呼ばれている名前で呼ぶと子どもと

の信頼関係は随分よくなることから、病後児の生活背景の情報を保護者などから前もって得て

おくことでスムーズな信頼を得るようにしている。

４．日々の病後児の保育で困ったことについて
アレルギーで１人だけ困ったことがある。前もって情報はあったのだが、その情報とは違う

アレルギーが出た。「ずんだ（大豆アレルギー）」なのだが、体調が悪かったせいでアレルギー

が出たようである。その後アレルギーで困ったことはない。

５．日々の保護者との関係について
保護者へ情報を発信するという情報開示を大切にしている。実際は記録での開示であるが、

たとえば子どもの発言で「だるく感じる」とか「ふらふらする」など子どもの主観なども保護

者に伝えることで信頼関係を得ることができている。困った保護者については、過去に一人だ

け思い込みの強い方がおられ、保護者対応は難しいと思ったことがある。

６．病後児保育を利用することの効果について
本園病後児保育は家庭的雰囲気の中、丁寧な看護と保育がなされているので、この保育環境

がすごくいいと思っている。また看護師の企画力はすばらしく、保護者への説明においても専

門的で親切で上手であるため保護者に安心感、信頼感を与えている。これらのことから保護者

が病後児保育を利用することで、子どもに対する看護力が増加し、子育てが楽になり、子育て

の手助けになっている。

７．キャンセルについて
本園の病後児保育定員は４名であり回復期は当然さまざまであるが、親御さん（保護者）は

子どもをよく見ているから見立てが合っていることが多いので、親御さん（保護者）の言うこ

とは大事にしている。それを基本に病気が治ってのキャンセルなら子どもにとっていいことで

あり、キャンセルが増えるのは、病気が流行する寒さきびしい季節だけである。またキャンセ
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ル待ちは区全体の地域ネットワークを活かして他の施設を紹介するという方法が考えられる

が、病後児保育同士のネットワークはなかなかつながらず、まだまだこれからである。

８．病後児保育に求めることについて
４年間の実践で感じているのは、初めて集団に入った０、１、２歳の子どもの半年から１年

間の利用状態を重要視することが大事だということである。この時期の子どもはよく病気をす

るので、この１年間しっかり病児保育や病後児保育などを上手に利用し、保護者が安心して働

くことができる環境をつくることが一番大切だと思っている。保護者が安心すれば子どもも安

心する。だからこの時期さえ乗り越えればあとは何度も病児保育や病後児保育を利用しないで

済む。この「産休・育休後、さらに半年仕事をセーブして子育てをすると、子どもが丈夫に育

ち、その後は死ぬほど仕事ができる、離職せずに済む」ということを私たちはお母さんに伝え

るとともに、社会にもっと知らせていく必要があるので、このことは広報で伝えたい。

９．行政に求めることについて
葛飾区は０歳児の病児保育、病後児保育についてとても理解がある。その中で提案したいこ

とは、０・１・２歳の利用料は半額にして欲しいということである。利用者負担は必要である

が、若いお母さんの子育て期の経済的に大変なときに２千円を１千円に減らすことができたら

病後児保育を気楽に利用できると思う。さらに他区からの「越境受入れ」は、区相互の判断に

なるが、区の境目の住民（病後児）については「越境受け入れ」を可能にするよう、行政に求

めたい。

10．これからの病後児保育について
葛飾区では９園が砂原保育園に学んで病後児保育を進めているので、「病後児保育の標準化」

ができ、「スキルアップ」ができている。今後は葛飾区以外の地域でも、病後児保育の組織（１

園で病後児保育を実施するのは寂しいので）ができるといいと思う。また保育園には医療の情

報が少ないので研修は大事であるため、全国病児保育協議会の全国大会には平成23年大分大会、

平成24年横浜大会、平成25年山口大会、平成26年東京大会、平成27年熊本大会に参加した。今

後は平成28年新潟大会、平成29年大阪大会が予定されている。大会に参加することはネットワ

ークづくり、組織づくり、そして勉強のきっかけになる。平成26年東京大会では実践発表をさ

せてもらい病後児保育の日々の保育に役立っている。平成28年新潟大会ではワークショップを

する予定である。
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11．今後の課題と展望について
課題としては医療機関とより密接な連携をしたいと思っている。葛飾病児・病後児保育協議

会の提案を葛飾区はよく聞き、改善に向けて検討していただいているが、病後児保育と医療機

関との交流はもっともっと必要だと思う。それと同時に、病後児保育ネットワークの進展のた

め、「保育園同士の病後児保育の情報発信・情報共有を実施し、連携をしよう」と、砂原保育

園と住吉保育園とは同じ方向で運営しており、区の手厚い保護のもとよい展望をもっているの

で今後も継続したい。
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ᅈ˟ᅦᅍ法人ųԧඡ˟ųᓹ飾ғ˰Ӵ保育טų病後児保育室たんぽぽは、「子どもが病ൢのとき

のࣖݣをきちんとすることによって、子育てをોծしたいと࣬っていた」というט長の࣬いをኽ

ܱした保育室である。行担当者の༏ॖと手ҽい保護のもと、それにԠࣖしたέのჿҾ保育ט「病

後児保育室とまと」とこの˰Ӵ保育ט「病児保育室たんぽぽ」はӷơ方Ӽでᢃփしている。ҥに

病後児を᪳かるという事ではない。保護者が病後児保育室をМဇするೞ˟に、あわせて「子ども

にݣするჃ護щがӼɥすること」、「子育ての担ज़がถݲし、子育てが楽しくなること」がႸႎ

である。「子育てૅੲ」や「食育」ሁとᚕわれるྵנであるが、ܱᨥは子どもが病ൢのときに˴

を食ǂさせてよいかがわかǒƣにᏢっこいものをɨえてしまい、病状をफ҄させることもある。

病後児保育室たんぽぽでは、「病ൢや体調ɧᑣの時には˴を食ǂさせてあƛたǒよいのかをᎋえ

ること、好きなものではいƚないこと」「子どもがƙƣるのにはॖԛがあること。ҥなるわがま

まではなく体調ɧᑣがᎋえǒれること」「子どもはしんどい時にはえたくなること」ሁ、様ŷ

な子育てに᧙するऴإが、Ⴣ護師と保育士がᡲઃする事によって、よりݦᧉႎなᙸעかǒႆ̮し

ていƚるようにѐщしている。また、病後児保育室たんぽぽのཎࣉの一つには、ؾǁのこだわ

りがある。φ体ႎには室内の温ࡇやࡇのஇᢘ҄などである。当ともいえるが、病院ではない

たǊ、Ψൢな子どもがᨼう保育טではともすればࣔれǒれがちなことともいえる。ᢃփ体Сはᓹ

飾ғの手ҽさにૅえǒれているが、Ⴣ護師の人確保にはᒊॾされてきたኺዾがある。そのた

Ǌ、人との᧙ࣱ̞を᠆とした人ႎؾ作りこそがᇹ一፯であると心をつくしている。病後児保育

をМဇする子どもは、保育טにおいてࠝ時נ܍するわƚではない。そのたǊ、Ⴣ護師のݦᧉࣱが

かしにくく、生きがいになりにくいჃ護師がٶくᙸ受ƚǒれるͼӼにある。保育טの子どもも

ԃǊたჃ護師のࢫлやჃ護師と保育士のᗡ合をႸ指してڠ᧭されている。その一つがᎰՃのμ

ᄂ̲ǁのӋьである。ѮѦ時間のܣやᄂ̲ǁのȢȁșーǷȧȳ確保など、いつもЭӼきな病後

児保育ǁのӕりኵみがᎰՃ体Сや保護者の安心ज़ǁとጟがっている。ʻ後のᛢ᫆やӕりኵみとし

ては、ᓹ飾ғμ体のע؏ȍッȈȯーǯやᓹ飾ғˌٳのע؏ᡲઃをನሰしていくことにある。また

˂の設をኰʼすることや病後児保育ӷ士のȍッȈȯーǯのನሰなどがあり、ૹૼなᙻໜでのӕ

りኵみのپが待される。

コ ラ ム
大　方　美　香



１．運営にあたってのきっかけや大切にされていることについて
夜間保育事業は昭和57年から始めた。日ごろから「保育所を19時以降も開けて欲しい」とい

う要請があったこと、当時実施していた「赤ちゃん110番」の悩み相談の中にも「保育所の終

わる時間が早い。もうちょっと延長してほしい」と、夜間保育の必要性を感じていた時、保育

所に対して「夜間保育」の声がかかり一番に手を挙げたが他は一園もなく児童養護施設の跡を

改装して「おばちゃん家
ち

」の雰囲気を持つ夜間保育園を開設した。大阪市で最初に認可された

夜間保育園である。夜間保育園の開設可能となった理由には、24時間勤務職員がいる乳児院が

あり、看護師、児童養護施設経験の職員もおり、診療所があり食事のケアができ人員の配置が

できたことで生活型の夜間保育園ができたと言える。それは保護者の方がお迎えにこられる夜

の時間に乳児院の灯りが温かく迎えてくれる環境があったということでもある。開設当時迎え

のない場合は、乳児院に預けることもあったが、現在は21時頃のお迎えが多く、たまに22時前

の方がおられる程度である。

２．職員養成と勤務について
現在の保育士は預かる人数により３〜４人と調理師１人が受け持っている。

夜間保育担当者は夜の勤務であるため、いきなり22時までの勤務をお願いできない。まず近

くから通う職員に対して少しずつ時間を遅くして慣れてもらうようにしている。また勤務形態

は、児童養護施設や乳児院などの勤務はローテーションできるが、夜間保育勤務にはローテー

ションはなく常に遅い勤務となっている。しかし乳児院には深夜勤務があるが、夜間保育園は

22時までのためまだ楽と言える。また行事などで早く出勤すると中休憩を取っている。
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夜間保育については当初児童養護施設に作るべきだという意見があったように、夜間保育は

社会的養護の仕事であると考えると保育園の位置づけがもっときっちりできた。しかし教育機

関では夜の保育士の仕事内容はあまり伝えられていないように感じる。

３．研修について
全国夜間保育園連盟経験交流研究会に毎年参加している。同じ職場に勤務する保育士が同じ

ような悩みをもつ分科会に参加し、熱い思いを語って「明日からまた頑張ろう」と思い研修を

終えてくる。次回は東京である。

４．職員への配慮について
職員は少人数なので結束力がある一方で人間関係や仕事の悩みによりバランスが崩れること

もあるのでできるだけ互いに話ができる環境を整えている。また、夜遅くの勤務が多いので生

活リズム、体調管理にも気をつけている。

５．日々の利用児へのかかわりで大切にされていることについて
利用児たちには上の学年のお兄ちゃんやお姉ちゃんと一緒に過ごすことで実質的な家庭での

学びができる場となっている。そのお兄ちゃんやお姉ちゃんなどに何かしてもらった時などは

いつも言葉に出して「ありがとう」と言って、感謝する気持ちを大切にするように伝えている。

けんかについては子どもはけんかをしながら大きくなるものであると考えており、「叩かれた

ら痛い」ということが分かると「手加減すること」を学ぶことになるので、ケガにならない程

度まで見守るようにしている。噛んだりする小さい子どもには、繰り返し相手の気持ちを伝え

るようにしている。

一日２食を夜間保育で食べるが、たとえばお箸の持ち方にしても、家庭のある子どもたちで

あるので、家庭できちんとした基礎のある上に教えるようにしている。

ある時、大きくなって学童保育に行くようになった元利用児が来て、先生の助手をしてくれ

たりして先生を助けていることもあり、人の役に立っているという思いがあるようだ。「お月見」

や「花火大会」などができるのも夜間保育ならでの行事と言える。

６．利用児の保護者について
開設当時の保護者に夜間学校の先生がおられ子どもを預け仕事をよく頑張られていた。最近

利用される保護者の職種も変化して音楽の先生、介護関係者、助産師、歯科衛生士、製造関係、

看護師助手などで、外国籍の方もおられる。また母子家庭が３分の１で、父子家庭が１組おら

れる。お迎えは仕事を終わっての帰りであるので、疲労やストレスから気持ちにイライラ感が
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あり子どもに対して素っ気ない方もおられる。職員が連絡事項を言っても「そんなこと聞いて

ません」ということもある。できるだけプリントにしたり、掲示にしたりするが、「聞いてま

せん」と言われるとそれ以上は何も言えない状態になる。また外国籍のお父さんの言葉が片言

であるため分かりにくいところは、日本人のお母さんに電話をしたりお迎えの時に聞き直した

りといった対応をしている。しかし保護者からのクレームはほとんどなく、保護者の方が年上

の場合が多いので、やさしいまなざしで若い職員を見て下さっているようである。現在は開設

当初からすれば孫の代になり、先日俳優になった先輩（元利用者）が訪ねて来られ、自身が出

演する劇に児童養護施設の子どもたちを招待してくださった。当時の親御さんも一緒に来られ

て「当時は助かったわ」と言ってくださった。

７．保護者へのかかわりで大切にされていることについて
保護者の方は仕事で疲れた顔でお迎えに来られるので、せめて職員は「おかえりなさい」と

笑顔でお迎えするように心がけている。「その日のお子さんの様子」などのお話しをして、保

護者の方がほっとできる時間が持てるようにしている。職員がそのような対応ができるには職

員自身が夜型になる必要がある。

８．登録制について
夜間保育利用に関しては基本的には登録制であるが、当保育園の園児に関しては併設のため、

保護者が急に出張になったなどの場合は夜間保育を引き受けている。外部の方は健康診断など

を受診してもらう必要があるので、急な夜間保育は引き受けていない。

９．事業を続けるための条件や今後の課題について
現在の当園の親御さんはとてもいい方が多いので子どもがいい。行事をしても親御さんが一

緒になって喜んでくださる。以前の親御さんであれば、子どもは演技をするが親はただ座って

いるだけといった方もおられたが、今は一緒に参加されるのでいいなと思う。

時代によって世間は変わっていくので当然親も変わってくる。それと同様に保育園に対する

要求も変化しその要求についていかないといけない。しかし大事にしなければいけないのは、

保育の質であり、毎日一緒に笑って暮らせるなどの日々の積み重ねが大切であると言える。

当園は「社会福祉法人なので、困っている人を助ける」ということを主旨とするのが本道で

ある。行政に求めるには限度があり難しいので、地域の方と一緒になって共助、自助をやり、

100年の歴史があって「制度が後からついてくる」ということをしてきた実績があるため、こ

のスタイルは継続したいと思っている。親が子どもを育てるのは自然の摂理なのに子どもを育

てられない親が増え、保育に欠ける子どもが増えていると言われていることや将来15年後少子
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化で子どもの数は減っていくが、児童養護施設利用者は減少しないと言われていることに対し

て我々がどのように役立っていくかということや、社会福祉が行政に「優先順位をつけられて

いいのか」ということが今後の課題である。

10．将来展望について
運営面についてはニーズに合わせていくということが一番であるため、夜間保育に限らずそ

の時の最高のもので応えていく力をつけていかないといけないと思っている。実際、深夜に及

ぶ利用者の希望については地域の方がどのように考えているかによって柔軟に考えていきた

い。夜間保育のスピリットは守りつつ、形態は変化していかないといけないのではないかと考

えている。例えば利用時間なども就労の時間帯が小刻みになってきているのに合わせていける

のかといったことなど工夫をしていかなければいけないと考えると面白い。

さらに保育園のスタイルをどのようにするのかを考えるのが重要ではないかと思う。民間の

保育園が入ってくることで、様々なサービスができてくる中で、譲れない意思を持つ必要があ

ると思っている。

現場の保育については日々いろんな夢もあるが、子どもも職員も明日も行きたいなあ、働き

に行きたいなあと思えるような「夜間保育園」にしたいと思っている。現場はいろんなことが

あって大変であるが、子どもたちが今日も楽しかったから、明日はこんなことをして遊ぼうと

いうことにつなげる、職員も今日はこんな注意されたけど自分のいたらなかった事や注意され

た理由を理解ができるように、また明日につなげていこうと思えるような研修をしていきたい

と思う。人と人とのつながりを大切にしながら頑張っていきたい。

四恩みろく保育園開園して32年になりました。当時「赤ちゃん110番」を開設していて保育

時間が８時までなら仕事を続けられるとの相談が多く、夜間保育設立の小ざくら保育園（岡山）

及び、だん王保育園（京都）を金戸述前理事長と光子園長で見学訪問し、信ヶ原先生御夫妻か

ら夜間保育の熱意あるお話をお伺いした後、昭和57年８月１日開園することになった。

第１回だん王保育園に於いて夜間保育最初の会合で園長先生方の保育に対する熱意と信ヶ原

先生を中心に全国に同士がおられることを心強く感じた。
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ᅈ˟ᅦᅍ法人ųׄऍ学טųׄऍみǖくٸ間保育טは、ଯԧ57年、ࠊ᧵ٻでஇИに認ӧされたٸ

間保育である。ٻきなཎࣉは、「おばちゃんの家」のᩎൢを持つٸ間保育טであることにある。

すなわち、子どもや保護者が、ٸ間というଢ଼さをज़ơることのないᩎൢをٻЏにしたい、昼間

の保育を受ƚた子どもが家に࠙るような場にしたいというИˊの設長の̮ࣞがӒପされたٸ

間保育のؾとなっている。そのƵくもりは᨟にᘙれている。̊えば、ٻきなおԏは子ど

もᢋがٻ好きな場である。また、ٸ間保育のᆰ間であるؾನは、家庭のǭッȁȳがしつ

ǒえǒれ、小さなုの部屋、ࡔ下とのؾのᆸはɺくくりƵかれており、いかにも「保育室である」

というؾにはしないという࣬いをज़ơる。昼間のᡫࠝ保育をኳえた子どもが「ただいま」と࠙

ってくる様がႸにූかƿような、ᨂりなく「家」にᡈいؾǁのこだわりとоॖپをज़ơる場

となっている。おいているおもちゃや遊φもあえて昼間の保育室とはီなるように配ॾされ、

季節やע؏の૨҄ႎ行事をॖᜤした内容、家庭でΩڶڻࢂがやりとりするようなǫルタやお手ྚ、

さいこǖǲーȠなどがဇॖされ、年齢をឬえた遊び体᬴がかなうようになっている。さǒに、ᨩ

するʐ児院がある事により、24時間ଢるい᧙、24時間保育士がࠝᬟしている保育士の安心ज़、

医ၲೞ᧙とのᡲઃのしやすさなどዮ合ႎなע؏ᅦᅍを行っているׄऍ学טなǒではのјௐが᨟

にᙸされた。また、ᢃփ体Сとしても、ٸ間ѮѦは昼間の保育ѮѦのようなȭーȆーǷȧȳと

はいかないが、ᨩするʐ児院のᎰՃのנ܍が安心ज़となっている。また、日いてくれるӷơ

保育者であるという安心ज़が子どもや保護者の̮᫂ज़となり、家庭ႎ保育をすすǊる保育者自៲

のȢȁșーǷȧȳともなっている。ٸ間保育は、児ᇜ養護設がするというႆेも当Иあった

ようだが、昼間の保育にᡫうӷơ子どもであり、ᡲઃはǉしǖٸ間保育だかǒできる事とᚕ

える。かつてМဇされた保護者かǒは「本当にяかった」「ஊᩊかった」という٣がٶૠ݃せǒ

れている。μての子どもをݣᝋとして子育てのૅੲをᎋえるとき、μての保護者のݼіをǤȡー

Ǹする必要がある。ٸ間保育はਘٻする必要はないが、ע؏のܱ७にࣖơた受ƚႤとして必要で

あることは間ᢌいない。ただし、ҥなる保育のࡨ長ではなく、子どものᇌ場にᇌった家庭ႎな場

としてのᙻໜがあってこそである。「Сࡇは後かǒついてくる」というע؏ᅦᅍや子どものܱ

७にұしたۋѬにᏮࠞする。

コ ラ ム
大　方　美　香



運営にあたって大切にされている理念や夜間保育事業実施のきっかけについて
どろんこ保育園の運営理念は、「子どもとその家族が、精神的、身体的、経済的、社会的、

文化的に自立するように支援すること」であり、保育理念は「子どもが、精神的、身体的、社

会的、文化的に自立することをめざし、自己肯定感や自己構築力を培うこと」である。これら

の特徴は、“子どもの幸せは、家族の幸せ” 特に母親の幸せと不可分であると考え「ファミリ

ー・ウェルビーイング」という言葉を使って「子どもとその家族が “自立して活き活きと” 生

活すること」を支援することにある。

夜間保育の認可設立に当たっては、生活保護を受けて生きるのではなく「自分の力で生きる

こと」や、児童養護施設に子どもを預けて働くのではなく「子どもと一緒に生きること」を願

う母親たちの明るく真摯に生きる姿勢が、設立に向けての原動力であった。夜間保育は昭和57

年５月に開園し33年が経過した。無認可の夜間保育時代まで加えると42年経過したことになる。

無認可の当初保育時間は午後５時から深夜３時であったが、しばしば朝までが保育時間であっ

た。現在の夜間保育の開所時間は延長保育を含め午前７時から深夜２時までである。

夜間保育が認可されるまでについて
無認可保育園ではいくら頑張っても、保育料は認可保育園の最高額の二倍、子どもの処遇は

認可保育園の二分の一が精一杯であった。「夜間にも認可の保育園を」を合言葉に認可運動を

開始し、議員さんへのお願い、福岡市への陳情、署名集め等をする中、「前例がない、最低基

準を満たしていない」とする行政の壁を不思議なくらいの幸運で突破した。やっと認可にたど

りついた時は、協力してくれた母親たちはもういなかった。「うちの子はたぶん認可の恩恵は

受けられんばってん、後から来るもんに同じ苦労はさせとうなかもんね」と署名活動に走り回
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ってくれたある母子家庭の母親の言葉である。

夜間保育で大切にされていることについて
夜間保育の子どもは、昼間保育の子どもと異なる特別の存在ではなく、昼間保育の子どもと

同じ子どもである。保育を必要としている点で何の差もなく、むしろ夜間であるがゆえに、よ

り切実に保育を必要としている。低年齢であるがゆえに切実に保育を必要としている未満児と

同じである。子どもの貧困が社会問題化している現実を冷静に見つめれば、夜間保育は子ども

にとって望ましくないのではなく、手厚い夜間保育ほど子どもにとって望ましいのである。「す

べての子どもにひとしく生きる権利、育つ権利を保障する」ことこそ私たち大人の義務である

と考えている。

さらに子どもの幸せは母親の幸せであり家族の幸せである。保育園に長時間子どもを預ける

こと（長時間の母子分離）は子どもにとって望ましくないという理由だけで、単身家庭の親を

短時間しか働けないようにするよりは、長時間であっても工夫して子どもの負担をできるだけ

軽減できる保育を実施し、子どもとその家族が経済的に自立できるように支援するのが保育園

の使命であると考えている。

夜間保育の勤務と職員養成について
現在保育士の勤務時間は週40時間であり、保育園の保育開園時間は11時間であり、延長保育

も制度化されている。そのため子どもを預かる保育士と、保育を受け持つ保育士と、お迎え時

の保育士が異なる状況が日常的に起こった。そこで当園では平成３年より「１日10時間労働で

週４日勤務の週休３日制」を実施したところ、子どもを預かる時とお迎えの時に同じ保育士が

保護者と応対できる機会が増加した。保育士間の引き継ぎ回数も減少し、「つぎはぎ保育」は

かなり解消した。この方法が実現したのは、同一園内に昼間保育と夜間保育が併設されている

からである。

職員養成については、深夜に及ぶ保育士には「１．保護者の仕事、生き方を肯定的に理解す

ること。なぜなら、子どもは身の回りの環境を保育士の気分まで含めてそっくりそのまま吸収

するので、保育士自身が夜間保育や延長保育を積極的にプラス思考しない限り、当園の保育は

できない。」「２．保育の時間帯や長時間保育が子どもの発達に関係ないといっても、実際には、

親も子も無理をしているのは事実であるため、一般の保育園より質の高い保育が要求される。」

の二点を求めている。

日々の保育で大切にされていることについて
８時間勤務の場合、夜間の保育士が午後から保育を引き継ぐと当然元気で活発な保育になる。
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しかし「週休３日制」の１日10時間勤務は、夕方になると保育士は子どもと同様に疲れてくる

ので、自然に無理のない保育ができてくるようになる。そのため子どもたちへの適切な保育を

行う良い方法のひとつとして実施している。また家庭での生活を含めた上で一日の生活リズム

に考慮して、登園時間によるクラス編成を行っている。

夜間保育における研修について
全国的研修としては年１回実施される「全国夜間保育園経験交流研修会」に職員は参加して

いる。昨年は２月に「『変えていいこと、変えていけないこと』〜子ども・子育て支援新制度

に向けて」をテーマに神奈川県で実施された。厚生労働省・保育課長により、平成27年４月施

行の子ども・子育て支援新制度についての説明があり、新制度は夜間保育を利用する保護者を

含め夜間保育にとって “是” か “否” かと、熱い討議が行われた。

また当保育園内では毎年10回以上日曜日に職員研修を開いている。例年１回目は「本園の運

営理念・保育理念と保育力の向上・職員の資質について」と、３時間の実技講習「救急救命訓

練」を実施している。

食育について
保育園の特性、独自性の一つに「和食中心の玄米食」がある。和食は日本の風土の中で長い

年月をかけて培われてきた最善の食事であるとともに日本人に最も適合している。また玄米は

生きている（白米は地面に落ちたら腐るが、玄米は生きているから芽を出す）から人間の生命

力そのものになる。さらに減無農薬野菜を使用し、食品添加物を取らないように心がけている。

食器においては子どもの手の大きさに合わせた割れる陶器を使用し、使用食器数は年齢に合わ

せて５〜６個である。また食事時間は、園児の生活時間帯のずれに考慮し、クラスごとに時間

をずらしたり、クラス内でも時間をずらしたりして、異なる対応をしている。

利用児とその保護者について
夜間保育を利用する保護者は経済的な理由で夜間働く必要がある人であり、ひとり親家庭が

多い。そのため夜間保育は保護者にとって子どもをひとりにしないで家庭同様に安心して過ご

させる環境であって、子どもにとっても安全な場所、時間となっている。

夜間保育の登録制について
申込書を福祉事務所に提出し、入園が承諾されたら園で説明を受け、確認書を提出する。園

医の健康診断書を受け、必要に応じて慣らし保育ができる。
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夜間保育を今後どのように進めていくか将来展望について
全国夜間保育園連盟から2000年に出された『夜間保育の子どもへの影響及び今後の課題に関

する報告書』の結論は、「認可の夜間保育園における子どもの発達状態には、保育の形態や時

間帯や長さは関係なく、子どもの発達に適した育児環境が用意されているかどうか、保護者の

相談相手がいるかどうか、保護者が育児に対する自信を持てるかどうか、などが強く関連して

いる」ということであった。その上で、「育児環境と保護者に充分に配慮することができれば、

保育の質の担保された認可保育所での夜間保育は、子どもの心身の発達に悪影響を及ぼさない

ばかりか、子どもとその保護者双方とも精神的にサポートしていける」としている。よって、

今後も、定員や敷地面積等の物理的な制約があるなか、制度内に安住することなく、制度の切

れ目や制度外にも目を向け、福祉の心を忘れずに「保育を必要とする全ての子どもにひとしく

保育を保障する」努力を続け、自信を持って夜間保育、延長保育に取り組む所存である。
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○保育園で楽しかったこと（児童）
活動、行事
・お泊り保育、相撲を見に行ったこと、どろんこまつりでお店をしたこと。
・運動会、自分たちでお茶を作ったこと、遠足、海に行けたこと。
・田植えとか自然とふれあえたこと、校区の行事にたくさん参加できた。
・いろいろな園と交流ができた、さとうきび収穫、園長先生の家に泊まりに行ったこと。
・簡単な勉強も楽しかった、刺繍ができるようになった。
・モーモーランドで馬に乗ったりしました、パン作り、クッキー作り、山笠。

○保育園に行ったことで、何か役に立ったこと
対人関係
・お友達が出来た、人付き合いがしやすくなった。
・友達が増えたこと、友達との関わり方、人と仲良くすること。
・どの年代でも平等に接せれる、人と協力すること、小さい子と遊べる。
保育園での活動
・国の名前を覚えられた、刺繍ができるようになった、障害者に優しくなれた。
・好き嫌いの食べ物がなくなった、体力がついた、三つあみができる。
・刺繍をしてクラブや縫物がうまくいった！！
・料理とか物を作ること、いろいろな体験できてよかった(役に立った)と思う。
・年長くらいの活動が1年生の勉強に役立った、ひらがなをすぐ覚えることができた。
・字が書けるようになった、文字を教えてもらった、地図などの活動をしたから学校でとても分かりやすい！
・保育園で国の旗を覚えていたから学校でも役に立った、国をパズルで覚えたので社会で生かせた。
・テストで100点がとれた、1000の位の足し算ができるようになった、スムーズに学習ができる。
・小学1年生の最初の内容をしていたから授業で発表ができたこと。

○保育園を利用してよかった点（保護者）
保育園での活動、体験
・多くの友だちと先生といろんな場所でいろんな体験をさせてもらったこと。
・いろんな行事があり、他園を比較するととてもよかったと思っている。
・田舎の学校ですので田植えや稲刈り等あり、保育園での経験が大分役に立てたと思います。
　ほかの保育園では体験できない数々の体験ができてよかったと思います。
　遠足などの戸外活動が多く、のびのび育ったような気がします。
・稲刈りなどの日頃経験できないことを体験できた。
　モンテッソーリ教育を通じて達成する喜びを知ることができた。
・私がたぶんしてあげられないこと(田植え、納豆づくり、包丁や針使いなど)
　たくさん経験させていただきました。
友だちや人とのかかわり、集団生活
・年下の子と一緒のクラスだったので、今も年下のこの面倒をみるのが好きみたいです。
・異年齢の子どもと抵抗なく遊べる点。
・誰とでもすぐに仲良くなれ、自分の言いたいことを表に出せる子になった。
・小さな子供やお年寄りに優しくできる。
・たくさんの人と関わったこと。
・縦割り教育だったため目上の人とのかかわりや年下の子への思いやりが自然にできた点。
生きる力の育成
・社会性に強く自立している。
・規則正しい生活、社会性が身に付き、何でも自分でよくしてくれる。
・社会性が早い時期から身についたと思う。
・思いやりとか物を大事にすること。
・気が利く。人の真心を心から喜んで大切にできる。
・人を思いやる気持ちがもてた。「ありがとう」と言われる喜びを知ることができた。
・自立心が小さなときから身に付き生きていく力になった。

※保育パワーアップ研究会
　　学童フォローアップ調査より

第２どろんこ夜間保育園卒園児・保護者へのアンケート結果
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ᅈ˟ᅦᅍ法人ųׄ季の˟ųᇹ2どǖんこٸ間保育טは、ଯԧ57年にטされ33年になるが、

認ӧのٸ間保育ט時ˊかǒᡫ算42年のܱጚがある。ྵנのٸ間保育は、ҜЭ7時かǒข2ٸ時まで

であるが、当時はҜ後5時かǒข3ٸ時までであったという。閉時Цは、ମʻの保育ではҜ後

5時はᡫࠝ、Ҝ後7時は一ᑍ҄されているが、当時は5時でもかったのである。行のҽいُは

もちǖんのこと、「子どもをٸ間᪳かるなどᎋえǒれない」ሁというᅈ˟μ体の᩼ᩊと᧭いなが

ǒのᢃփであったことをࣔれてはなǒない。その̮ࣞは、子どもとその家ଈが「自ᇌして生き生

きと生する」ことをૅੲするたǊである。「保護者がଢるくჇઋに生きるۋがҾѣщであった。」

と༏くᛖるט長のۋがҮᝋႎであった。ٸ間保育とᚕうと保護者のたǊであり、子どものことを

ᎋえていないようなᛚᚐがあるのではないだǖうか。「ٸ間保育の子どもは、昼間の子どもとီ

なるཎКなנ܍ではなく、昼間の子どもとӷơ子どもである。」、「ٸ間であるがゆえに、よりЏ

ܱに保育を必要としているのである。」という。子どものᝢがいまだに、ǉしǖྵˊはよりข

Цなᅈ˟であるがゆえに、子どもの࠳せをᫍってჇઋにӕりኵんでこǒれたנ܍のښขさをज़ơ

入る。さǒにཎᇿすǂきは、「長時間であってもپして子どもの担を᠉ถしながǒ保育をܱ

する。」、「子どもとその家ଈがኺฎႎに自ᇌできるようにૅੲするのが保育טの̅ԡである。」

という。まさに、ע؏のܱ७にఌƟしたᚕᓶのみである。そのپとは、まƣٸ間でもଢるく

ༀǒされたཋ、やわǒかいႉ༏໊にࢢǒれた室内。子どもや保護者が、ٸ間の݁しさやଢ଼さを

ज़ơないήのؾである。また、ႇט時間によってǯȩスዻを行い、食事時間も子どもの生

時間のƣれにᎋॾしてǯȩスごとの時間ࠀやǯȩス内の時間ࠀ調ૢを行っている。ٸ間保育担当

者は、ᡵ休3日の1日10時間ѮѦをܱし、保育者ǁの配ॾとともに子どもの生ȪǺȠとあわせ

ることによって、ٸ間Ψൢ過Ɨないここちよさがあるྸのない保育をܱ。ٸ間保育の保育者

は、࠙ែのᢃ᠃はせƣ、タǯǷーで࠙ܡするようになっている。「ٸ間保育は、より一ޖ、ឋの

Ϊܱが必要である。」というᎋえはᬍރ一ᝦしており、ٸ間保育のᛢ᫆をΰ服していくたǊ、ܱ

७にؕƮいたپはጁ݅でٶ様であり、そのыጚはܱにٻきい。μٸ間保育טᡲႱ（2000年）

の「ٸ間保育の子どもǁのࢨ᪪ӏびʻ後のᛢ᫆に᧙するإԓ」によると、「育児ؾと保護者

にҗЎに配ॾすることができれば、保育のឋの担保された認ӧ保育でのٸ間保育は、फࢨ᪪を

ӏǅさない」という。保護者もまたԠࣖするようにᛗܱに、ٸ間保育の時間内に必ƣ迎えにஹる

と聞き、ښขい内ႎࣖሉࣱにᏟが༏くなった。

コ ラ ム
大　方　美　香
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第６章　展望編　今回の調査研究を通した課題と展望

木野　稔　　大方　美香

Ⅰ．病児保育
１．はじめに

本調査の目的および方法は第１章で述べているが、①②（①病児保育事業を実施する自治体

事業についてのヒアリング調査及び施設見学により実地調査を行う②関係団体、医療関係、保

育所に書面による調査を行う）を通じて多様な運営主体や運営方針により実施されているとい

う今日的課題を明確にした。また、病児保育は単独で行われる事業ではなく、保育所や病院併

設が多く、今後もそのような形態の病児保育が広がる可能性について明らかになった。一方、

その運用は利用者の求める利便性等の利用しやすさに対応しているのかどうか、運営面は家賃

と基礎となる人件費の多くが行政からの財政的支援により供給されているが、今日の現代的課

題として自治体の考え方や財政による格差がある。すなわち、利用が不安定な病児保育事業は、

利用料金だけに依拠した運営は不可能であるという仮説に基づき今回の実態調査を行ったが課

題が明確になったといえる。看護師や病児保育士の配置についても実態調査を行ったが、自治

体の考え方や財政によって格差がある。病児保育事業が有する課題は、ニーズの高まりがある

にも関わらず、その理念が社会に浸透せず、企業側の正確な理解や行政からの支援（財政およ

び運営・広報）が十分に得られていないことである。

２．本調査から見た、病児対応型と病後児対応型および設置形態別の具体的課題
ほとんどの病児保育施設では開所日が週５〜６日であり、開所時間は午前８時台〜午後６時

台と長時間になっており、実施要綱にある配置（看護師は利用児童おおむね10人につき１名、

保育士を利用児童おおむね３人につき１名）以上の人員確保が必要である。さらに、乳児およ

び感染症流行状況によっては、さらに現状では対応が厳しいと思われる。保育所併設施設にお

いては、医師が不在であることは仕方ないが、看護師、保育士の確保においては処遇の低さが

目立つ。担当保育士の、乳幼児の病気に関する研修については、医療機関併設よりも保育所併

設の施設の方が厳しい。連携している機関については、病児保育を実施している機関同士と何

らかの形で連携していることがわかるが、一般保育所、幼稚園や学校、児童相談所などの機関

とはほとんど関係がない。特に医療機関併設では、保育所との情報を共有しているのは非常に

少ない。病気の時の子どもについては把握できているが、日常の健康時の子どもの状態につい

ては保護者からの情報のみとなっている施設が多い。病児保育施設が保育所と連携することで

どのようなメリットがあるのかを明らかにしていく必要がある。運転資金については、「足り
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ていない」としているものが多かった。医療機関併設型、単独施設は病児保育事業のための専

用施設で行っている所が多いが、一方保育所併設型では専用コーナーの比率が多く、感染症対

策上利用が困難な状況である。医療機関併設型においても、部屋数や人員に限りがある施設で、

感染症の種類が多くなると対応が難しい状況だということがわかる。障害児についてはほとん

どの施設で受け入れている。１歳未満の乳児や障害児を病児保育として受け入れるのは、保護

者にとっては安心して預けることができると思われるが、病児を預かる側にとっては十分な人

員が必要となるだろう。利用人数では、年間を通じて、病児対応型が病後児対応型の３倍以上

の利用数がある。特にインフルエンザが流行する冬季では病児対応型が増えるのに反し、病後

児対応型で減少するのは特徴的である。また、キャンセル数が多いのも、病児保育事業の特徴

であり、キャンセル料を取らない施設がほとんどであるだけでなく、キャンセル待ちへの対応

等で事務作業が著しく煩雑となっている。病児保育事業の普及促進のための工夫については、

医療機関併設では、隔離室の整備など感染予防の工夫、インターネットのサイトを開設などが

紹介されている。保育所併設では、小児科などに病児保育の案内ポスターを配布する普及促進、

保育士や看護師の人員確保のための工夫、限られた部屋数を最大限に活用するような工夫など

が具体的に述べられていた。

３．地域小児医療からの視点
現在わが国では、全ての家庭に対して「子育ては社会全体で」という理念のもと、多様な育

児支援策が施行されている。しかし、子どもの数は30年連続で減り続け、出生数は100万人と

なり、保育所の待機児童は低年齢化して一向に解消していない。一方、児童虐待相談件数はう

なぎ上りに増え、死亡する乳幼児事例が相次いている。相談数の増加にも関わらず、施設入所

や里親は増えず、在宅率が漸増し、地域での支援が不可欠となっている。虐待発生には、親の

社会的孤立、生活ストレス、愛着形成不全が主要条件として存在すると言われるが、子育てで

親が最も困難を感じるのは子どもが病気の時であり、特に夜間は親子のストレスと孤立感がピ

ークに達する。そのような時こそ、保育のみならず小児医療は育児支援の視点から、子どもに

関係する福祉や教育行政機関、地域社会と連携して専門的役割を担うことが期待される。病児

保育に関わる医師は、小児科医と内科医が中心であるが、地域でかかりつけ医として医療を担

いながら、信念と使命感を持ってボランティア活動を行っている。一方、医療の進歩と健康増

進の推進により、小児医療自体も大きく変わろうとしている。すなわち、ａ）ワクチン接種等

予防医療が拡充し疾患（感染症）は軽症で治療は少なくなる、ｂ）先天性と難治性疾患に対す

る高度医療（診断および治療）はさらに進む、ｃ）発達障害や重症心身障害児に対する医療的

ケアと社会的サポートは益々必要となる、ｄ）救急医療と思春期医療では、臨床心理士、医療

保育士、MSW等を配置しトータルケアを行うことになる、ｅ）養育力に視点をおいて地域の
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見守りへつなぐ必要が大きくなる。以上のことから、これからの小児医療は治療よりも育児を

含めた療育支援への関わりが大きくなると予想される。

４．なぜ小児科医が病児保育を行うのか
中野こども病院では、24時間：365日態勢で小児救急医療を行う一方で、病児保育室を併設

している。平成26年時点で、定員６名の年間利用実績は約1,200名であるが、キャンセルと満

室お断り数を加えると、実際利用の約1.5倍のニーズとなる。年齢は１歳台を中心に乳児から

６歳以上まで幅広く、１回あたりの利用日数は平均1.4日、病気の子どもを病児保育室に預け

っぱなしという状況ではない。むしろ、子どもの病状に応じた遊びと家庭看護の仕方や日常の

過ごし方を体験し学ぶ場となっている。さらに、利用の際には通園する保育園での連絡ノート

を共有し、保育の連続性を保つよう努力している。病児保育を利用する前には登録を行うこと

になっているが、登録時に予防接種歴や成長発達の様子を母子健康手帳で確認し、子育て相談

の側面も有している。事前登録者数は３千人を超えているが、登録しても実際に利用するのは

半数にも満たないということは、地域における医療拠点としての病児保育室に連なっているこ

と自体が、子育てのセーフティネットの役目を果たし、親子にとって安心感を醸成していると

思われる。本来の病児保育の意義は、単に病気の子どもを親に代わって預かるというものでは

ない。子どもが病気の時に家庭や保育、教育施設でどのように子どもの基本的生活を保障する

かが問われているのであり、その医療実践の場が病児保育である。今なぜ、病児保育が必要な

のかを列挙する、①ワークライフバランスの実現に向けた育児と就労の両立支援、②核家族化

（地域社会における相互扶助の崩壊）・少子化・育児体験の欠如から、社会で子育てを支援する、

③母子の愛着をより強固にして、親子の成長を促す（育児不安と困難は病気の時に最も高まり、

具体的かつ適切な指導が必要）、④子どもには総合的なケアを受ける権利がある。小児科医と

しては、この内③の愛着形成をより強固にする、④の子どもの権利を保障することが、特に重

要であると考えている。

５．小児科医からみた展望
今後、男女共同参画社会が実現し、育児休業や看護休暇制度など社会基盤の整備が進み、子

どもを取り巻く環境が充実することが望まれる。そうすれば最後に最も必要とされ期待される

子育て支援が、小児救急や病児保育など小児医療の専門家が関わる施策となるであろう（究極

の育児支援）。ようやく就労支援策として認知されだした病児保育であるが、本質的には子ど

もが病気の時に家庭や保育、教育施設でどのように子どもの基本的生活を保障するかが問われ

ている。すなわち、量の確保とともに病児保育事業の質の向上が求められる。そのためには、

医療と保育に関わる専門職種の協働体として子育てを保障するセーフティネットの構築が必要
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であり、医師が担う役割は大きい。地域医療を担う医師が病児保育に関わる際に、医療と行政、

福祉（保育）がどのように連携するべきか、以下あるべき姿としてまとめ、一般社会にも理解

が広がることを願う。

①　全ての病児保育実施事業所において、提携する協力医療機関を設置し明記すること

現在の厚労省病児保育事業実施要綱では、病児対応型、病後児対応型、体調不良児型、非施

設型（訪問型）と四種に類別される。主に病児対応型では医療機関併設型であり、医師の協力

は得やすいが、保育園併設型や単独型では協力医療機関（指導医）との連携が不明瞭である。

さらに、NPO法人等で国の助成事業によらずに行われている場合には、全くその実態が把握

されていない。事業実施要綱には、自治体と医療機関との連携が留意事項として掲げられてい

るが、その役割と責任に対する内容と処遇が明瞭でない。事業を行う主体である自治体と委託

される事業者は、地区医師会および医療機関とに対し病児保育に関わる際には契約を締結すべ

きである。

②　かかりつけ医から発行される医師連絡票（診療情報提供書）を有効活用すること

病児保育を利用するには、事前登録とともに当日までにかかりつけ医から医師連絡票（診療

情報提供書）を受けることになっている。疾病罹患児を保育するわけであり、医師から診断名

と治療内容および保育利用に際しての注意事項を記した診療情報の提供は欠かせない。そのた

め医師連絡票の作成にともない、かかりつけ医は診療情報提供料を保険請求できることになっ

ている。病児保育事業者は個々の利用者について、診療情報提供に対する返書（病児の１日の

様子を記す）を作成し、かかりつけ医に返すべきである。地域医療連携の一つの形態として、

かかりつけ医、利用者、病児保育事業者および自治体は、日々の病児保育においても連携を明

確に行うべきである。

③　質を確保するための人材育成と研修事業を義務化すること

病児保育を利用する対象児は当面症状の急変を認めない乳幼児となっているが、ほとんどは

日常感染症であり、担当する従事者は、医師の診察以降に保育中の様子を把握し適切に対応す

る必要がある。保育士はある程度看護と感染症予防の知識を有し、看護師は保育マインドを理

解することが求められる。医療機関併設型、保育園併設型、独立型など、形態別に各々の従業

員に向けて、医師会が関与する研修会を定期的に行うべきである。病児と病後児など用語に対

する理解と認識を共有するなど、かかりつけ医も参加する研修会が望ましい。行政と事業者は

医師会とともに研修内容を企画し、病児保育における保育看護のあり方を考え、安全安心な事

業を提供するとともに、充実する人材育成に努力しなければならない。
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④　病児保育を地域包括子育てステーションと位置づけ制度化すること

現在、国は高齢者に対して住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステムの構築を目指している。病児保育、特に医療機関併設型施設が地域における

セーフティネットの役割を果たすとすれば、医療と福祉および保健予防を一体的に提供する子

育て支援の基地（ステーション）となり得る。現在、医療機関併設型と保育園併設型等が並列

しているが、実際の利用数には大きな隔たりがある（保育園併設型では医療機関併設型の三分

の一の利用数でしかない）。ステーションを中心としたネットワークを構築することにより、

両型の施設が連携して共に有効に機能し、保育保健の向上が期待される。

⑤　一般社会、企業に対して、育児支援における病児保育事業者と医療機関の役割を周知し、

理解と支援を求めること

わが国では、子どもの病気のための看護休暇制度（年間５日）を導入することは企業の努力

義務でしかなく、実際に取得する者は３割にも満たず、日数も保育所に入所した年においては

年間５日では不十分である。また、核家族化と地域の相互扶助力の低下により看護休暇とはい

うものの、実際には母親にとっては休暇になっていないと考えるべきである。病児をかかえて

相談できる相手がいない中での不安や苛立ちは、仕事への意欲が低下する要因になる。病児の

日常生活の仕方やケア方法については、母親に対する専門家の支援が必要である。女性の社会

進出が今後さらに進む中で、一般社会や企業は病児保育事業に理解を示し、遅刻や早退にでき

る限り対応できるよう支援すべきである。同時に、補助金の財源として、企業が年金などと一

緒に国に収めている子育て拠出金の割合を増やすべきである。

平成27年春から子ども・子育て支援新制度のもと、子育て世代においても地域包括支援セン

ターを整備し、ワンストップ拠点として、保健師、ソーシャルワーカ等を配置してきめ細やか

な支援により、「安心感」を醸成するとされている。残念ながら、その中に小児医療機関や病

児保育施設は想定されていない。今後、最も必要とされる子育て支援は、小児救急や病児保育

など小児医療の専門家が関わる育児支援医療となるであろう。そのためには、一刻も早く子ど

もの権利を保障するための法整備を行い、子どものための国の予算を増やして、育児支援事業

に小児科医が関わりやすくすることが求められている。最後に、これからの小児医療が育児支

援を行う上での展望を、小児科医からの提言としてまとめた。
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Ⅱ．夜間保育
認可夜間保育園利用者の家庭背景はさまざまであるが、地域による深夜利用率の差がある。

繁華街等夜間営業を余儀なくされている地域の必要性と専門職の職場が近隣である場合とでは

全く意味が異なる。近年、大都市では多様な深夜型のスーパーやコンビにといった就労場所が

拡大している。大型店舗やチェーン展開する商店との競争はより深夜化した店舗の増加にも繋

がる。従来の繁華街とは異なり、手軽に主婦層が就労しやすい場所になってきたといえよう。

離婚家庭やひとり親家庭が増加傾向にある中で、このような手軽に就労できる場所の存在はこ

れからの認可夜間保育所のありようを変えていく可能性がある。ただし、その多くは就労不安

定な仕事である場合が多く、低賃金の非正規雇用であることや養育費をもらえない一人親家庭

が多数であることからも構造的社会的養護の問題が垣間見える。認可夜間保育は、単に長時間

という視点だけではなく大人社会の実情を照らし出す鏡であると考えなければならない。利用

していなくても、子どもの夜間生活はどのような実情かを考える時代ではないか。昼間の保育

所利用が、すでに朝７時から夜19時が特別ではなくなってきている。まさに12時間を保育所で

過ごしている。さらに０歳からの12時間利用者はむしろ多いとさえいえる。子育て困難な時代

の社会的要請は、単に時間の長さの議論や数や量の議論にとどまらず、その課題内容として、

虐待やネグレクトといった要養護児童の連鎖を抑止する内容でなければならないといえる。子

ども時代の認可夜間保育園における原体験が寒々しいものではなく、「一緒にお風呂に入った

思い出」「昼間の保育から移行したときには、家庭的雰囲気で『お帰り』と迎えてくれる人や

場所がある」など「なつかしい」と思える保育の質が問われる。それはまた保護者にとっても

夜間、深夜に「お帰り」と迎えてくれる場所であることが癒しとなって子どもに還元される。

夜間保育から見える子育ての実情は、人事ではなくいずれ訪れるかもしれない実情といえる。

就学前の段階で、認可夜間保育園は、社会的養護ケアや関係機関との接続が今後の課題であり、

子どもの貧困への救済への可能性を含む場と言える。子ども自身が幸せになるための生活活動

や遊び活動の保障、そこでの体験が生きる力となっていくのである。

Ⅲ．ベビーホテル
子どもは家族や家庭が抱える課題から多様な影響を受けざるを得ない。保護者の利用実態は、

認可夜間保育所であってもむしろ「はいりにくい」「利用したくない」「わかってもらえない」

などという考えもある。マイノリティーの子どもを受け入れていく文化的側面が認可夜間保育

園には求められるが、一方ではマジョリティーの人々が持つ生活文化における「幸せ感」に違

和感やしんどさを覚えあえてベビーホテルを選択している人々がいることを忘れてはならない

課題である。保護者の就労に合わせて保育所は何時までが望ましいという議論もあるが、一方

では、保護者が抱える「仕事」「就労」の意味を真摯に考え対応しなければならない時代であ
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る。保育実践は、「全ての子ども」、「全ての家庭における生活文化」を尊重できる内容である

ことが大切である。保護者にとっては預ける場所かもしれないが、そこでの生活活動や遊び活

動によって子ども自身が未来の自分にむかって自身が持てるように配慮することが保育の要で

ある。ベビーホテルは認可されていない場所である場合が多い。しかしながら、なぜそのほう

が利用しやすいのか、利用する家庭の存在こそが子どもの貧困対策として課題を包括している

のではないか。無認可が受け皿となっている実情や課題を考えなければ子どもの貧困は救えな

いのではないか。マイノリティーの子どもを受け入れていく文化的側面を保育の場はもたなけ

れば、未来に向かって子どもが社会に貢献することは難しくなる。いかなる場所であっても、

子ども自身がぬくもりを持って人に受け入れてもらう保育実践が求められる。

参考文献：「夜間保育とこどもたち」全国夜間保育園連盟　監修、櫻井慶一　編集　

　　　　　北大路書房　2014.2.20初
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平成26年度
病児保育、夜間保育、ベビーホテルの

利用実態に関する調査票
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��� 病児保育事業にᦠわる⫋ဨの⫋✀と㞠⏝ᙧែのそれࡒれのேᩘをごグධください。㠀ᖖのሙ

ྜは㐌のົ᪥ᩘを㸦� � 㸧にごグධください。�

⫋✀（他の㈨᱁）� ྜィேᩘ� ᖖேᩘ� 㐌ఱ᪥� 㠀ᖖேᩘ�

་ᖌ� � � （㐌� ᪥）� � � �
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ಖᖌ、ຓ⏘ᖌ�

� �
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�
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䐟 看護師➼（助⏘師䞉保師➼）1人に䛴き、児童㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 人 
䐠 看護師の人ᩘ䠖㻌 㻌 1㻌 㐺ᙜである㻌 㻌 2㻌 㐺ᙜでない㻌 㻌  
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ճ ಖ⫱ኈ �ேつࡁඣ❺� � � � � ே�

䐢 保育士の人ᩘ䠖㻌 㻌 1㻌 㐺ᙜである㻌 㻌 㻌 2㻌 㐺ᙜでない㻌 㻌  
2を㑅䜣䛰⌮⏤（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）㻌
㻌

��� 病児保育事業ᢸ当⪅の �ࣨ᭶あたりのᖹᆒே௳㈝についてごグධください。�

�

 
��� 病児保育事業ᢸ当⪅のฎ㐝についてごグධください。�

1㻌 の䜎䜎でよい㻌 㻌 㻌 2㻌 改善する必要がある㻌  
2を㑅䜣䛰᪉、どのような改善が必要です䛛。（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）㻌
㻌

㸦��㸧保育ᢸ当⪅は病児保育に関する◊ಟにཧຍしていますか。�

1㻌 ཧຍしている㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ཧຍしていない㻌 㻌  
䠍を㑅䜣䛰᪉、どのようなෆᐜの研修にཧຍしてい䜎す䛛。（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
㻌 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����他ᶵ関との㐃ᦠはありますか。㐃ᦠᶵ関の番号にۑをしてください。�

1㻌 保育所㻌 㻌 㻌 2㻌 病㝔㻌 㻌 㻌 3㻌 デ療所㻌 㻌 㻌 4㻌 児童相談所㻌 㻌 㻌 5㻌 ᗂ⛶ᅬ㻌 㻌 㻌 6 ㄆᐃこどもᅬ 
7㻌 ᑠ学ᰯ㻌 㻌 㻌 8㻌 䛭の（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
㻌

����病児保育⏝≧ἣなどᏊどࡶについてのሗを保育ᡤとඹ᭷していますか。�

1㻌 ඹ᭷している㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ඹ᭷していない㻌 㻌

㻌

����保育ᡤే設ᆺのሙྜのࡳお⟅࠼ください。⥭ᛴのᑐᛂをして࠼ࡽࡶる་ᖌの協力はあります�

か。�
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1㻌 ある㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ない 
あるሙྜ、それはどࡽࡕですか。�

1㻌 კク医㻌 㻌 㻌 2㻌 ᥦ携医療機関㻌 㻌 㻌 3㻌 䛛䛛り䛴け医 
����病児保育の㐠Ⴀ㈨㔠についてはどのࡼうな≧ែですか。�

1㻌 ㊊りている㻌 㻌 㻌 2㻌 ㊊りていない�

����⏝ᩱ㔠についてごグධください。�

� ᪥の⏝ᩱ㔠�

� � � ᩱ㔠が設ᐃされているሙྜはごグධください。�

ᩱ㔠の✀㢮� 㔠㢠�

�

�

�

�

�

�

�

�

����病児保育を⏝できる᮲௳についてごグධください。�

子どものᖺ㱋䠖㻌 㻌 㻌 㻌 䞄᭶児䡚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ṓ児㻌 㻌

該当する番号にۑをグධしてください。㻌 㻌

᪥ᖖಖ⫱の≧ែ：� 1  ᅾ⡠ඣのࡳ� � 2� ၥࡎࢃ� � � 3� その他（� � � � � � ） 
ఫᡤᆅ� � � � ：� 1  ᡤᅾ⮬యの2 ࡳ� ၥࡎࢃ� � 3� その他（� � � � � � ） 

� � � � � 㞀ᐖඣの⏝� ：� 1  ⏝でࡁる� � 2� 㞀ᐖの⛬ᗘࡼって⏝で࡞ࡁいሙྜが࠶る 
3  ⏝で࡞ࡁい 

����病児保育の実施ሙᡤについてۑをつけてください。�

1㻌 ㈗施設の設䛥れ䛯専用ス䝨ース㻌 㻌 㻌 2㻌 病児保育ᴗの䛯めの専用施設 
䐟 1 とᅇ⟅䛥れ䛯᪉、専用ス䝨ースは施設のどこに設けてい䜎す䛛。 

（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌                                       㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
䐠 専用ス䝨ースの㛫ษりはどのようにษ䜙れてい䜎す䛛。ヱᙜする␒ྕに䕿を䛴けてく䛰䛥い。 

ヱᙜする␒ྕを䠍䛴䛰け㑅䜣で䕿を䛴けてく䛰䛥い。 
㻝 ᗋ䛛䜙ኳ䜎で⧅がっ䛯ቨでษ䜙れている㻌

㻞 ᗋ䛛䜙ኳ䜎で⧅がっ䛯ᅛᐃᘧ䝟ー䝔ー䝅䝵ンでษ䜙れている㻌

㻟 ᗋ䛛䜙ኳ䜎で⧅がっ䛯⛣ືᘧ䝟ー䝔ー䝅䝵ンでษ䜙れている㻌

㻠 ᗋ䛛䜙ኳ䜎で⧅がっ䛯䜹ー䝔ンでษ䜙れている㻌

㻡 ᗋ、ኳの୧᪉ཪは୍᪉が✵いているቨでษ䜙れている㻌

㻢 ᗋ、ኳの୧᪉ཪは୍᪉が✵いているᅛᐃᘧ䝟ー䝔ー䝅䝵ンでษ䜙れている㻌

㻣 ᗋ、ኳの୧᪉ཪは୍᪉が✵いている⛣ືᘧ䝟ー䝔ー䝅䝵ンでษ䜙れている㻌

㻤 ᗋ、ኳの୧᪉ཪは୍᪉が✵いている䜹ー䝔ンでษ䜙れている㻌

㻥 䛭の（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）㻌

����病児保育事業の実施ሙᡤの㒊ᒇᩘとྜィ㠃✚をごグධ下さい。�

� � � � � ಖ⫱ᐊ：� � � � 部屋� � � � � ㎡ 

ୡᖏの✀㢮� 㔠㢠�

�

�

�

�

�

�

�
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� � � � � 隔離の機能を持つ部屋：� � � � 部屋� � � � � ㎡ 
� � � � � その他（� � � � � の部屋）：� � � � 部屋� � � � � ㎡ 
㻌 㻌 � ����保育ᐊとྛ㒊ᒇの㛫ษりはどのࡼうにษࡽれていますか。それࡒれの㒊ᒇに当てはまるᯟ�

� � � � にۑをつけてください。�

�

� 床から天井まで繋がった壁で仕切られている� � � �

� 床から天井まで繋がった固定式パーテーションで仕切られている� � � �

� 床から天井まで繋がった移動式パーテーションで仕切られている� � � �

� 床から天井まで繋がったカーテンで仕切られている� � � �

� 床、天井の両方又は一方が空いている壁で仕切られている� � � �

� 床、天井の両方又は一方が空いている固定式パーテーションで仕

切られている�

� � �

� 床、天井の両方又は一方が空いている移動式パーテーションで仕

切られている�

� � �

� 床、天井の両方又は一方が空いているカーテンで仕切られている� � � �

� その他（� � � � � � � � � � � � � � � � ）� � � �

����病Ẽの✀㢮や≧にᛂࡌて、保育する㒊ᒇをศけて⏝していますか。該当する番号にۑをつ�

けてください。�

� � � �    1㻌 㒊ᒇを分けて用している㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  2㻌 できる㝈り㒊ᒇを分けて用している 
3㻌  㒊ᒇを分けて用していない㻌 㻌 㻌 㻌 4㻌 䛭の（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 

�� 施設のཷけධれ実ែについて�

��� ᖺ度のᖺ㱋ごとの᪂つⓏ㘓ᩘをごグධください。�

��� ᖺ度の⏝実⦼について、᭶ูのேᩘをごグධください。�

�

��� � ேの児❺が �ᅇの病Ẽで⏝するᖹᆒ⏝᪥ᩘをごグධください。�

1人ᖹᆒ（㻌 㻌 㻌 㻌  㻌 ）᪥㛫 
��� 病Ẽの✀㢮と≧について�

ᖺ度実⦼でᏊどࡶの病Ẽとしてከい㡰に㸱つ㑅ࢇでください。�

1ୖ気㐨⅖（ឤෑ䞉ဗ㢌⅖）㻌 㻌 2㻌 ᡥ᱈⅖㻌 㻌 㻌 3㻌 ᛴ性୰⪥⅖㻌 㻌 4㻌 ᛴ性気⟶ᨭ⅖ 
5㻌 ႍᜥ䞉ႍᜥ性気⟶ᨭ⅖㻌 㻌 6㻌 ឤᰁ性⫶⭠⅖（ྤୗ⑩）㻌 㻌 7㻌 インフルエンザ 
8㻌 Ỉ①㻌 㻌 9㻌 流行性⪥ୗ⭢⅖㻌 㻌 1�㻌 䛭の（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 

� � � 番� �� � � � 番� �� � � � 番� � �� � �

�

��� ௨下の病Ẽのうࡕ、㡸かࡽないࡇととしている病Ẽに該当する番号にۑをつけてください。�

㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧�
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1㻌 㯞⑈㻌 㻌 2㻌 流行性⤖⭷⅖㻌 㻌 㻌 3㻌 インフルエンザ㻌 㻌 㻌 4㻌 Ỉ①㻌 㻌 㻌 5㻌 䝜䝻䜴䜱ルス䞉䝻タ䜴䜱ルス㻌  
6㻌 䜰䝕䝜䜴䜱ルス㻌 㻌 7㻌 䝬イ䝁䝥䝷䝈䝬⫵⅖㻌 㻌 㻌 8㻌 ᡭ㊊ཱྀ病㻌 㻌 㻌 9㻌 ✺Ⓨ性Ⓨ⑈㻌 㻌  
 

��� ឤᰁᑐ⟇としてどのࡼうなࡇとを⾜ࡗていますか。実施している番号すてにۑをつけてく

だ�

さい。㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧�

1㻌 施設⊂⮬の䝬䝙䝳䜰ルがある㻌 㻌 㻌 2㻌 ᶆ‽ண㜵⟇をᚭᗏする㻌 㻌 3㻌 ྛ㒊ᒇの利用ἲをᕤኵしている㻌  
4㻌 ✵気Ύίჾの設置している㻌 㻌 㻌 5㻌 ᐃ期ⓗに研修をしている㻌 㻌 6㻌 ᢸᙜ者にண㜵᥋✀を່めている㻌 㻌  
7㻌 ᤣ置ᆺの⡆᫆✵気Ύίჾを設置㻌 㻌 㻌 8㻌 䛭の（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
 

��� ㄪ⌮ᐊについて該当するࡶのにۑをけて下さい。 
1㻌 病児保育ᴗ専用のㄪ⌮ᐊを設けている㻌 㻌   㻌 2㻌 ㈗施設➼のㄪ⌮ᐊとව用している 
 

�� ⏝ୡᖏ㸦保ㆤ⪅㸧の実ែと㓄៖について� � � � � � �

⌧ᅾ⏝⪅である保ㆤ⪅について、ྛ㡯┠にわかる⠊ᅖでお⟅࠼ください。�

��� 保ㆤ⪅が病児࣭病ᚋ児を⏝する⌮⏤について、どの程度あてはまるか、該当する番号にۑを

つけてください。�

�

1㻌 子どもの病気という⌮⏤でఇ䜏にくい⫋場である �� �� �� ��

2㻌 ᛴにఇ䜐ことが難しい⫋✀（⫋場）である �� �� �� ��

3㻌 子どもを㡸ける♽∗ẕやぶ䛫きがいない �� �� �� ��

4㻌 㠀常勤や䝟ートという㌟分でఇ䜐とが⥆け䜙れない �� �� �� ��

5㻌 子どものことでఇ䜐と⫋場に㏞ᝨが䛛䛛るとឤ䛨ている �� �� �� ��

6㻌 䜂とりぶᐙᗞである �� �� �� ��

7㻌 ⇕はないがᛴኚして保育所䛛䜙㟁ヰがあると困る �� �� �� ��

8㻌 䛭のの⌮⏤（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） �� �� �� ��

�

��� ⌧ᅾ、病児保育を⏝している保ㆤ⪅にとࡗて、下グの㡯┠について、どの程度あてはまるか、

該当する番号にۑをつけてください。�

�

1㻌 病児䞉病ᚋ児保育施設は利用しやすい場所にある �� �� �� ��

2㻌 Ⓩ㘓、⏦し㎸䜏などのᡭ⥆きは⡆༢である �� �� �� ��

3㻌 ⏦し㎸䜣でもண約できないことがከい �� �� �� ��

4㻌 病児保育時㛫をᘏ㛗してほしい �� �� �� ��

5㻌 ఇ᪥など㛤所᪥を増やしてほしい �� �� �� ��

6㻌 ᐃဨᩘを増やしてほしい �� �� �� ��

7㻌 ᑵ学児童も利用できるようにしてほしい �� �� �� ��

8㻌 病児や病ᚋ児に配៖し䛯保育をしても䜙っている �� �� �� ��
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9㻌 看護師、医師などの人ဨ体制を整えてほしい �� �� �� ��

1�㻌 Ᏻᚰして子どもを㡸けることができるとᛮっている �� �� �� ��

㻌

��� Ꮚどࡶの㓄៖やຓとしてどの程度できているとឤࡌますか。該当する番号にۑをつけてく

ださい。�

�

1㻌 子どもがᏳᚰしてⴠ䛱╔ける⎔ቃを整備している �� �� �� ��

2㻌 病気の≧にྜ䜟䛫䛯䜿䜰を行っている �� �� �� ��

3㻌 ⾨⏕㠃に䛴いて⣽ᚰのὀពをᡶっている �� �� �� ��

4㻌 の子どもにឤᰁしない䛯めの対⟇を行っている �� �� �� ��

5㻌 児童ᩘに対して看護師の人ᩘは㊊りている �� �� �� ��

6㻌 児童ᩘに対して保育士の人ᩘは㊊りている �� �� �� ��

7㻌 子どもがᗣな時の≧ἣもᢕᥱするようにしている �� �� �� ��

8㻌 病≧がᛴኚし䛯ときの対応を行っている �� �� �� ��

9㻌 保育ᐊ、䝧ッ䝗、㐟ලなどの設備は㊊りている �� �� �� ��

�

��� 保ㆤ⪅のᨭについてどの程度できていますか。該当する番号にۑをつけてください。�

�

1㻌 保護者が要ᮃする䜿䜰を行っている �� �� �� ��

2㻌 保護者との連⤡をᐦに行っている �� �� �� ��

3㻌 病気がᛴኚし䛯時の対応に䛴いてㄝ᫂を行っている �� �� �� ��

4㻌 ᐙ᪘やᐙᗞ⏕άに関するሗをᢕᥱしている �� �� �� ��

5㻌 子どものᗣ、ᰤ㣴、病気に䛴いての助ゝ➼をしている �� �� �� ��

6㻌 子育て⯡の相談を受けている �� �� �� ��

7㻌 子どもの≧ែによっては機関を⤂することがある �� �� �� ��

�

�� 病児保育のຠᯝについて�

病児保育事業を実施するࡇとで、どの程度のຠᯝがあࡗたと思われますか。該当する番号に〇をつけてく

ださい。�

�

1㻌 保護者の子育てとの୧❧の䛯めのᨭとなっている �� �� �� ��

2㻌 保護者や♫の䛯めのᑵປᨭとなっている �� �� �� ��

3㻌 病児䞉病ᚋ児のᗣ⟶⌮が十分にできる場所となっている �� �� �� ��

4㻌 困難をᢪえる䜂とりぶᐙᗞなどのᐙᗞᨭとなっている �� �� �� ��

5㻌 子育てᨭのᙺをᢸっている �� �� �� ��

6㻌 子どもが病気の時でもᏳᚰできる場所となっている �� �� �� ��
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7 
 

7㻌 子育てや病気の相談場所となっている �� �� �� ��

�

�� 病児保育に関する課題について�

病児保育の課題について、どの程度思われますか。該当する番号に〇をつけてください。�

�

1㻌 受け入れの制約が大きく、利用者が少ない �� �� �� ��

2㻌 医療機関や医師との連携が不十分である �� �� �� ��

3㻌 常勤の看護師を配置することが困難である �� �� �� ��

4㻌 スタッフ（看護師、保育士など）の確保が難しい �� �� �� ��

5㻌 補助金を増やしてほしい �� �� �� ��

6㻌 施設設備の充実が必要である �� �� �� ��

7㻌 病児保育としての専門性を高める必要がある �� �� �� ��

8㻌 スタッフの研修体制が不十分である �� �� �� ��

9㻌 関係機関（保育所、医療機関など）とのネットワークづくりが必
要である。 

�� �� �� ��

1�㻌 保護者にとっての利便性を整える必要がある �� �� �� ��

11㻌 インフルエンザなど流行時の対応が不十分である �� �� �� ��

12㻌 保護者によっては料金が高すぎて利用しにくい �� �� �� ��

13㻌 人件費などスタッフの処遇を改善する必要がある �� �� �� ��

14㻌 学童期の子どもの利用もできるようにすべきである �� �� �� ��

 
�� 病児保育事業の普及促進のためにお伺いします。簡便な施設設備で実施している事例あるいは工夫

があれば、お書き下さい。�

�

�

�

�

�� その他の課題や病児保育事業に関するご意見があれば、お書きください。�

�

 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。�
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1 
 

ᖹᡂ �� ᖺ度� 病児保育事業ᐇタ㸦体調不良児ᑐᛂᆺ㸧調ᰝ⚊�

�

�

�

�

�

� は、病児保育事業ᐇタ㸦体調不良児ᑐᛂᆺ㸧に関する調ᰝです。タ㛗または体ࢺ࣮ࢣࣥのࡇ

調不良児保育を担当する᪉がご記ධ下さい。調ᰝ時Ⅼは、ᖹᡂ �� ᖺ �� ᭶ � ᪥㸦㔠㸧⌧ᅾとします。ᮏ

調ᰝ⚊にご記ධのୖ、ᖹᡂ ��ᖺ �� ᭶ �� ᪥㸦㔠㸧ᾘ༳᭷ຠでご㏉㏦㢪います。�

�

�

の調ᰝ⚊のᅇ⟅者について、該当する⫋ྡの番号をࡇ �� �つ㑅ࢇで○をけてください。�

1㻌 タ㛗㻌 㻌 㻌 2㻌 体調不良児ᢸᙜ者㻌 㻌 3㻌 䛭の他（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
 

�� タ➼のᇶᮏሗについて�

はじࡵに、病児保育࣭病ᚋ児保育を㐠Ⴀされている㈗タのタ⨨≧ἣについておᑜࡡします。�

��� ㈗タのᡤᅾᆅをご記ධください。㻌

㒔㐨ᗓ┴ྡ（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）㻌 㻌 ᕷ༊ྡ（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）㻌 㻌 ⏫ᮧྡ（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）㻌 㻌  
 

��� ㈗タの保育ᡤㄆྍᖺと体調不良児保育の⿵ຓ事業㛤ጞᖺをご記ධください。�

保育ᡤㄆྍᖺ䞉䞉䞉㻌 䞉ᖹᡂ（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）ᖺ 
体調不良児保育（補助ᴗ㛤ጞᖺ）䞉䞉䞉㻌 㻌 ᖹᡂ（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）ᖺ 
 

��� ㈗タの⤒Ⴀ体について、該当する番号に○をけてください。㻌

㻌 1㻌 ᕷ⏫ᮧなどのබႠ㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ♫⚟♴ἲ人❧などのẸႠ（බタẸႠもྵ䜐）㻌
�

��� ධᡤ児❺のᐃဨをご記ධください。�

ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺᗘ 㻠᭶Ⅼ㻌 㻌 ᐃဨ数㻌 㻔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻕人㻌

�

��� 体調不良児はどのࡼう࡞⎔ቃで保育していますか。ᐇしている番号に○をご記ධください。�

1㻌 保育ᐊ㻌 㻌 㻌 2㻌 体調不良児ᑓ⏝の㒊ᒇ㻌 㻌 㻌 3保育ᐊ௨እの✵ᐊ䛷ఇませる㻌 㻌 㻌  
4㻌 ⫋ဨᐊ䛷のᑓ⏝䝁䞊䝘䞊㻌 㻌 㻌 5㻌 保育ᐊを䝟䞊䝔䞊䝅䝵䞁䛷ษる㻌 㻌 㻌  
6㻌 䛭の他（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
 

��� 体調不良児のᏊどࡶの≧としてከい㡰に㸱つ㑅ࢇでください。�

1Ⓨ⇕㻌 㻌 2㻌 ୗ⑩㻌 㻌 3㻌 ྤ㻌 㻌 4㻌 တ㻌 㻌 5㻌 ႍ㬆㻌 㻌 6㻌 Ⓨ⑈㻌 㻌 7 䛭の他（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
�

� � � 番� � � � � 番� � � � � 番� � � �

��� ┤㏆の �㐌間、体調不良児はఱேいましたか。�

㻝㻜 ᭶ 㻞㻢 ᪥（᭶）䡚㻝㻜 ᭶ 㻟㻝 ᪥（ᅵ）䞉䞉䞉合ィ（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ）人㻌
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2 
 

��� 体調不良児は、原則として通常のお迎えにくる保育時間まで預かっていますか。�

どちらかの番号１つに○をつけてください。�

1㻌 はい㻌 㻌 㻌 2㻌 いいえ 
2を選んだ方、どういう場合に、保護者のお迎えを求めますか。 
（㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ） 
 

��� 緊急時の医師の協力はありますか。どちらかの番号１つに○をつけてください。 
1㻌 ある㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ない 
 

����体調不良児保育の担当者は乳幼児の病気に関する研修に参加していますか 
1㻌 参加している㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 参加していない㻌 㻌  

㻌

㻌

�� 体調不良児保育について�

体調不良児保育における下記の項目について、どの程度感じていますか。該当する番号に○をつけてく

ださい。�

�

1㻌 体調不良児のための環境は整っている �� �� �� ��

2㻌 病気の症状に合わせたケアを行っている �� �� �� ��

3㻌 衛生面について細心の注意を払っている �� �� �� ��

4㻌 他の子どもに感染しないための対策を行っている �� �� �� ��

5㻌 看護師の人数は足りている �� �� �� ��

6㻌 保育士の人数は足りている �� �� �� ��

7㻌 補助金は足りている �� �� �� ��

8㻌 病状が急変したときの対応を行っている �� �� �� ��

 
�� 体調不良児保育事業に関するご意見があれば、お書きください。�

�

 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。�
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ᖹᡂ �� ᖺ度� 夜間保育ᡤㄪᰝ⚊�

�

�

�

�

�

夜間保育をᢸ当する保育ኈ㸦㐠Ⴀとࡣ夜間保育ᡤに関するㄪᰝ࡛す。タ㛗また、ࡣࢺ࣮ࢣࣥのࡇ

保育≧ἣを⌮ゎしている᪉㸧がごグධୗさい。ㄪᰝⅬࡣ、ᖹᡂ �� ᖺ �� ᭶ � ᪥㸦㔠㸧⌧ᅾとします。� � � � �

ᮏㄪᰝ⚊にごグධのୖ、ᖹᡂ �� ᖺ �� ᭶ �� ᪥㸦㔠㸧ᾘ༳᭷ຠ࡛ご㏉㏦㢪います。�

�

�

のㄪᰝ⚊のᅇ⟅⪅について、該当する⫋ྡの番号をࡇ �� � つ㑅ۑ࡛ࢇをけてください。�

1㻌 設㛗㻌 㻌 㻌 2㻌 夜間保育ᢸᙜ者㻌 㻌 3㻌 䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
 

�� タ➼のᇶᮏሗについて�

�。しますࡡに、夜間保育をᐇされている㈗タのタ⨨࣭㐠Ⴀ≧ἣについておᑜࡵࡌࡣ

��� ㈗タのᡤᅾᆅをごグධください。㻌

㒔㐨ᗓ┴ྡ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌 㻌 ᕷ༊ྡ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌 㻌 ⏫ᮧྡ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
 

��� ㈗タのㄆྍᖺと夜間保育事業の㛤ጞᖺをごグධください。ᖺ号の番号にۑをつけてください。�

保育ᡤ䞉䞉䞉䞉䞉ㄆྍᖺ㻌 䞉ᖹᡂ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ᖺ 
夜間保育䞉䞉䞉⿵ຓ事ᴗ㛤ጞᖺ㻌 䞉ᖹᡂ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ᖺ 
 

��� ㈗タの⤒Ⴀయについて、該当する番号にۑをけてください。㻌

1㻌 ♫⚟♴ἲ人㻌 㻌 2㻌 ᰴᘧ♫㻌 㻌 3㻌 ᭷㝈♫㻌 㻌 4䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
㻌

��� 夜間保育㛤ᡤ᪥と夜間保育間についてごグධください。㻌

㛤㻌 ᡤ㻌 ᪥䠖㻌 㐌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䠄㻌 㻌 㻌 㻌 ᭙᪥䡚㻌 㻌 㻌 㻌 ᭙᪥䠅㻌 㻌

㛤ᡤの᭙᪥の␒ྕに䕿を䠖㻌 1᭶㻌 㻌 2ⅆ㻌 㻌 3Ỉ㻌 㻌 4ᮌ㻌 㻌 5㻌 㔠㻌 㻌 6ᅵ㻌 㻌 7᪥㻌 㻌 8⚃᪥㻌
夜間保育ᡤとしての㛤ᡤ時間㻌 䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時㻌 䡚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時㻌

ᘏ㛗時間をྵめた㛤ᡤ時間㻌 㻌 䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時㻌 䡚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時㻌

㻌

��� �� ᭶ �� ᪥㸦᪥㸧㹼�� ᪥㸦ᅵ㸧の �㐌間に⏝したᏊどࡶのேᩘを間ごと࡛ごグධください。�

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌

��� �� ᭶ �� ᪥㸦᪥㸧㹼�� ᪥㸦ᅵ㸧の �㐌間の夜間の保育ኈの㓄⨨ேᩘをごグධください。�

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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�

��� 夜間保育のண⣙ࡣいつま࡛にཷけけますか。�

1㻌 㻌 1㐌間๓䜎で㻌 㻌 㻌 2㻌 ๓᪥䜎で㻌 㻌 㻌 3㻌 ᙜ᪥の㻌 㻌 㻌 時䜎で㻌 㻌 㻌 4㻌 い䛴でもྍ㻌  
5㻌 㻌 䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 

�

��� 夜間保育のᐇሙᡤについて、該当する番号にۑをつけてください。�

1㻌 保育ᐊの䠍ᐊ㻌 㻌 㻌 2㻌 保育ᡤෆの夜間保育専用の㒊ᒇ㻌 㻌 3㻌 䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌 㻌  
�

�

�� タのཷけධれᐇែについて�

��� ᖺ度のᖺ㱋ごとの夜間保育ᡤのඣ❺ᐃဨᩘをごグධください。�

�

��� ᖺ度の夜間の夜間保育⏝ᐇ⦼について、᭶ูのேᩘをごグධください。�

㻌 㻌

㻌 䠍㻌 㻌 㻌 㻝 ᪥の夜間保育を利用する子どもの人ᩘ㻌 㻌 㻌 䛚よ䛭㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 人㻌

㻌 䠎㻌 㻌 㻌 䠍人の子どもが夜間保育を 㻝 ᖺに利用する㢖ᗘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛚よ䛭㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᅇ㻌 㻌 㻌

�

�

��� ༗ᚋ �� ௨㝆ࡶᘏ㛗して保育をᐇしていますか。該当する番号にۑをつけてください。�

� 1㻌 ᘏ㛗している㻌 㻌 㻌 2㻌 ᘏ㛗してい䛺い 
䠍とᅇ⟅さ䜜た᪉䚸༗ᚋ 㻝㻜 時௨㝆の夜間保育をする保育士䚸保育⿵ຓ者の人ᩘ䛿㊊䜚てい䜎す䛛䚹㻌

㻌 1㻌 ㊊䜚ている㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ㊊䜚てい䛺い 
�

�

��� 夜間保育ᡤົの保育ኈのฎ㐝についておᑜࡡします。�

1㻌 の䜎䜎でよい㻌 㻌 㻌 2㻌 改善する必要がある㻌 㻌  
2㻌 を㑅䜣䛰᪉䚸どのよう䛺改善が必要です䛛䚹ල体ⓗに䛚᭩き䛟䛰さい䚹㻌
䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌

�

�

��� 夜間保育のたࡵの◊ಟࡣཧຍしていますか。�

1㻌 ཧຍしている㻌 㻌 㻌 2㻌 ཧຍしてい䛺い㻌 㻌  
1を㑅䜣䛰᪉䚸どのよう䛺ෆᐜの研修にཧຍしてい䜎す䛛 
䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 

�

�

�
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�� ⏝ୡᖏ㸦保ㆤ⪅㸧のᐇែについて� � � � � � �

⌧ᅾ⏝⪅࡛ある保ㆤ⪅について、ྛ㡯┠にࢃかる⠊ᅖ࡛お⟅えください。�

��� 保ㆤ⪅が夜間保育を⏝する⌮⏤について、どの程度あてࡣまるか、該当する番号にۑをつけ

てください。�

�

�

1㻌 ⫋ሙのົ時間が㛗い �� �� �� ��

2㻌 事の⤊ᴗ時間が㐜い �� �� �� ��

3㻌 夜ົの事である �� �� �� ��

4㻌 夜間に子どもを㡸䛡る♽∗ẕ䜔ぶせきがい䛺い �� �� �� ��

5㻌 ⤒῭ⓗ䛺⌮⏤で夜間にാ䛟必要がある �� �� �� ��

6㻌 䜂と䜚ぶᐙᗞである �� �� �� ��

7㻌 子育て㈇ᢸを㍍ῶするため �� �� �� ��

8㻌 夜間保育ᡤがᏳᚰできる䛛䜙 �� �� �� ��

9䛭のの⌮⏤䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 �� �� �� ��

�

��� 夜間保育を⏝する保ㆤ⪅ࡣ、ୗグの㡯┠についてどの程度ឤࡌているか、該当する番号にۑ

をつけてください。�

�

1㻌 保育設䛿利用し䜔すいሙᡤにある �� �� �� ��

2㻌 Ⓩ㘓䚸⏦し㎸䜏䛺どのᡭ⥆き䛿⡆༢である �� �� �� ��

3㻌 夜間保育時間をᘏ㛗してほしい �� �� �� ��

4㻌 夜間のᐃဨᩘをቑ䜔してほしい �� �� �� ��

5㻌 ఇ᪥も夜間保育してほしい �� �� �� ��

6㻌 急䛺対ᛂをしてほしい �� �� �� ��

7㻌 子どもにと䛳てᏳ䛺ሙᡤ䚸時間と䛺䛳ている �� �� �� ��

8㻌 夜間に㓄៖した保育をしても䜙䛳ている �� �� �� ��

9㻌 人ဨ体制をቑ䜔してほしい �� �� �� ��

1�保ㆤ者の事を⌮ゎして対ᛂしても䜙䛳ている �� �� �� ��

�

�� 関ಀᅋయとの㐃ᦠ、㐠Ⴀ、⟶⌮について�

⌧ᅾ⾜ࡗている他ᶵ関との㐃ᦠについて、該当する番号にۑをつけてください。�

��� ⥭ᛴの་ᖌの協力ࡣありますか�

1㻌 ある㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 䛺い 
 

��� 夜間保育を㐠Ⴀするにあたࡗて、ୗグの㡯┠についてどの程度考えているか、該当する番号に

〇をつけてください。�
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�

1㻌 ⿵ຓ㔠䛿㊊䜚ている �� �� �� ��

2㻌 夜間保育の⎔ቃ䛿ᩚ䛳ている �� �� �� ��

3㻌 人ဨ体制䛿㊊䜚ている �� �� �� ��

4㻌 保ㆤ者にと䛳て夜間保育利用ᩱ㔠䛿㐺している �� �� �� ��

5㻌 夜間保育時間䛿㐺している �� �� �� ��

�

�

�� 夜間保育の㓄៖について�

㸦㸯㸧�夜間保育の㓄៖の㡯┠について、どの程度࡛きているか、該当する番号に〇をつけてくだ�

さい。�

�

1㻌 ᐙᗞに㏆い⎔ቃをᩚ䛘ている �� �� �� ��

2㻌 Ᏻᚰできる㞺ᅖẼ䛵䛟䜚をしている �� �� �� ��

3㻌 子どもの体ㄪ⟶⌮䚸⾨⏕㠃にẼを䛴䛡ている �� �� �� ��

4㻌 緊急事ែの対ᛂに䛴いて⫋ဨが⌮ゎしている �� �� �� ��

5㻌 ኤ㣗䞉ᮅ㣗のෆᐜをᕤኵしている �� �� �� ��

6㻌 夜間のᏳ㠃䜈の対策をᙉしている �� �� �� ��

7㻌 保育士間のᘬ⥅䛞をᑀにしている �� �� �� ��

�

� � （２）その他、夜間保育の㓄៖に関して⊂⮬のྲྀり⤌ࡳがあればごグධください。�

�

�

�

�

�� 夜間保育のຠᯝについて�

夜間保育のຠᯝの㡯┠について、どのࡼうに考えているか該当する番号に〇をつけてください。�

�

1㻌 夜間でも子どもにと䛳てᏳ䛺ሙᡤ䚸時間と䛺䛳ている �� �� �� ��

2㻌 夜間でもᐙᗞとྠᵝにᏳᚰして㐣䛤す䛣とができる �� �� �� ��

3㻌 保ㆤ者䜈のᑵປᨭと䛺䛳ている �� �� �� ��

4㻌 夜間子どもを䜂と䜚にし䛺い䛣とに㈉⊩している �� �� �� ��

5㻌 䜂と䜚ぶᐙᗞ䜈のᨭと䛺䛳ている �� �� �� ��

6㻌 子育てᨭと䛺䛳ている �� �� �� ��

�

�

�
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�

�� 夜間保育の課題について�

夜間保育の課題について、どの程度考えているか該当する番号に〇をつけてください。�

�

1㻌 夜間保育に従事する保育士の処遇改善をしてほしい �� �� �� ��

2㻌 夜間保育の設備の充実をしてほしい �� �� �� ��

3㻌 学童期の子どもの利用ができるようにする �� �� �� ��

4㻌 夜間警備体制を充実させる必要がある �� �� �� ��

5㻌 夜間従事者の防犯対策が必要である �� �� �� ��

6㻌 夜間の保育士の専門性を高める研修が必要である �� �� �� ��

7㻌 夜間保育でのリスクマネジメントを充実させたい �� �� �� ��

8㻌 緊急時の医師との連携ができるようにしたい �� �� �� ��

9㻌 夜間の保育士の人材確保が難しい �� �� �� ��

�

�� その他の課題や夜間保育事業に関するご意見があれば、お書きください。�

�

 
 

�

�

�

�

�

�

ご協力ありがとうございました。�
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ᖹᡂ �� ᖺ度� ベビーホテルㄪᰝ⚊�

�

�

�

�

�

このࢣࣥーࡣࢺ、ベビーホテルに関するㄪᰝです。㐠Ⴀ㈐௵者またࡣ保育ᢸ当者㸦㐠Ⴀと保育≧ἣ

を⌮ゎしている᪉㸧がごグධୗさい。ㄪᰝⅬࡣ、ᖹᡂ �� ᖺ �� ᭶ � ᪥㸦㔠㸧⌧ᅾとします。ᮏㄪᰝ⚊

にごグධのୖ、ᖹᡂ �� ᖺ �� ᭶ �� ᪥㸦㔠㸧ᾘ༳᭷効でご㏉㏦㢪います。�

�

�� このㄪᰝ⚊のᅇ⟅者について、該当する⫋ྡの番号を � つ㑅ࢇで○をけてください。�

1㻌 施設㛗㻌 㻌 㻌 2㻌 保育ᢸᙜ者㻌 㻌 㻌 3㻌 ♫㛵ಀ者㻌 㻌 㻌 4㻌 䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
 

�� タ➼のᇶᮏሗについて�

�。しますࡡに、ベビーホテルを㐠Ⴀされている㈗タのタ⨨≧ἣについておᑜࡵࡌࡣ

��� ㈗タの⤒Ⴀయについて、該当する番号に○をけてください。㻌

1㻌 ಶ人㻌 㻌 㻌 2㻌 ᰴᘧ♫㻌 㻌 㻌 㻌 3㻌 ♫⚟♴ἲ人㻌 㻌 㻌 4㻌 132ἲ人㻌 㻌 㻌 5㻌 䛭のἲ人㻌
6㻌 ௵ពᅋయ 

��� ㈗タのᡤᅾᆅをごグධください。㻌

㒔㐨ᗓ┴ྡ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌 ᕷ༊ྡ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌 㻌 ⏫ᮧྡ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
��� ㈗タの㛤タᖺをごグධください。�

㻌 㻌 䞉㻌 ᖹᡂ㻌 䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ᖺ㻌 㻌 㻌  
��� 㛤ᡤ᪥と㛤ᡤ㛫についてごグධください。㻌

㛤㻌 所㻌 ᪥䠖㻌 㐌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭙᪥䡚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭙᪥䠅㻌 㻌 㻌

㛤所時㛫㻌 䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時㻌 䡚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時㻌

どࡽࡕかに○をつけてください�

ᖺ୰↓ఇである㻌 㻌 㻌 㻌 1㻌 䛿い㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 いい䛘㻌  
 

��� ኪ㛫の㡸かり㸦�� ௨㝆の㡸かりやᐟἩ㸧の利用ேᩘについてごグධください。�

ኪ㛫の㡸䛛りについて┤㏆䠍㐌㛫の利用者のの䜉人ᩘ䠄1�᭶ 25᪥䠄᪥䠅䡚31᪥䠄ᅵ䠅䠅 
 

       
       

 
ኪ㛫の㡸䛛りのண⣙䛿いつまで受けけています䛛䚹␒ྕに䕿をつけて䛟䛰さい䚹 
2�時௨㝆の㡸䛛り䞉䞉䞉 1㻌 㻌 㻌 1㐌㛫๓まで㻌 㻌 㻌 2㻌 ๓᪥まで㻌 㻌 㻌 3㻌 ᙜ᪥の㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時まで㻌 㻌 㻌  

4㻌 いつでもྍ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 5㻌 䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
 
ᐟἩ㻌 䞉䞉䞉㻌 㻌 1㻌 㻌 䠍㐌㛫๓まで㻌 㻌 㻌 2㻌 㻌 ๓᪥まで   3㻌 㻌 ᙜ᪥の㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 時まで 

㻌 4   いつでもྍ㻌 㻌 㻌 5  䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
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��� ඣ保育のᑐᛂについて、該当する番号に○をつけてください。�

病ඣ保育の対応䛿しています䛛㻌 䞉䞉䞉䞉䞉㻌 1䛿い㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 いい䛘㻌  
病ᚋඣ保育の対応䛿しています䛛㻌 䞉䞉䞉㻌 1㻌 䛿い㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 いい䛘㻌  

��� ᐇሙᡤについて、該当する番号に○をつけてください。�

1㻌 ၟᴗビ䝹ෆ㻌 㻌 㻌 2㻌 䝧ビー䝩䝔䝹ᑓ用のᘓ≀㻌 㻌 㻌 3㻌 䝩䝔䝹などᐟἩ施設ෆ㻌 㻌 㻌 4㻌 䝬䞁䝅䝵䞁ෆ 
5㻌 䛭の㻌 䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌 㻌  

��� ᐃဨᩘをごグධください。㻌

施設全యのᐃဨ䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅人㻌 㻌 㻌 㻌

㻌

��� ᖺ度のᖺ㱋ごとのⓏ㘓ඣ❺ᩘをごグධください。�

㻌

����利用ᩱ㔠についてごグධください。ࣥࣙࢩࣉ࢜ᩱ㔠のෆᐜࣥࣙࢩࣉ࢜、ࡣᩱ㔠としてタᐃして�

� いるෆᐜについて、該当する番号すてに○をつけてください。�

ᖺ㛫䠄入䠅㈝䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
利用ᩱ䠖㻌 1時㛫㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1 䞄᭶䠄᭶ᴟ䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
ᙜ᪥䜻䝱䞁䝉䝹ᩱ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䜸䝥䝅䝵䞁ᩱ㔠のෆᐜ䠖1㣗事㻌 2䛚䜐つ㻌 3䛚䜔つ㻌 4ᕸᅋ㻌 5ᩍ材㻌 6䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 

 
����⫋ဨのேᩘをごグධください。㞠用ᙧែについてࡣ該当する番号に○をつけてください。�

㈨᱁のある保育ኈ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉ṇつ᥇用䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅人㻌 㻌 㠀ṇつ᥇用䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅人 
㈨᱁のない保育⿵助者䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉ṇつ᥇用䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅人㻌 㻌 㠀ṇつ᥇用䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅人 
䛭の䠄事ົ⫋ဨなど䠅䞉䞉䞉ṇつ᥇用䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅人㻌 㻌 㠀ṇつ᥇用䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅人 
�

����サービスを利用できるᖺ㱋についてごグධください。�

ஙᗂඣのᖺ㱋䠖㻌 㻌 㻌 ṓ㻌 㻌 㻌 㻌 䞄᭶ඣ㻌 䡚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ṓඣ㻌 㻌 㻌

就Ꮫඣのᖺ㱋䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ṓ㻌 䡚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ṓ㻌

㻌

����་ᖌとの㐃ᦠ、㐠Ⴀ㈨㔠について、該当する番号に○をしてください。�

⥭急時に対応して䛟䜜る་ᖌ䛿います䛛㻌 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌 1㻌 いる㻌 㻌 㻌 2㻌 いない 
⌧ᅾの運営㈨㔠について䛿どの䜘䛖な≧ែです䛛㻌 䞉䞉䞉㻌 1㻌 ㊊りている㻌 㻌 㻌 2㻌 ㊊りていない 
�

����ᚋのኪ㛫保育に関する᪉ྥᛶについて、該当する番号に○をつけてください。�

�

�

1㻌 䝧ビー䝩䝔䝹として運営を⥆ける 
2㻌 ㏆䚻、ኪ㛫保育所に⛣⾜するணᐃであり、ㄆྍを受けるぢ㎸䜏がある 
3㻌 ኪ㛫保育所䜈の⛣⾜をᕼ望し、ㄆྍᇶ‽を‶たしているが、ㄆྍを受け䜙䜜ない 
4㻌 ᑗ᮶ⓗに䛿ኪ㛫保育所䜈の⛣⾜をᕼ望しているが、⌧ᅾのと䛣䜝⛣⾜のணᐃ䛿ない㻌
�

 11 1�
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��� を㑅ࢇだタࡣ、ኪ㛫保育ᡤへ⛣⾜し࡞い⌮⏤について該当する番号に○をつけて

ください。�

㻌 㻌 1㻌 ኪ㛫保育所のᇶ‽に‶たない 
2㻌 ኪ㛫保育所の⤒理が↹㞧でなる 
3㻌 ኪ㛫保育所䜈⛣⾜するᡭ⥆きが↹㞧である 
4㻌 䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌

����ኪ㛫保育ᡤのᇶ‽㊊≧ἣについて、該当する番号に○とつけてください。�

1㻌 ኪ㛫保育所の人ဨ㓄⨨䞉設備ᇶ‽をい䛪䜜も‶たしている 
2㻌 ኪ㛫保育所の人ဨ㓄⨨ᇶ‽を‶たしているが、設備ᇶ‽を‶たしていない 
3㻌 ኪ㛫保育所の人ဨ㓄⨨ᇶ‽を‶たしていないが、設備ᇶ‽を‶たしている 
4㻌 ኪ㛫保育所の人ဨ㓄⨨䞉設備ᇶ‽をい䛪䜜も‶たしていない 

����㸦��㸧で 2�3�4

� 㸺ேဨ㓄⨨について㸼�

  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1㻌 保育ᚑ事者に保育ኈ㈨᱁を᭷しない者が䛚り、ୟつ㓄⨨ᩘもᇶ‽に‶たないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 保育ᚑ事者䛿す䜉て保育ኈ㈨᱁を᭷しているが、㓄⨨ᩘがᇶ‽に‶たないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 3㻌 保育ᚑ事者の㓄⨨ᩘ䛿ᇶ‽を‶たしているが、保育ኈ㈨᱁を᭷しない保育ᚑ事者がいるため 

4㻌 ኪ㛫の時㛫ᖏ䠄ᴫ䛽 2�時௨㝆䠅に䛚いて、㓄⨨ᩘがᇶ‽に‶たないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 5㻌 ㄪ理ဨを䛚いていないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 6㻌 კク་がいないため  

㸺タタഛについて㸼�

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 7㻌 ஙඣᐊ䞉䜋䜅䛟ᐊ䡡保育ᐊの面✚ᇶ‽を‶たさないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 �㻌 ᒇእ㐟ᡙሙのᇶ‽を‶たさ䛪、ୟつ、㏆にᒇእ㐟ᡙሙに௦䜟る䜉きබᅬ等もないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 � ㏆にᒇእ㐟ᡙሙに௦䜟る䜉きබᅬ䛿あるが、⮬యの᪉㔪に䜘り、ᒇእ㐟ᡙሙがないとㄆྍが

ᚓ䜙䜜ないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1� ஙඣᐊ䡡䜋䜅䛟ᐊ䡡保育ᐊが䠎㝵௨ୖに設け䜙䜜て䛚り、⪏ⅆᘓ⠏、㑊難⤒㊰等に㛵するᇶ‽に

‶たないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 11ㄪ理ᐊまた䛿ㄪ理設備を᭷しないため㻌  
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 12ඣ❺用便所を᭷しないため 

㸺その他㸼�

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 13᭱పᐃဨを‶たせないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 14保育時㛫䡡㛤所時㛫に㛵するᇶ‽を‶たせないため 
  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 15䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 
 
�� 利用ୡᖏ㸦保ㆤ者㸧のᐇែについて� � � � � � �

⌧ᅾ利用者である保ㆤ者について、ྛ㡯┠にわかる⠊ᅖでお⟅࠼ください。�

��� 利用者のベビーホテル利用ᕷ⏫ᮧについて、該当する番号にすて○をつけてください。㸦」ᩘ

ᅇ⟅ྍ㸧�

1㻌 ⮬Ꮿと䝧ビー䝩䝔䝹がྠ୍ᕷ⏫ᮧ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ⮬Ꮿと䝧ビー䝩䝔䝹が㞄᥋ᕷ⏫ᮧ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 3㻌 ⮬Ꮿと䝧ビー䝩䝔䝹が㏆㞄䠄㞄᥋を㝖䛟䠅のᕷ⏫ᮧ 
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㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4㻌 ⫋ሙと䝧ビー䝩䝔䝹がྠ୍ᕷ⏫ᮧ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 5㻌 ⫋ሙと䝧ビー䝩䝔䝹が㞄᥋ᕷ⏫ᮧ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 6㻌 ⫋ሙと䝧ビー䝩䝔䝹が㏆㞄䠄㞄᥋を㝖䛟䠅のᕷ⏫ᮧ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 7㻌 䛭の䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌

�

��� 利用者の利用ᆅᇦについて、該当するての番号に○をつけてください。㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧�

1㻌 ⮬Ꮿと䝧ビー䝩䝔䝹が 5NP௨ෆ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ⮬Ꮿと䝧ビー䝩䝔䝹が 1�NP௨ෆ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 3㻌 ⮬Ꮿと䝧ビー䝩䝔䝹が 3�NP௨ෆ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4㻌 ⫋ሙと䝧ビー䝩䝔䝹が 5NP௨ෆ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 5㻌 ⫋ሙと䝧ビー䝩䝔䝹が 1�NP௨ෆ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 6㻌 ⫋ሙと䝧ビー䝩䝔䝹が 3�NP௨ෆ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 7㻌 䛭の䠄⮬Ꮿと䝧ビー䝩䝔䝹が㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 NP௨ෆ䠅 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄⫋ሙと䝧ビー䝩䝔䝹が㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 NP௨ෆ䠅 

��� 保ㆤ者がベビーホテルを利用する⌮⏤について�

ベビーホテルを利用する⌮⏤としてどの程度あてࡣまるか、該当する番号に○をつけてください。�

�

1㻌 ㌟㏆なと䛣䜝にኪ㛫保育所がないため �� �� �� ��

2㻌 ᪤Ꮡの保育所の保育᪥ᩘ、時㛫が༑ศでないため �� �� �� ��

3㻌 保育所に入所できな䛛ったため �� �� �� ��

4㻌 入所の要௳が‶たな䛛ったため⏦㎸䜏ができな䛛った �� �� �� ��

5㻌 䝧ビー䝩䝔䝹の䜰䜽䝉スが便利なため �� �� �� ��

6㻌 䝧ビー䝩䝔䝹のサービス᪉㔪䜔サービスෆᐜが䜘いため �� �� �� ��

7㻌 䝧ビー䝩䝔䝹のサービスにከᵝ性䞉ᰂ㌾性があるため �� �� �� ��

�㻌 䝧ビー䝩䝔䝹䛿୍時㡸䛛りとして利用するのに便利である �� �� �� ��

�

��� 保ㆤ者がឤࡌている⌧≧について�

⌧ᅾの利用≧ἣかࡽ、ୗグの㡯┠についてどの程度あてࡣまるか該当する番号に○をつけてください。�

�

1㻌 ⏦し㎸䜏ᡭ⥆き䛿⡆༢である �� �� �� ��

2㻌 保育時㛫䛿ᕼ望に応䛨て変᭦できるのが䜘い �� �� �� ��

3㻌 ఇ᪥でも保育しても䜙䛘るのが䜘い �� �� �� ��

4㻌 急な事情でᘏ㛗しても対応しても䜙䛘るのが䜘い �� �� �� ��

5㻌 子どもにとって安全なሙ所、時㛫となっている �� �� �� ��

6㻌 ᚲ要に応䛨たከᵝなサービスがあるのが䜘い �� �� �� ��

7保育ᩱ㔠が高い �� �� �� ��

�㻌 ᖺ㱋に応䛨た保育の環境がᩚっている �� �� �� ��

㻌
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�� ேဨ㓄⨨について㸦保育ኈ࣭保育⿵ຓ者࡞ど㸧

⌧ᅾの⫋ဨయไに関する㡯┠について、該当する番号に○をつけてください。

��� ⌧ᅾ、ベビーホテルにおける⫋ဨのయไࡣ㐺当ですか。

1 㐺ᙜである䠄ㄆྍእ保育施設ᣦᑟ┘╩ᇶ‽にᇶ䛵䛟㓄⨨がなさ䜜ている䠅 
2㻌 㻌 㐺ᙜでない䠄ㄆྍእ保育施設ᣦᑟ┘╩ᇶ‽にᇶ䛵䛟㓄⨨がなさ䜜ていない䠅 
2を㑅䜣䛰理⏤䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅 

��� ⫋ဨのே௳㈝についてᖹᆒでごグධください。�

䐟 ᭶⤥ไ䠖㻌 㻝 䞄᭶㻌 㻌 ⣙ 㻌

䐠 ᪥⤥ไ䠖㻌 㻝 ᪥ 㻌 㻌 ⣙㻌 㻌

䐡 時⤥ไ䠖㻌 㻝 時㛫㻌 㻌⣙ 㻌

��� ⌧ᅾの⫋ဨのฎ㐝についてどう思われますか。該当する番号に○をつけてください。�

1㻌 のままで䜘い㻌 㻌 㻌 㻌 2㻌 ᨵၿするᚲ要がある㻌 㻌  
2を㑅䜣䛰᪉、どの䜘䛖なᨵၿがᚲ要です䛛䚹ලయⓗに䛚᭩き䛟䛰さい䚹㻌

䠄㻌 㻌 㻌 䠅㻌

��� 保育をᢸ当する⫋ဨの◊ಟについて、該当する番号に○をつけてください。�を㑅ࢇだሙྜ、�

ఱᖺに㸯ᅇかをグ㍕してください。�

1㻌 ᖺ䠍ᅇ௨ୖ◊ಟにཧຍしている㻌 㻌 㻌 2㻌 㻌 ᖺに䠍ᅇ⛬ᗘཧຍしている㻌 㻌 㻌 3全䛟ཧຍしていない 
どの䜘䛖な◊ಟを実施ཪ䛿ཧຍしています䛛䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌

�� ベビーホテルの⌧≧と㓄៖について

��� ୗグの保育についての㡯┠で、該当するḍに〇をしてください。

1㻌 ᖺ㱋ูサービスをしている 
2㻌 ஙඣ䜽䝷スとᗂඣ䜽䝷スにศけている 
3㻌 ⾜事がある 
4㻌 㣗事がある 
5㻌 ᖺ㱋、Ⓨ㐩にあった㐟ලがある 
6㻌 設備がᩚっている 

��� Ꮚどࡶへの㓄៖としてどの程度できているとឤࡌますか。該当する番号に○をつけてください。�

1㻌 子どもが安ᚰしてⴠ䛱╔ける環境をᩚ備している �� �� �� ��

2㻌 子どものⓎ㐩に応䛨たサービスをしている �� �� �� ��

3㻌 ඣ❺ᩘに対してス䝍䝑䝣の人ᩘ䛿༑ศである �� �� �� ��

4㻌 ⾨⏕面、ឤᰁண㜵のための対⟇を⾜っている �� �� �� ��

5㻌 けが、病気などの⥭急時の対応ができている �� �� �� ��

6㻌 㛗時㛫、ኪ㛫の対応をしている �� �� �� ��
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��� 利用者への支援についてどの程度できていますか。該当する番号に○をつけてください。�

1㻌 利用者が要望するサービスができる �� �� �� ��

2㻌 利用者との連絡を密にしている �� �� �� ��

3㻌 病気が急変した時の対応について相談している �� �� �� ��

4㻌 利用者の情報を把握している �� �� �� ��

5㻌 利用者の子どもの情報を把握している �� �� �� ��

6㻌 子どもの健康、栄養、病気についての助言等をしている �� �� �� ��

7㻌 子育て全般の相談を受けている �� �� �� ��

�� ベビーホテルにおけるサービス効果について

保育事業をすることで、どの程度の効果があったと思われますか。該当する番号に〇をつけてくだ

さい。

1㻌  �� �� �� ��

2㻌 利用者の子育てと仕事の両立支援となっている �� �� �� ��

3㻌 利用者の就労支援となっている �� �� �� ��

4㻌 子育て支援となっている �� �� �� ��

5㻌 ひとり親家庭などの支援となっている �� �� �� ��

6㻌 保育所入所までの利用施設である �� �� �� ��

�� ベビーホテルでのサービスに関する課題

ベビーホテルの課題について、どの程度思われますか。該当する番号に〇をつけてください。

1㻌 運営、財政面が厳しい �� �� �� ��

2㻌 人材確保が難しい �� �� �� ��

3㻌 安全、管理面の管理の充実が難しい �� �� �� ��

4㻌 サービスの質を高めたい �� �� �� ��

5㻌 利用者のニーズにあったサービスを提供していきたい �� �� �� ��

6㻌 設備等保育環境を充実させたい �� �� �� ��

7㻌 利用者の利便性を充実させたい �� �� �� ��

�� その他の課題やベビーホテル事業に関するご意見があれば、お書きください。

ご協力ありがとうございました。�
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